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1． はじめに

　企業会計の研究は、方法論上、利益観として収益費用中心観と資産負債
中心観があり、前者から後者に移行してきたと言われる。それが国際会計
基準の方向であり、したがって多くの国のそれへのアドプションの方向で
あると言われている。
　両者の利益観で言えば、少なくとも戦後の日本の会計制度は、この十数
年前まで、動態論や損益法の名のもとに、収益費用中心観がその理論的基
盤であった。
　欧米でも、17 ～ 18 世紀以降、つまり株式会社の発展とともに、株主に
対するいわば付加価値情報として、貸借対照表よりも損益計算書が注目さ
れるようになる。以来、とりわけ日本の会計学説は、これまた動態論や損
益法の名のもとに収益費用中心観に理論的支柱を置いてきた。
　この展開からして、まず動態論や損益法およびその対概念としての静態
論や財産法と利益観について、整理をしておく必要があろう。その上で、
本稿の課題である「純利益と包括利益」について、論を進めなくてはなら
ない。
　今日一般化している資産負債中心観は、企業会計の計算原理として、公
正価値の評価に基づき、包括利益を求めることに関連付けられていると見
られる。
　評価との関連では、利益観は原価基準と時価基準との関わりで整理を要
する。
　これらの前提的論点を整理の上、本稿では、すでに確立されつつある包
括利益の意味を問うことが直接の目的ではなく、原価と時価との双方の評
価から利益を導く発想がいかなる意図を内在させているかを、かつての経
済変動期の一学説を通して考えてみたいのである。
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１－ 1　利益観に関する前提整理

（１）動態論と静態論
　企業利益の計算方法として、損益法と動態論、財産法と静態論をそれぞ
れひと括りにして論ずることは、日本でも、この十数年を遡れば、一般的
であった。
　これに、損益法や動態論が損益計算書と、財産法や静態論が貸借対照表
と結び付けられて論ぜられると、そこにはあまりに多くの矛盾点を含むこ
とになる。
　この点は、動態論の動機を与えた、かのシュマーレンバッハの著書
名を想起すれば充分であろう。言うまでもなく、その代表的著書名は

“Dynamische Bilanz”『動的貸借対照表論』である。
　いわく、「貸借対照表は、損益勘定に従属して、損益勘定にもっていか
れない残高を集めた貯蔵所のようなものである。貸借対照表は、未だ解決
せざる項目の表示となる。」１）「貸借対照表は、成果計算に際して協力す
る目的を有し、・・損益計算において場所を有しない未解決の諸項目を収
容するものである・・」２）

　明らかなように、貸借対照表は「損益（成果）計算」に従属するので
あって、損益計算書に従属するのではない。
　この場合、シュマーレンバッハ論を簡潔に言えば、「収入－支出＝現金」
と「収益－費用＝利益」という両式において、収入と収益が等しく、支出
と費用が等しいならば、成果の利益は現金と一致して、勘定科目は解消さ
れるが、貸借対照表に収容される内容はそうではなく、未解消の項目であ
ることを論証している。
　すなわち、動的貸借対照表の内容として、収入および支出計算から生ず
る諸項目に、支払手段を借方に、資本金を貸方に加えて、次のような表に
なるとするのである３）。

　　　　　　　　（借方）　　　　　　　　　　　　　　　　（貸方）

１支払手段　　　　　　　　　　　　　　　 １資本金

２支出にして未だ費用になっていないもの　２費用にして未だ支出となっていないもの
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３支出にして未だ収入となっていないもの　３収入にして未だ支出となっていないもの

４収益にして未だ費用となっていないもの　４費用にして未だ収益となっていないもの

５収益にして未だ収入となっていないもの　５収入にして未だ収益となっていないもの

　ここで、たとえば借方の２「支出にして未だ費用になっていないもの」
を、商品に代表させて考えれば、それは次のように説明されることになろ
う。
　すなわち、現金支出をして仕入れた商品は、まず売却され消えてなくな
ることを前提に費用として認識され、実際に売却され売上に対応する売上
原価部分として今期中に費用化されずに次期に繰越される商品部分が資産
である、と説明されることになる。
　我が国のアメリカ学説研究に多大な影響を与えた、著名なペイトン・リ
トルトンの『会社会計基準序説』の次の一節は、まったく同じ意味のこと
を述べている。
　「生産のために取得された要素で、経営過程のなかで正当に「売上原価」
または「経費」として取り扱われる点にまでまだ達していないものは、

「資産」と呼ばれており、そのようなものとして貸借対照表中に表示され
ている。しかしながら、このような「資産」が事実上「未決状態の対収益
賦課分」であり、次期以降に費用または経費として収益と対応せしめられ
るのを待っているのだということは見逃してはならない。」４）

　いずれにしても、「資産」と「費用」との関係において、費用になって
いないものが資産として規定されるこの論法は、まさに費用先行観であ
り、資産、負債、収益、費用の全体的関係でいえば、収益費用中心観であ
る。
　支出、未支出、収入、未収入の期間的連続性を「動態」といい、貸借対
照表が単なる一時的な諸財産の「静態」表示の一覧でないことは、近代会
計における利益計算論の出発点である。
　財務諸表が企業財務の動態を写像するものであることは、今日でもそう
である。しかし、その視点が収益・費用からではなくて、資産・負債から
向けられていることを後述しなければならないのである。

　1515



　尚、動態論について、財貨動態と貨幣動態を区別する論法がありうる
し、事実あるのだが、これはかつての資産概念をめぐる一元的解釈論に陥
るので、ここでは、貨幣が財貨にそして財貨が貨幣に変化することは自明
のこととして、個々の関係に触れないこととする。

（２）損益法と財産法
　純利益と包括利益との関連で、アプローチの仕方として、収益費用中心
観と資産負債中心観を対比する場合、とりわけ我が国では、損益法と財産
法とを対比して議論されてきた経緯を想起することになるであろう。
　それはしかし、近年のアプローチとは若干齟齬のある議論と思われる。
　歴史的に、財産法から損益法への移行という捉え方があるが、それは両
者にきわめて限定的な意味を与えなければ妥当しえないと思われる。それ
にも増して、財産法と損益法とが、損益計算の二つの原理を前提とするか
のような論法には、特に整理を要する。
　一会計期間の利益計算方法として、一般的には次のように解釈されてい
る。
　　損益法は、収益と費用を比較して利益（損失）を計算する方法。
　　財産法は、期末資本と期首資本を比較して利益（損失）を計算する方法。
　後者は、企業の財務内容の各期末時点のストックの状態を表し、前者
は、その期間内のフローの状況を表すと言われる場合、それが両者の関係
を含意するものでなければ、その表現も意味薄いものとなろう。
　武田は述べている。「わが国の場合、財貨の一面的記帳を貨幣面から描
き出すために、はじめから『収益』・『費用』という概念を設け、その概
念を所与として議論の出発点にしたことに、利潤創出の物的性を見失う
に至った原由がある。」５）「『財産法』対『損益法』という概念設定によっ
て、損益計算の構造を解明する行き方は、出口概念である資産・負債、収
益・費用という既成の貨幣概念を会計構造説明の出発点に設定するもので
あり、その設定自体に誤りがあった。いま一つは、財貨事象の派生概念で
ある収益・費用概念を独立の基礎概念として設定したことの誤謬である。」６）

　武田は、その論証を、主としてシャンツ（独）の「期間的純資産増加
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説」に遡って検討しているが、財貨として現金だけの流入と流出を想定す
るのでない限り、上の意味の損益法と財産法の論点整理はもっと簡単で良
いのではないかと思われる。
　例として、原価 600 の商品を 1000 で掛売りした場合を想定すると、次
のように読み込むことができる。売掛金（+1000）の財の増加を伴って売
上収益（1000）が記録されるが、このことは、商品（－ 600）の財の減
少を伴って売上原価（600）が認識されることと表裏するもので、企業に
とって財貨的には、売掛金なる資産の増加（+1000）と商品なる資産の減
少（－ 600）との差額が、売上なる収益の実現（1000）と売上原価なる費
用の発生（600）との差額に等価となる。したがって、期間損益計算に連
続する仕訳は表面上 [（借方）売掛金 1000（貸方）売上 1000] となる取引
であるが、最終的な損益額を決定づける実態を一括仕訳すれば、それは次
のような取引であることになろう。

（借　方） （貸　方）
売  掛  金［資産 +］1000 売　上［収   益］1000

売上原価［費　用］   600 商　品［資産－］   600
　財貨の増減差額が損益を生む、それが実態であって、収益・費用は「財
貨事象の派生概念」（上記の武田の言葉）なる指摘が妥当する。
　この後、売掛金が回収されたとしても、［ 現預金（資産 +）1000　売掛
金（資産－）1000］となり、個々に財貨変動があっても全体として企業の
有する財貨量に変動はなく、この関係において損益額に影響はない。
　財貨の増加と減少との差額が集約されて、全体として、増加分が減少分
より大きければ純資産増加すなわち利益が生まれ、逆の場合は損失が生ず
るが、それと表裏して収益・費用が同時に生じているのであるから、最終
的に、財産増減の差額（期首と期末の資本量の差額）と収益・費用の差額
とが一致してくることは必然である。
　岩田は、次のように指摘している。「・・財産法も損益法も、それぞれ
単独では利潤計算として完全なものではない・・。財産法と損益法はいず
れも一本立ちができないのであって、結合されてはじめて利潤計算として
成立することになる。だから、二つの異なる利潤計算があるのではなく
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て、利潤計算はひとつしかないといった方がむしろ正確であるかもしれな
いのである。」７）「財産法と損益法という、二つの異なる利潤計算の不可
分にして必然的な結合関係こそ、企業会計における利潤計算の本質的な計
算構造である。・・両計算の結果を比較することによってはじめて、『計
算と事実の照合』が行われることとなり、両者の対照表の比較による差異
分析を通じて、『結果と原因との照合』が、保証されることになるのであ
る。」８）ここでの利潤は、利益と読み替えて差支えない（以下同様）。
　期首と期末とで総財産の増減がいかなる状態になるか、それは、期中全
体を通じて、過程としての資産・負債の増減とそれに表裏一体として生起
する収益・費用の発生と実現を通して得られる結果である。したがって、
武田の言うように「財産法という形式は全く『無色』のものであり、資
産、負債の解釈いかんにより実質的内容が与えられるものと解されなけれ
ばならない。それゆえ、財産法は、静態論にも動態論にも共通の利益計算
方法である。」９）

　この意味で、財産法から損益法へというような段階論は、適切ではな
い。技術的な意味でなく原理的な意味で、精粗の度合いはともかく、複式
簿記構造の損益表示のための財務諸表作成への連続性が認められて以来、
すなわち近代会計の生成以来、財産法と損益法とのいずれかに一義性を付
することは限定的な意味でしか有用ではない。
　岩田は述べている。「財産法の計算の構成部分としての簿記は、必ずし
も複式簿記であることを必要としない。・・資本取引が現金収支だけをと
もなう単純な企業のおいては、単式簿記であっても一向に差支えない。し
かしながら資本取引が複雑で、資本金や剰余金の増減が現金ばかりでな
く、各種の財産の変動をともなうとか、振替取引をふくむ企業では事情を
異にする。この場合資本取引の記録を洩れなく行うには、複式簿記による
記帳が必要である。それ故近代的な大規模企業、すなわち株式会社形態の
企業では、財産法は複式簿記と組合わされてはじめて、資本と利潤の分離
が可能となり、利潤計算として成立しうるのである。」10）

　財産法は、複式簿記と結び付くか結び付かないかにかかわらず、「二時
点残高比較法（残高差額計算法）であるという点で共通する」11）のであ
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るが、資産負債の増加減少と損益の生成実現との関連で、認識上、収益費
用の観念が見えた時点で、複式簿記との関連は前提となる。近代会計のメ
ルクマールは、そこにあると言える。
　この論点は、とりわけ我が国の会計学説でよくなされた、「財産法が時
価表示」「損益法が原価表示」と一括りするような論法にも、同じ指摘を
なしうる。
　井上は、損益法を収益から費用を差引いて得られる利益計算、財産法を
期末資本から期首資本の額を差引くことによって利益を計算する資本比較
法であるとしながら、後者については、次のような諸形態の組み合わせと
している。12）

　　　　　時価主義に基づくもの　　　　複式簿記を採用しないもの
　　　　　原価主義に基づくもの　　　　複式簿記を採用するもの
　複式簿記を採用せずに、財貨の時価表示のみを行う場合はあり得るし、
史的事実としてあったことは、実務史を対象とする先行研究でも明らかで
ある。しかしそれは、前近代的できわめて単純な財産在高記録の会計に限
定される。
　損益計算が意識されるにつれ、複式簿記の体系は精緻化されていき、そ
こでは、原価も時価も表示の対象となってくるのである。

1 －２　資産負債観

　FASB の概念書第６号（第３号の改定）13）は、ある実体の業績および
状態を測定することに直接関係する 10 個の構成要素を定義している。長
文になるので、キーワードのみを示しておくと、以下のようになる。
―資産：発生の可能性の高い将来の経済的便益
―負債：発生の可能性の高い将来の経済的便益の犠牲
―持分または純資産：負債を控除した後に残るある実体の資産に対する残
　　　　　　　　　　余請求権
―出資者による投資：当該企業における持分の増加
―出資者への分配：当該企業の持分の減少
―包括的利益：一期間における営利企業の持分の変動
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―収益：実体の資産の流入その他の増加もしくは負債の弁済
―費用：実体の資産の流出その他の費消もしくは負債の発生
―利得：持分（純資産）の増加
―損失：持分（純資産）の減少
　ここでは、資産負債の定義が他の構成要素を規定していることは明らか
で、資産負債観が先行している。
　利得と損失には、「実体の副次的または付随的な取引および実体に影響
を及ぼすその他のすべての取引その他の事象および環境要因から生じる」
持分（純資産）の増加と減少であるとの説明が付き、包括利益には、上記
定義の「一期間における営利企業の持分の変動」の説明として、「出資者
以外の源泉からの取引その他の事象および環境要因から生じる」ことと

「出資者による投資および出資者への分配から生じるもの以外の・・すべ
ての変動を含む」ことが、強調的に付記されている。
　単なる純利益では、利益情報としての有用性を欠くことになりかねない
様々な実務遂行上の課題が生じ、これを解明するために、会計理論は十数
年前とは全く異なる接近法を模索することになったのである。

１－３　本稿の目的と付記

　すでに我が国の制度会計でも、資産負債観を中心に、包括利益の算定開
示が行われている。
　冒頭でも述べたように、それが何を求めて企業会計の理論と実務を変化
させてきたのか、一つの学説を手掛かりに検討してみるのが本稿の目的で
ある。
　学説史上、およそ一世紀も前に、原価と時価にもとづく財務諸表開示は
検討されてきている。もちろん時代背景は違い、今日の経済経営の現象の
全てを重ね合わせることはできないが、原理的には、包括利益概念の趣旨
と同じ根をもつ課題から発想されているのではないかと思われるのであ
る。
　採りあげる学説は、「コフェロの評価論」である。制度批判のためにフ
ランスの商業条令や生成期のドイツ商法典の評価規定がヨーロッパ各国
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の法規定に影響を及ぼした経緯や膨大な量の簿記会計の文献が登場する。
ベースの独語はもちろん、仏語、伊語、蘭語その他各種の言語からなる文
献である。筆者の浅学の故に、長い間かなり多くの語学の先生にご迷惑を
おかけすることになった。深甚なる謝意を表する次第です。

注記

１） E.Schmalenbach “Dynamische Bilanz” （13 Aufl,1988) s.18―土岐政蔵訳

 『十二版動的貸借対照表論』（昭和 43 年）p.4 参照。

２） 同上原文 13 版、s.53―十二版訳、p.30 参照。

３） 同上原文 13 版、s.66 ～ s.75―十二版訳、p.46 ～ p.56。

４） W.A.Paton&A.C.Littleton “An Introduction to Corporate Accounting

 Standards”（1940-AAA）p.25。中島省吾訳『会社会計基準序説』（昭和 43

 年）p.43 参照。

５） 武田隆二「純利益 vs 包括利益―論争の深層を探る」（『企業会計』2008,

 Vol.60-No.10）p.115。

６） 武田、同上。

７） 岩田巌『利潤計算原理』（昭和 47 年、第 9 版）p.49。

８） 岩田、同上 p.51。

９） 武田隆二「財産法の近代的解釈」（『会計』1963 年、第 84 巻第 1 号）p.43。

10） 岩田、前掲書 p.108。

11） 岩崎勇「純利益と包括利益について」（『会計』2012-182 巻 4 号）p.15。

12） 井上良二『最新財務会計論』（平成 5 年）p.101 参照。

13） FASB.-Statements of Financial Accounting Concepts –（No.6）“Elements

 of Financial Statements”（1985-2002Ed）pp.187 ～ 188。平松、広瀬訳（2007）

 pp.279 ～ 281 参照。
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2 ． コフェロの評価論

　本節は、イルマリ・コフェロ Ilmari Kovero 著『私企業の年次貸借
対照表における諸資産の評価―特に未実現損益を考慮して―』“Die 
Bewertung der Verm gensgegenstande in den Jahresbilanzen privaten 
Unternehmungen mit besonderer Ber cksichtigung der nicht realisierten 
Verluste und Gewinn”（1912）の本文の私訳である。ただし、Ⅰ－ 1 の著
書と論文名は、原文を注記している。本書の目次は、次の通りである。

　緒　　言
　Ⅰ　　基礎篇
　　　1　年次貸借対照表の本質
　　　2　年次貸借対照表の機能
　　　3　評価のための一般的、標準的要素
　Ⅱ　　個別篇
　　A　一般的な年次貸借対照表における評価
　　　1　種々の方法
　　　2　評価原則の批判
　　　3　主観的価値理論と貸借対照表
　　　4　現在の客観的調達価値
　　　5　経済的安全性の視点
　　　6　実現純利益の表示
　　　7　未実現損益
　　B　会社貸借対照表と基本資本の拘束
　　　1　法的規定
　　　2　法的規定の批判
　　　3　未実現損益
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　緒　　言

　パッソウ Passow は、彼の著書『私企業の貸借対照表』の中で、貸借対
照表の本質の最も困難で最も意味ある問題は、資産および負債の評価にあ
ると述べている。このことは、まさにその通りである。（s.1）
　これまで、理論的立場―特に価値論に関する見解の相違―や貸借対照表
に関する異なる視点が、評価問題の充分な解決を妨げてきた。この問題
は、貸借対照表の本質的内容に関わる故に、大きな意味をもっているので
ある。（s.2）
　特別な関心は、私企業の年次貸借対照表における、諸財産の評価にさい
しての未実現損益の扱いに関して現れる。評価問題の解決が対立する異論
によって妨げられてきたのは、この点に関してである。（s.2-s.3）
　ところで、未実現損益によって増減した価値は、財の事実としての現在
価値を表しているようにも思われる。貸借対照表において価値を表すこと
が、最も重要なことであるということも、否定しがたいように思われる。
しかしながら、増価ないし減価は、財の交換過程、販売を通じてはじめて
生じ、その事実に関してその後の変化を生ずるのであり、したがって、こ
の点から、それが貸借対照表上の純利益に影響しうるかどうかということ
が、問題になるのである。これに対して、一般的には、実現した純利益あ
るいは経営純利益が、企業の財産状態と当期の成果の判断のために貸借対
照表で報告されるべきだ、という要求が対立するように思われる。一方、
未実現利益の考慮は、経済的安全性の立場（それは一般に、低い貸借対照
表価値ないし過小評価によって進められる）からして、特に営利企業の年
次貸借対照表上、会社の信用基準として役立つ基本資本拘束の観点から、
疑問に思われている。未実現利益の分配が行われるならば、それは、物価
下落のさいに基本資本を純利益として分配することと同義となり、経済的
に許されないことを考えねばならない。最終的に、この点は、未実現利益
の考慮を禁止することになる一方、未実現損失の考慮を要求することにな
ろう。（s.4-s.5）
　我々が見るところ、この点の問題は、かなり錯綜している。評価に関し
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て、安全性および基本資本拘束の観点は、貸借対照表真実性の観点と決定
的に相反しているように思われる。（s.5）
　未実現損益が、貸借対照表の内容について、大きな意味をもちうること
は、明らかである。市場価格ないし取引所価格はもちろん、たとえば土地
の価格がかなり変動しうることは、とりわけ都市の土地の価格が、しばし
ば短期間のうちにかなり騰貴していることを指摘するだけでよいであろ
う。長期にわたり企業の財産に属する土地の評価について、未実現損益を
考慮しないということになれば、貸借対照表の結果が、およそ変容した内
容で影響を受けるという意味だけでなく、特に会社貸借対照表上、不利益
となる継続的貸借対照表不真実を招くことになる。（s.6）
　評価にさいして、人は、個別の状況に応じて、諸々の観点の時にはこれ
時にはあれというように決定的な意味を充てようとする。たとえば、ある
場合には価値の現実性や現在性に、ある場合には―営利企業の貸借対照表
について─基本資本の拘束に、というようにである。したがって、未実現
損益は、ある場合には考慮され、他の場合には考慮されないことになる。
しかしながら、このような処理は、多かれ少なかれ恣意的にならざるを得
ず、問題の充分な解決としては承認されないであろう。それ故、決して矛
盾が除去されることがないばかりか、評価も、その理論的基礎を奪われる
ことになろう。（s.6）
　むしろ、評価を、一般的な原則に則って研究することが、唯一の正当な
方法として認められねばならず、そしてまずこの研究結果に基づいて、未
実現損益に関する特別な観点の考慮に結論を与えることが、唯一の正当な
方法として認められねばならない。しこうして、評価の一般原則が定めら
れるとするならば、それはただ、国民経済の原則においてのみ見出される
べきである。ヤストロウ Jastrow も、このことを強調している。（s.6）
　我々が、あらためて国民経済的な立場から評価を研究しようとするなら
ば、単に経済的な現象の一般的な法則、とりわけ価値や価格のそれを考慮
するだけでなく、中でも以下のことについて明らかにせねばならない。す
なわち、貸借対照表とは何か、そしてそれが現代の経済生活において、ど
のような意味、機能をもっているか、についてである。（s.6-s.7）
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　かくて、この研究で、我々は、まず年次貸借対照表の本質と機能を、ま
たそれに関する評価のさいの標準となる一般的要因を確定する。この要因
とさらに国民経済的観点に基づき、評価のための原則を確定する。それを
拠りどころに、その妥当性にしたがって個別の視点を吟味し、貸借対照表
に関する特定の基準に論及する。特に営利企業の年次貸借対照表について
は、基本資本の拘束という特別な意味を理由に、問題の最終的な部分の論
及は、貸借対照表の一般的な観点と会社の貸借対照表の特別な観点から、
ことさらに行われることとなる。（s.7）

Ⅰ　基礎篇

1　年次貸借対照表の本質

　年次貸借対照表の認識にあたっては、その歴史的発展が興味の対象と
なる。それは当然、財産計算一般すなわち簿記の歴史的発展と一致する。

（s.8）
　貸借対照表の最初の徴候を、我々は、非常によく整備された簿記すなわ
ち複式簿記の開始に見出している。これは最初、14 世紀の中頃、ジェノ
アの国家簿記や銀行簿記に使用されるようになった。国家も銀行も、すで
に 14 世紀には、毎年、貸借対照表を作成していたといわれている。しか
し、要するに、これは単なる試算表（Probebilanz）の性格のものであっ
た。
　このことは、約一世紀後、コトルグリ B.Cotrugri の『商業と商業法』（1

なる論稿にも確認され、これがまさに、複式簿記についての最古の著作と
みられるべきものである。彼はこの中で、期首貸借対照表（Hauptbilanz）
を述べており、それは各年度の初めに主要簿から作成されたものであると
いう。しかし、コトルグリの説明にしたがって推論すると、利益と損失
は、貸借対照表の作成の後に初めて資本勘定に転記されているので、この
ことからすると単に試算表が意図されたにすぎなかったように思われる。
棚卸表を、コトルグリは認識していない。（s.9）
　一般に、コトルグリの時代まで、複式簿記は、銀行によるもの以外、実
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際にはかなり不完全な形でなされていたようである。因みにヴェネチアの
バーバリゴ商会の帳簿に表れているように、利益は常に規則的な期間にし
たがって計算された訳ではなく、また、貸借対照表は時折々に、たいてい
帳簿が埋め尽くされた時に作成されるだけであった。（s.9）
　最初に印刷された複式簿記および貸借対照表の記述は、パチオリ
L.Pacioli の、1494 年に第一版として著された著名な書『算術 , 幾何、比お
よび比例全書』（2 の「計算および記録の方法」という章である。パチオリ
によれば、諸勘定の残高が、利益と損失の差し引きの後、損益勘定を含ん
で表される「諸帳簿の貸借対照表」は、帳簿に余白がなくなった時に新し
い帳簿に繰り越すためか、あるいは年々の儀式（ordnunng）にしたがっ
て作成される、ということが説明されている。（s.9）
　パチオリは、決算の棚卸表を述べているのではなくて、開始財産目録を
述べているのである。（s.10）
　パチオリの貸借対照表は、確かに帳簿価額に基礎をおくが、事前的に行
われる利益と損失の差額計算ということからして、残高貸借対照表とは別
の性格の試算表としての、一種の仮の財産貸借対照表であった。商品に関
する損益の計算は、商品台帳ないし在高帳が、マルク、番号、個数、大
きさ、重さ等についての指示も含むことで可能となっている。したがっ
て、商品の状態は、特別な棚卸しによらなくとも―記録のみで―算定され
る。在高の価値としては、帳簿価値すなわち購入価格が記録されている。

（s.10）
　パチオリの時代には、決算貸借対照表の規則的、年次的な作成は、すで
に実務において、かなり多く採用されていたと見られる。パチオリは、こ
の慣習はとりわけ「大商人」によって考察されている、と述べている。し
かし、決算棚卸しは、実務においてはまだあまり採用されていなかった。

（s.10）
　16 世紀の著者のうち、マンツオーニ D.Manzoni の著述「ヴェネチアの
慣習による・・帳簿」（3（1540 年）とゲッセン P.Goessen の著述「簿記・・
例示によるイタリア式の簡潔な総括と理解」（4（1594 年）は、パチオリの
視点に基づいている。マンツオーニの著述では、決算在高の表示は、在高
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帳を基礎にして行われている。最も古いドイツの簿記著述者グラマテウ
ス H.Grammateus は、その著書『全商人のための技術的教科書』（5 では、
要するに貸借対照表を知らなかった。ゴットリブ J.Gottlib（6 やピエトラ
A.Pietra（7 によっても、決算棚卸表は述べられていない。（s.11）
　それでも、実務上、決算棚卸表は、たとえ稀であったにせよ、この世紀
においてすでに用いられていた。因みに、ヤコブ・フッガーの死亡の際に
作成された 1527 年のフッガー商会の棚卸表は、事実による記録と財産評
価に基づいている。また、たとえばアントニ・ハウク商会などの貸借対照
表は、事実によりそして 2 年毎というかなりの規則性をもって行われる棚
卸しに基づいて、作成されていた。（s.11-s.12）
　また、17 世紀にはジモン Simon.S がおり、彼は一つの著述（8（1608 年）
において国家の複式簿記を、もう一つの著書（9 において商人の複式簿記
を述べ、決算貸借対照表の作成を棚卸しに基づくのではなくて、在高帳お
よび帳簿価値すなわち購入価格に基づいて行われるという、パチオリと同
じ視点から述べている。彼によれば、年次貸借対照表と帳簿の年次締切と
が要求されているが、しかしこれは、商人の死亡の際や事業の解散の際に
行われていたとされている。（s.12）
　この世紀のその後の著者の中ではボイサー N.Beusser の著述（10（1669
年）と書物（11（1687 年）の中で、イタリアの簿記の記録を述べたド・ラ・
ポルト DeLAPorte の指摘が、なお在高帳に基づく帳簿締切を基礎として
いる。対して、シュルツ G.N.Schurtz の著書（12（1695 年印刷公刊）にお
いては、すでに実際の財産目録作成を決算貸借対照表の基礎として認識し
ているが、にもかかわらず、それに伴う労苦のために年次毎の棚卸しを必
要なものとして承認していない。彼は特別な棚卸表を認めていないが、在
高は在高帳から作成され、それは棚卸しにより調整されている。決算貸借
対照表は、「棚卸しに基づく決算貸借対照表」として、知られているので
ある。（s.12-s.13）
　 と こ ろ で、1673 年 の フ ラ ン ス の『 商 業 条 令 』（Ordonnance de 
Commerce）は、2 年毎に作成されるべき棚卸表を規定しており、そこで
は、すべての動産、不動産ならびにすべての債権、債務を含むべきことと
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なっている。また、この商業条令の精神的な創案者とみられるサヴァリー
J.Savary は、最初の著書（13（1675 年）で、実際の棚卸しを要求した。サ
ヴァリーによれば、諸財産の表示と損益を算定する目的をもつ貸借対照表
は、財産の個々の評価を基礎にして作成された棚卸表による決算を行わね
ばならない。（s.13-s.14）
　しかし、実際の棚卸しは、17 世紀の終わりに至ってもまだ時折利用さ
れていたにすぎなかったようである。このことは、すでに指摘したよう
に、ド・ラ・ポルテが、イタリアの方法をして「東欧では、今日、商人の
間で全世界的に最も考慮されるべき慣習」と主張されるにもかかわらず、
彼によっても説明されていない。また、次の世紀の初めに至るその後の著
者達、たとえばビーアマン L.Biermann の書物（14、ハベリウス A.Habelius
の簿記書（15 の中でも、実際の棚卸しは認識されていない。貸借対照表は、
まだ不規則に作成されており、ほとんど帳簿価値に基づいてのみ作成され
ていた。このことは、この時代の、とりわけ商事会社の例によって説明で
きる。（s.14）
　18 世紀には、前述のサヴァリーの息子の著書（16 でも支持されて、
ジャッキー・サヴァリーの見解が一般的な普及を見始めた。帳簿価値と商
品在高の決定を基礎にした決算が、在高帳を通じて行われるような以前
の取扱いにかわって、実際の棚卸しとそれによる規則的な貸借対照表作
成がますます用いられてくる。この方法は、専門文献では支配的であっ
たが、それでも、たとえばブーセス G.H.Buses の著書（17 のような例外
も、この世紀の変わり目にはまだ見られる。かくして、ヘルヴィックス
S.F.Helwigs の著書（18、ベルグハウス J.I.Berghaus の著書（19、ゲルハルト
H.B.B.Gerhardt の著書（20 において、またイーリング F.H.W.Ihring の著書（21

において、実地棚卸しが貸借対照表の基礎として述べられている。棚卸し
に基づいた貸借対照表の作成を、少なくとも年に一度要求しているベルグ
ハウスは、棚卸しが真実の財政状態をあらわすべきである、と説明してい
る。棚卸表や棚卸帳が、常に存在していたという訳ではないけれども、決
算は、一般に実地棚卸しを基礎にしてなされていたのである。また、商社
の貸借対照表作成は、国家レベルで詳細に規制されており、1794 年の一
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般プロシャ州法は、年次貸借対照表を作成しないものを処罰すべきものと
し、定款に規定を欠くばあいには、特に財産の評価を会社に要求している
のである。（s.15-s.17）
　19 世紀前半には、実地の棚卸しと年次貸借対照表が、一般的に実施さ
れるものとして考察されている。このことは、当時の専門文献に現われて
いる。因みに、ワグナー A.Wagner（22、ボック J.H.D.Bock（23、マイスナー
S.G.Meissner（24、シュレスイング M.Schlossing（25、そしてトエプリッツ
J.Toeplitz（26 の著書において述べられている。ボックによれば、棚卸表は

「営業上の積極財産と消極財産の詳細な記入と正しい計算」のためにある。
決算貸借対照表は、マイスナーによれば「総在高表ないし財産状態表」と
呼ばれている。シュレスイングは、毎年作成されることになる総在高表が

「帰属する財産状態」を表す、と説明している。（s.17-s.18）
　これまで述べてきた貸借対照表の発展に関する概観によって、我々は、
それが、原初的にはまったく記録技術的な目的にのみ役立っていたことに
気づく。コトルグリのいう貸借対照表に関しては、このことが事実である
と思える。しかし、個別の経営では、有用な整理された財産一覧の要求が
次第に実感となってくるのは当然であり、したがって財産の正しい表示、
とりわけ純利益や純財産に関する正しい表示をすることが不可能な、試算
表の性格をもつ残高貸借対照表では、この要求に充分ではなかった。それ
が帳簿在高および帳簿価値に基づいて、財産の一覧的表示方法として見ら
れるにもかかわらず、貸借対照表の第二の発展段階を代表するパチオリの
方法の貸借対照表の由来も、この事実に立ち帰らねばならない。（s.18）
　経済活動の継続的発展にしたがって、パチオリの貸借対照表もまた、財
産一覧という目的を完全には満たしえなかったということが明らかであ
る。これに対する当然の理由は、日常的簿記が、一般的には、発展する経
済経営の中で、諸財産の価値と状態の全体的変化を記録できたという訳で
はなかったということである。けだし、減耗や損傷による、磨滅による、
景気変動による商品利益の変化は、一般に常に考慮されたのではなかっ
た。帳簿にのみ基づき作成される貸借対照表は、したがって、財産の確実
で正しい一覧を与えることはできず、このため、財産の特別な棚卸しと評
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価が必要なものとなったのである。我々が注目したように、パチオリによ
る貸借対照表は、もっぱら帳簿に基づき、商品在高は在高帳によって確定
されたのであり、次の段階では、たとえばフッガー商会のように、最初は
一つの重要な動機から、次第にしばしばそして規則的に実地棚卸しがな
され、最終的に、サヴァリーの時代を経て、確かに 19 世紀の初めまでに、
棚卸しは、一般的に、帳簿記入や在高帳と並んで行われるに至った。近代
の経済活動において、商品に関する在高帳の完全なる体系の導入とこれに
基づく利益の確定とが、なお特別な場合のみに可能であったので、棚卸し
は不可欠の必要性を有したのである。したがって、実地の棚卸しに基づく
貸借対照表は、発展の第三段階という最終結果を形成する。（s.19）
　かくして、これまで述べてきた貸借対照表の発展段階における特定要素
は、一覧的財産表示の要求であり、そのための財産の特別な棚卸しと評価
の必要性である。それ故、発展の産物として近代の経済活動における貸
借対照表は、独自の財産一覧に対する記録と考えられなければならない。

（s.19）
　貸借対照表と財産一覧とについて述べる法律や専門文献によっても、そ
れらに関する独自の原則の必要性と棚卸しの必要性が、一般に承認される
ものとなっている。（s.19-s.20）
　法律に関して言えば、同一内容である 1862 年のドイツ商法典とオース
トリア商法典の中に、また 1897 年 3 月 10 日規定の新ドイツ商法典の中
に、貸借対照表は毎年棚卸表に基づいて作成されるべきとあり、その中
で、諸資産は現在の価値にしたがって正確に記録されるべきである、とい
うことが見出せる。これに関する基本的解釈は、商人が帳簿上で彼の財産
を明らかにしなければならないということであり、貸借対照表に関しても
同様である。1875 年のハンガリー商法と 1883 年 7 月 7 日のボスニア・ヘ
ルツェゴビナ商法が、基本的にこれに一致する。スイス連邦法の 1881 年
7 月 14 日の債務法では、その 656 条序文に次のようにある。「貸借対照表
は、株主が、会社の真実の財産状態について、可能な限り正しい洞察をも
てるように、明瞭かつ開示的に作成されねばならない」と。他の諸国の法
律では、貸借対照表についての詳しい説明は欠いているが、毎年の棚卸し
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と規則的な貸借対照表の作成は命ぜられている。1807 年 9 月 10 日のフラ
ンス商業条令、1835 年 4 月 19 日のギリシャ商法典が、毎年の棚卸しを、
また 1867 年 7 月 24 日と 29 日のフランス会社法は、貸借対照表の年次的
作成を規定している。年次的な棚卸しおよび貸借対照表作成は、1838 年
のオランダ商法典、1850 年 7 月 28 日のトルコ商法典、1860 年 1 月 26 日
のセルビア商法典、1862 年とその後の 1908 年のイギリス会社法、1872 年
12 月 15 日のベルギー商業条令、1872 年 3 月 25 日のデンマークと 1874 年
6 月 3 日のノルウエーの法律、1883 年のイタリア商法典、1887 年のルー
マニア、1888 年 8 月 23 日のポルトガルの商法典、1897 年 3 月 18 日と 30
日のブルガリア商法そして 1903 年のロシア商法典と 1909 年 3 月 14 日の
スウエーデンの法律において命令されている。（1895 年 5 月 2 日のフィン
ランド株式法では、年次的な帳簿締切のみが規定されているが、法律の規
定は棚卸しを前提にしている）。（s.20-s.22）
　また、法律家の文献でも、貸借対照表は固有の財産一覧として示されて
いる。ジモンが、貸借対照表は「期間的財産状態の表示」をなすべきで
ある、と説明している。レーム Rehm も貸借対照表を、財産状態の一覧
として示している。ライシュ Reisch とクライビッヒ Kreibig は、貸借対
照表は財産表示であると説明し、クナッペ Knappe も同様である。ガレイ
ス Gareis とフックスベルガー Fuchsberger は、貸借対照表をもって財産
一覧と理解し、フィスティング Fuisting はそれを「財産状態の数的表示」
として示す。シュタウプ Staub は、貸借対照表が「積極財産と消極財産
の状態の包括的な分類と対照」であると説明する。フィッシャー Fischer
によれば、貸借対照表では「永続する変化の中で、その個別部分に関する
営業財産の状態が、特定の日に決定される」のである。パッソウは、「企
業の貸借対照表は、片側に貨幣額で表されている積極財産項目と他の側に
貨幣額で表されている負債および純資産との対照である」と述べ、それ
は、企業の財政状態の一覧を示すことになる。さらに、ドイツ商事法の判
例や判決によれば、貸借対照表は「特定の時点での財産の状態」を表示す
るということが説明されている。（s.22-s.24）
　その他の専門文献の解説も、これと一致する。

　3131



　因みに、コンラッド Konrad は、貸借対照表を「営業財産の状態の一
覧」として示す。ベッツィンガー Betzinger は、貸借対照表は「棚卸表に
基づいた積極財産在高と消極財産在高との対照」を表していること、また
棚卸しの目的は「真実の財産状態の一覧」を示すことにある、というこ
とを説明する。アンゾッテ Ansotte やデフリーゼ Defriese も、この見解
である。ヒューバー Huber によれば、貸借対照表は「別の形式における
棚卸表」すなわち「営業財産の論理的に整理された表示」である。バウ
アー Bauer は、貸借対照表を、勘定の形式によるすべての財産構成部分
の年次的総計として、また棚卸しの結果として述べている。ヘッケルマン
Hecklmann も同様である。グレイスル Greissl は、「財産在高の真実あり
のままの表示」を、貸借対照表の目的と見ている。（s.24-s.25）
　貸借対照表についての特に明解な説明は、シュターン Stern の『簿記
辞典』から得られ、それによれば、貸借対照表は「特定の時点での財産
状態の一覧と決定を目的とする、積極財産と消極財産との比較総括」で
ある。ライトナー Leitner は、貸借対照表（商人の慣用的言語としてのそ
れ）は、積極財産と消極財産との総計的対照であり、資産と負債との報
告提供目的を追求するものであると説明する。彼は、貸借対照表は基本的
に、資産と負債およびそれらの個々ならびに資本の定期的確定に役立ち、
簿記の体系から独立している棚卸表である、と説明している。シュロット
Schrott によると、財産貸借対照表は、同じ種類ごとに総計的に掲げられ
た現存する積極財産項目と現存する消極財産項目との構成要素であり、そ
れによって生ずる純資産の大きさを含むものである。アドラー Adler は、
次のように説明している。「簿記の基礎は、棚卸表ないし棚卸しであり、
それをもとに、人は、すべての財産諸項目（積極財産）とすべての負債構
成要素（消極財産）の詳細な表を、純営業財産（資本）の確定のためと理
解している。棚卸表を、それが一方（左）に積極財産を、他方（右）に消
極財産と純財産を含むという形式で勘定的に設定すると、双方の側の総計
は等しくなり、そこで人は貸借対照表を得ることになる」と。シュミット
ベルガー Schmidberger は、貸借対照表を「積極財産と消極財産および純
資産との対照」として示し、基本的には「商人のすべての財産の明細」で
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ある棚卸表だとする。ハウプトマン Hauptmann は、貸借対照表は、真実
の財産状態の一覧を維持するべきである、と説明しており、ポラクセク
Pollacsek も同様である。グリューバー Gruber は、貸借対照表を、要約的
な勘定形の棚卸表として示しており、この見解には、ヤーン Jahn とヴェ
ンデ Wende も区分される。シィエベ Schiebe とオダーマン Odermann に
よれば、貸借対照表は「純資本の表示のために、帳簿締切に際して行われ
る積極財産と消極財産の対照比較」である。ベルリナー Berliner は、貸
借対照表が「特定の日に現存する積極財産と消極財産の記録」であるこ
と、またそれが、資産の個別棚卸し、つまり棚卸表作成に基づき達成され
ることを説明している。さらに次のように述べている。「実地棚卸しと貸
借対照表日における財産価値の確定および見積りが、簿記に主要簿の記録
に関わる新しい事実をもたらす」と。シュミット Schmid は、貸借対照表
を、諸在高の集合を含む「財産棚卸し項目の勘定形の記録」として示し、
棚卸しが、財産を特定の時点で確定する目的をもっていること、またそれ
が、簿記の体系や形式から独立していることを説明している。（s.25-s.28）
　貸借対照表が、棚卸しに基づいた財産一覧であるという見解は、さらに
多数の著者によって論じられている。ここでは、Sch r、H gli、Schiller、
Ziegler、Odenthal、Morgenstern、Simon、Schulze、Daele、Brosius、
Wortmann、Sch tzl、Bender、Hertel、Hesse、Breternitz、G rk、
Feuerstein、Bandtel、Martens、Bach を挙げておく。（s.28-s.29）
　これに対して、貸借対照表と簿記の基礎としての棚卸しの独自性は、特
にゴンベルク Gomberg によって指摘された。彼は、棚卸しは事実上、簿
記の外で独自に行われる財産の記帳である、と説明している。また、棚
卸しに際しての財産評価は、簿記の外での業務でありながら、それに特
定の容量を与えるという目的を持っているという。このことは、シュタイ
ン Stein やヤストロー Jastrow のような経済学の著者達も強調している。
シュタインによれば、棚卸しは、原則的に、すべての会計計算に関与しな
い。ヤストローは、棚卸しは、簿記に依存せず、簿記と構造的には関連し
ない、独自の原則に基づく価値決定である、と説明する。（s.29）
　かくして我々は、現代の経済生活における貸借対照表が、本質的に、財
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産の特別な認識と評価、つまり棚卸しに基づいて独自に作成される財産一
覧と考えねばならないということが、確定されたものとして見られる。こ
のことは、単なる自然的発展の結果や、さらには財産計算および経済生活
の進展においてだけでなく、さまざまな国々の法律により、また実務を代
表する専門文献で、一般に承認されている事実である。（s.29-s.30）
　財産一覧としての貸借対照表は、通常の状態のもとで継続する企業経営
に関係するか、あるいは異常な状態のもとで企業の解散に関係して作成さ
れる。前者には、すでに我々が論じてきたように、年次貸借対照表が属す
る。かくして、我々はそれを、企業の通常の経営に関する特別な財産の認
識と評価に基づく、定期的（年次的）に作成される数値上独自の財産一覧
として示しうる。（s.30）

［注］本節で注記番号を付した著書について、文献史的意味もあると思われる

. ので、原文の本文と注記によって、その書名を以下に一括して挙げておく。

１） “Della Mercatura et del Marcante perfetto”（1458）

２） “Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita”

 （1494―第 1 版）

３） “Quaderno doppio col suo giornale, novamente composito et diligentissime 

 ordinate, secondo il Costume di Venetia”（1540）

４） “Buchhalten fein kurz zussammengefasst und begriffen, nach arth nud 

 weise der Italianer mit allerhaut verstandlichen guten Exemplen”（1594）

５） “Neu Kunstlich Rechenb chlein uff alle Kaufmannschaft”

 ―参照 :Jager “Beitrage zur Geschite der Doppelbuchhaltung”（1874）

６） 参照 : Simon“Die Bilanzen der Aktiengesellschaften nud der Kommandit -

 gesellschaften auf Aktien”（1899）

７） 参照 : Jager 上掲書

８） “Wiscontige Gedachtenissen” in “Wyfde stuck, Tweede Derl der

 gehmengde Stoffen, van de vorsteilishe Boveckhovding in Domine in

 Finance extracordinaire”（1608）
９） “Coopmans Bovckhovding op de italiaensche Wyse”（1608）
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10） “Neu vollkommenes Buchhalten”（1669）

11） “Le Guide des Negocians et Teneurs de Livres”（1687）

12） “General Instruction des Buchhaltens”（1695）

13） “Le parfait negociant ou instruction generale pour cequi regarde le

 commerse des marchandies de France et des pays etrangers”（1675）

14） “Rechenkunst”（1706）

15） “Des Buchhaltens neueste und k rzeste Manier”（1707）

16） “Dictionnaire universel de commerce”（1723）

17） “Das Ganze der Handlung”（1804）

18） “Anweisung zur leicher und gr ndlichen Erlernung der italienischen

 doppelten Buchfuhrung”（1774）

19） “Handbuch fur Kaufleute”（1796）

20） “Der Buchhalter”（1796）

21） “Der praktishe Kaufmann”（1798）

22） “Neues vollstandiges und allgemeines Lehrbuch des Buchhaltens”（1802）

23） “Versuch einer grundlichen Anweisung zum fasslichen und leichten

 Erlernen des Italianishen Buchhaltens”（1805-06）

24） “Die doppelte Buchhaltung”（1811）

25） “Die praktische Kaufmannishe deutsche Doppel-Buchhaltung”（1830）

26） “Die doppelte und einfache Buchf hrung”（1845）

2　年次貸借対照表の機能

　ここまで、我々は、年次貸借対照表の本質を、自然的な発展の産物とし
て、今日の経済生活の中で事実として承認されていることを明らかにして
きた。
　我々はさらに、経済生活にしたがって、その本質に基づきさまざまな
機能が年次貸借対照表に生じていることを、考慮しなければならない。

（s.31）
　実際の棚卸しに基づく財産一覧であることから、年次貸借対照表は、ま
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ず企業の財産状態の判断のための有用な基礎として役立つ。（s.31）
　このことに関していえば、年次貸借対照表は、第一に企業家自身のため
に意味を持つ。年次貸借対照表によって、彼らは彼らの経営の結果を報告
し、そして企業の継続や解散について決定しうる。また貸借対照表は、た
とえば債務超過による破産の通告というような特別の措置も誘導する。貸
借対照表の結果を手掛かりに、企業家は、彼らの将来の経営計画を、一般
的にも特別にも立案する。貸借対照表は、企業経営で必要とされる経済計
算および測定のための確実な基礎を示す。（s.31）
　さらに、とりわけ社員、株主のような企業の利害関係者とそれに関係す
る債権者、保証人などの第三者およびそれらを志そうとする人々が、年次
貸借対照表に基づいて、企業に関する判断をし、それに応じた対策を講ず
るのである。
　そして、銀行や保険業のような、全体的な国民福祉のために意味が
ある重要な企業の状態は、年次貸借対照表によって公的に監視される。

（s.31-s.32）
　特に、この最後の理由から、我々がすでに述べてきた年次貸借対照表の
作成は、さまざまな国の法律において、一般的に私企業に義務付けられる
ようになった。ただし、小規模経営と農林業は除かれている。営利会社、
特に株式会社、合名会社、有限会社に関しては、一般的に、貸借対照表
は、損益計算書と営業報告書とを加えて、株主や社員に対する取締役や経
営管理者の測定の基礎となすべきである、ということが命ぜられている。
因みに、ドイツの法律では、取締役は、損益計算書ならびに営業報告書と
ともに年次貸借対照表を、決算の批准と取締役の免責を決定する株主総会
に提出しなければならないということが規定されており、このことは株式
合資会社についても同様である。営利経済団体に関しては、株主総会が年
次貸借対照表の批准について決定すべきである、ということが規定されて
いる。このことは、有限会社に関する経営管理者についても事実である。
他の諸国、とりわけオーストリア、フランス、イギリス、スイスそしてベ
ルギーの法律の規定が同様である。また公表についても、銀行と保険業の
年次貸借対照表にだけではなく、たとえばドイツ、イタリアその他二・三
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の諸国では、株式会社と株式合資会社の貸借対照表にも、法律上命じられ
ている。（s.32-s.34）
　次に、年次貸借対照表は、定期的な簿記の修正として役立っている。

（s.34）
　すでに述べたように、日常記録の簿記では、諸財産の状態と価値につい
てのすべての変化を考慮することは、不可能である。したがって、簿記
は、単に明示される金額について真実性から離れるというだけではなく
て、例えば所期の利益の報告という面でも不充分である。それ故、単に
財産状態だけではなく、経済活動の経過と所期の成果の原因とを明らかに
すべき財産および経営計算としての目的を達成せんがために、簿記は時に
修正されねばならない。それなくして、企業家にとって、彼の活動を現在
と未来にわたり確定すること、また正しい測定をするということは不可能
であり、帳簿に基づく経済計算および測定は、誤りに導かれ意味がなくな
る。この不可避の簿記の修正は、実際の財産の特別な認識と評価に基づい
て行われねばならないのである。（s.35）
　かくして、年次貸借対照表は、何よりも簿記に実質的修正として作用
し、重要な影響を及ぼす。
　年次貸借対照表の本質から、その作成にさいしては、財産の明瞭で一覧
的な表示形式を目指す特別な方法が考察されねばならないことになる。修
正された項目は、貸借対照表の中に、出来るだけ明白な一覧を与える方法
で記録されねばならない。諸財産の種々の構成要素は、貸借対照表におい
て、その目的により、特別な原則にしたがって総括、分類、整理して表
されるべきである。この原則は、貸借対照表目的として独立した基礎を持
ち、それ自体第一の規範として設定されねばならない。したがって、この
問題の部面では、簿記についての原則は二次的な規範として、第二位に置
かれねばならず、簿記の方法は貸借対照表の方法に依存する。それ故、貸
借対照表はまた、簿記の形式修正としても役立っている。（s.35-s.36）
　さらに、年次貸借対照表は、課税対象の確定の基礎として利用される。
これに関していえば、貸借対照表はまず、収益課税と所得課税について意
味を持つ。前述したように、簿記では、所期の損益を正しくそして充分に
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算定することはできない。つまり実際の財産の認識と評価によってのみ、
種々の帳簿上の損益が統合され修正されもするし、たとえば商品利益のよ
うな特に重要な項目も得られる。貸借対照表は、したがって、総収益の額
とその部分すなわち純利益決定のための、また収益計算と所得計算のため
の基礎をなしている。種々の収益と費用は、貸借対照表の中にではなく、
損益勘定のもとに表われ、貸借対照表には純利益を含む純資産のみが明ら
かにされるとしても、いずれにせよ成果は、貸借対照表を通して確定され
る。（s.37-s.40）
　収益および所得課税のための年次貸借対照表の意味は、法律においても
表現されるに至った。因みに、ブラウンシュヴァイクの所得税法は、鉱業
を含む商工業の所得が、棚卸しと貸借対照表に基づいて測定されるべきで
ある、と規定している。ザクセン・ゴタイ、シャムブルグ・リップ、ザク
セン・アルテンブルグ、シュワルツブルグ・ゾンダーハンセン、リッパー
デトモルトの法律ならびに旧ロイス法のそれが同様である。これらの法律
が、すべての営利経営について規定している一方、プロイセン、ザクセ
ン、ヴェルテンブルク、アンハルト、ザクセン・メイニンゲン、ブレーメ
ン、ハンブルグの所得税法とバイエルンの事業税法によれば、それは一
般に、新ドイツ商法典の規定によって帳簿を作成しなければならない納
税義務者についてのみ妥当する。バーデンの所得税法では、貸借対照表は
まず、所得計算の基底として考慮されねばならない。ゾロトウルの法律も
同様である。オーストリアの税法では、利益課税に関して、公の計算が
義務付けられている企業について、純利益は、貸借対照表上の残高に基づ
いて計算されるべきことが規定されている。イタリアとオランダの所得税
法は、会社貸借対照表について、所得計算のための特定の意味を与えてい
る。その他、オルデンブルグの所得税法とエルザス・ロートリンゲンスの
事業税法では、帳簿締切に、したがって年次貸借対照表に、特に会社への
課税に関係する意味を付する規定が含まれている。（s.40-s.45）
　エーベルク Eheberg は、事業税に関する貸借対照表の意味を主張して
いる。彼は、真実の収益が課税測定のための最良の尺度であることを、ま
た法的に棚卸しと貸借対照表作成を義務付けられている経営者について
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は、まず第一にそれが測定のために利用されるべきであることを、説明し
ている。さらに彼は、法律が命じていない評価がなされた収益について、
課税の不確実を強調することは誤りである、と指摘している。フォッケ
Vocke も、このことを主張している。（s.46）
　年次貸借対照表は、さらに財産課税に際して重要な意味をもっている。
すなわち、それが純資産と種々の財産構成要素とを、その実際の在高と価
値によって表示するからである。（s.46）
　法律に関していえば、バーデンの財産税法が、貸借対照表との関わりで
引き合いに出される。その中では、貸借対照表価額が真実性に一致しなけ
ればならず、幾らかも低く測定されるべきではないという条件付きで、貸
借対照表に関する課税の意味が認められている。ソロトルンの法律が、同
様の規定を含んでいる。他の諸国の法律では、しばしば締切計算または貸
借対照表に関する参照を欠いているが、一般に、実際の在高と価値の測定
は要求されている。因みに、プロシャの追徴税法によれば、財産は在高に
より、また査定の時点での一般価値で測定されなければならない。ザクセ
ンとブラウンシュバイクやザクセン・ゴタイスの追徴税法、ヘッセンやオ
ルデンブルグの財産税法も、このことを規定している。また、オランダの
財産税法でも、実際の在高と価値の考慮が求められており、デンマークの
財産税法でも同様である。（s.46-s.48）
　最終的に、年次貸借対照表は、経済学に統計的資料としての有用性を提
供するのである。（s.48）
　年次貸借対照表は、純利益を含む純資産だけではなくして、実際の財産
の認識に基礎づけられた種々の財産構成要素をも計数的に表示する定期的
な財産一覧として、経済状況の統計的確定的基礎として役立ち、その公表
は国民経済学のために重要である。そこでの諸問題は、たとえば、さまざ
まな国や地域でのさまざまな企業形態や営業方式に関わる企業の収益性で
あり、同じく自己資本と他人資本の大きさと割合であり、負債の方法、資
本需要、設備資本と経営資本の大きさなどである。（s.49）
　この目的のために、経済学はまた、貸借対照表の意味を認めてきた。
この点で、とりわけ、経済学研究のための精緻な比較による方法の重要
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性を主張して、簿記数値と貸借対照表数値を利用するエーレンベルク
Ehrenberg とその学派が指示されるべきである。さらに、多くの文明国
で、貸借対照表は、一部の企業および企業体に関して、個人にも公にも使
用されてきた。特に銀行業や保険業に、一部には株式会社や株式合資会社
のように、各自の貸借対照表を公表しなければならないとか、官庁への貸
借対照表の提出が義務付けられている企業に、そうであった。（s.49-s.50）
　銀行に関していえば、貸借対照表は、すべての文明国で、まさに統計的
目的のために集計されている。株式会社については一般的に、そしてまた
多くの国では、個人と公的な統計であった。しかしながら、たとえば新規
設立、増資や減資、組織変更、解散などのように、貸借対照表の概観に関
わる株式会社の数値や株式資本の高ならびにその状況変化は、特に登記
簿への登記により確定されるもので、一般的な静態統計や動態統計の基礎
として集計されたものではなかった。逆に、貸借対照表は、たとえばドイ
ツ、オーストリア、ハンガリー、オランダ、そしてベルギーなどいくつ
かの国で行われたように、たいてい株式会社の収益性統計のために利用さ
れ、その際それは静態統計および動態統計の基礎ではなく補充的に存在し
たのだが、特に払込資本額について、剰余金について、また一部は積極財
産と消極財産の額や種類について、利用されたのである。（s.50）
　ここでは、とりわけ、国家統計局から年次貸借対照表に基づいて二年毎
に公表されたドイツの株式会社の営業成果の統計がとりあげられるべきで
ある。それは、株式会社自体の利益や損失、株主のための利得、自己資本
に対する利益の割合を―市場の好・不調の説明のため―確定するだけでは
なくて、払込株式資本、剰余金、債務証券、抵当債務の在高と積極財産お
よび消極財産の統計も明らかにすることを目的としている。成果は、たと
えば工業の区分、国家と地方部分、配当金の区分にというように、種々の
区分にしたがって表示されてきた。（s.51）
　ここに、株式会社の統計は、企業形態の大きな発展につれて、経済的諸
関係の判断について一般的な幅広い原則を提示することになり、したがっ
て、株式会社の貸借対照表は、統計的な資料としてまったく特別な意味を
持つに至った、ということが強調されるべきである。（s.51）
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　前述した一般的な、さまざまな企業形態の年次貸借対照表に共通する機
能のほかに、営利企業の貸借対照表はさらに、利益分配の基礎として役立
つという特殊な機能を持っている。（s.51-s.52）
　営利企業における利益の分配が、むろん個々の出資者の利益の保持のた
めに確実な原則を必要とすることは、自明である。このことは、一般に、
基本資本の分配について不可欠なこととして、特に債権者の利益について
防御されなければならない。この基礎は、その中で実際の純資産と実際の
純利益を確定する貸借対照表である。（s.52）
　年次貸借対照表のこの機能は、一般的に法律で命ぜられている。因み
に、ドイツ商法典は、公的な商事会社、合資会社、株式会社そして株式合
資会社においては、貸借対照表によって算出された純利益のみが分配され
てよい、と規定している。このことを、ドイツの諸法は、有限会社と営利
組合や経済組合についても指令する。また、他の諸国の法律の規定も同様
で、とりわけオーストリア、ハンガリー、イタリア、スイスの法律で表現
されている。（s.52-s.53）

3　評価のための一般的、 標準的要素

　近代的な経済生活における前述の年次貸借対照表の機能を通じて、それ
に関する評価のための標準となる一般的要素が条件づけられる。（s.54）
　そこで、説明した機能によって、評価に際しては、真実の価値が考慮さ
れるべきである、ということになる。（s.54）
　このことは、まず企業の財産状態の判断という、年次貸借対照表の基本
的な機能から生ずる。貸借対照表が真実ではなく、不真実で虚構の、あ
るいはおよそ実際的基礎をもたない価値を含んでいるとすれば、それは
不確実な結果を誘発し、企業の判断は基本的に誤った無益なものとなる。

（s.54）
　このことは、非常に詳細な形で保有する各国の貸借対照表規定に現われ
ており、法律でも基本的に承認されている。因みに、評価規定を含むスイ
スの債権法 656 条の総括規定では、株主は「会社の真実な財産状態につい

　4141



て、可能な限り正確な洞察」を持つべきであるということが、強調されて
いる。ベルギーの商法典によれば、取締役の免責の前提として、貸借対照
表は「会社についての実在の状況を」表示していなければならない。イタ
リアの商法典では、次のように規定されている。「貸借対照表は、現実に
獲得された利益と被った損失について、明白な事実と真実をもって表され
る。」　スペインの商法典によれば、貸借対照表における諸財産は、その真
実な価値によって評価されるべきである。（s.54-s.55）
　ハンガリーの商法典においては、次のように規定されている。「棚卸表
と貸借対照表の作成に際しては、財産諸項目と債権は、その作成時点で有
する価値にしたがって評価される。─不良債権は真実に近似する価値に
よって見積もられ、回収不能のものは控除される。」（s.55）
　新ドイツ商法典とオーストリア商法典それにボスニア・ヘルツェゴヴィ
ナとブルガリアの商法典の意味するところもこれと一致し、それらは当該
箇所に本質的に同様な内容を置いている。ドイツ商法典には、次のように
規定されている。「棚卸表と貸借対照表の作成に際しては、それらの作成
がなされる時点において、すべての資産や負債が、それらに付される価値
によって見積もられなければならない。─不良債権は、真実に近似する価
値にしたがって見積もられ、回収不能債権は控除される。」（s.55）
　これは、いささか色あせた表現であるにもかかわらず、真実の価値の設
定が考えられていることは、ドイツの商法典について、またオーストリア
では今でも有効な 1862 年の商法典以来、現われていることである。因み
に、ニュールンベルグの会議において、プロシャ法案を却下するについ
て提案された表現は、次のような内容であった。「棚卸表および貸借対照
表の作成に際して、すべての積極財産は、誠実に、それらの真実の価値に
よって見積もられるべきである。特に、消滅したと認められる債権は完全
に控除され、不良債権は相応の控除のもとに記録される。」　一方、「棚卸
表および貸借対照表の作成に際して、商品、船舶、建物それに備品は、誠
実にそれらの真実の価値で記録される。―消滅したと認められる未回収債
権は完全に控除され、不良債権は相応の控除のもとに見積もられる。」そ
して「棚卸表や貸借対照表は、前者の作成に際しても後者の作成に際して

42　42　包括利益の示唆するもの―コフェロ説（1912）を参考にして─



も、すべての財産諸項目と債権は、それらがその時々の作成の時点におい
て有する価値によって見積もられるべきである。―ここで、回収不能の債
権は完全に控除され、しかし不良債権は、現在の商慣習を考慮して、その
真実に近似する価値によって見積もられるべきである。」　1857 年のプロ
シャ草案に反対する理由書では「作成される棚卸表は、真実の財産状態と
できるだけ正確に」一致すべきである、と説明されている。オーストリア
の草案もまた、その意味で起草された。いわゆる修正案といわゆる政府案
とは、次の点を含んでいる。「棚卸表の作成と貸借対照表の締切りに際し
ては、すべての商品と営業債権は、ただその真実の価値によって見積もら
れる。」（s.55-s.56）
　専門文献においても、価値の真実性は強調されている。すなわち、ジモ
ンは次のように述べている。「努力は、間違いなく最も高い目標、貸借対
照表真実性にさらに近づくことである。」　レームは次のように説明してい
る。「商人が、棚卸表や貸借対照表の資産および負債を、真実性あるいは
現実性にしたがってその現在価値を見積り、任意や恣意や虚偽によって測
定すべきでないということは、商法典Ⅱ 40 条第一項の規定ではなく、す
でに商法典第 38 条から導かれており、それによれば、商人は、彼の財産
の状態すなわち彼の財産諸関係の現在の状態を、秩序正しい簿記の原則に
したがって明らかにすべき義務がある。―それが明白に真実に作成された
場合、第三者は商人の財産状態を貸借対照表から知ることができるのであ
る。」　エンデマンによれば、財産構成要素は、現実の棚卸しの時点での、
真実で現在の価値が付されるべきである。同様のことを、特にシュタウ
プ、ガレイスとフックスベルガー、コサックそしてパッソウが強調してい
る。（s.57）
　とりわけ株式会社については、いくつかの法律で、基本資本拘束の観点
により、一般的評価規定を離れて特別な規定が命令されていることから、
それによって、とりわけレーム、シュタウプ、クナッペなどの法律論者
は、その観点で法律は、ただ相対的な貸借対照表真実性を要求するもので
あり、また決して価値の真実性の原則的な承認を否定するものでもない、
ということを強調するのである。（s.57-s.58）
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　さらに、真実の価値の考慮は、簿記の修正としての年次貸借対照表の機
能から生ずる。真実の価値が適用されないならば、修正は要するに目的を
持たない。すべての経済的業務、すべての経済的計算と測定は、原則とし
て真実性を必要とし、それを伴って簿記の導入にしたがい行われるので、
可能な限り正確に真実性に合致していなければならない。（s.58）
　また、課税に関しての年次貸借対照表の機能が、真実の価値の考慮を要
求する。
　収益および所得課税の観点において、貸借対照表に真実の価値が使用さ
れるべきであるということは、真実の収益および所得の算定の基礎として
貸借対照表が利用されるべきであるということから生ずる。しかし、この
場合、収益と所得の課税については、財産価値は、ただ部分的にのみ考慮
に入れられるということが、注目されねばならない。このことは、一部
は収益や費用の個々の額がすべて財産の評価に依存するものでもなく、財
産価値に依存するものでもないということによるのであり、また一部は、
我々がすでに指示してきたように、収益と所得の概念に対する見解が、経
済学ではとか法律ではというように種々存在するということによるのであ
る。特に見解は、特定の収入が所得としてあるいは単なる財産増加として
観察されるかどうか、されるとすればどれ程されるか、によって区分され
るのである。（s.58）
　財産課税に関していえば、要するに、財産価値についての課税は、すで
に真実の価値の考慮を前提としているのである。公的価値は、一般に担税
者の支払能力と合致し―貸借対照表についてほとんど考慮に入れない農業
や林業を除き―それに正当性を見出しているのである。前述のように、税
法においては、公的価値ないし真実の価値は、確かに一般的に命じられて
いる。すでに採りあげてきたように、バーデンの財産税法施行令では、貸
借対照表に関係して、真実の価値の意図が明らかに表現に見られる。ま
た、公的価値の考慮は、とりわけフィスティングによって要求されてい
る。（s.58-s.59）
　最終的にまた、統計的資料としての年次貸借対照表の利用が、真実の価
値の考慮を要求する。丁度、個別経済統計について簿記が真実の価値を必
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要とするように、一般統計は、経済現象の確認と吟味に際し、真実に基づ
いていなければならない。（s.59-s.60）
　さらに、真実の価値として、現在の価値が理解されなければならないこ
とは、明らかである。このことは、前述の期間的財産一覧としての年次貸
借対照表の本質から生ずる。当時は真実であっても、貸借対照表作成時の
価値と異なるかつての価値は、財産状態を特定時点で表さねばならない貸
借対照表にとって、真実の価値としての妥当性を有しない。（s.60）
　このことは、年次貸借対照表の諸々の機能から導かれる。すなわち、企
業の時々の状態の正しい評価は、ただ現在の価値に基づいてのみ可能で
ある。これについては、法的な規定も専門文献の見解も、一致している。

（s.60）
　法律に関していえば、新ドイツ商法典では、財産構成要素は「表示が行
われる時点でそれに付される」価値により見積もられるべきである、と規
定されている。商法典の起草案では特に、ここでは現在価値が考えられて
いる、ということが強調されている。オーストリアの商法典の規定、ハン
ガリー、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、ブルガリアの商事法の規定、それ
にルーマニアの商法典の規定が同様である。（s.60）
　価値が現在のものであるべきことは、法学の著者達によっても一般に強
調されている。この点、ここでは、とりわけレームとジモンを参照する。
レームは、「資産には、以前の、より高かったか低かった実際的価値では
なく、現在あるいは現時点の価値が付されねばならない」と説明する。ジ
モンによれば、貸借対照表を通して「今現在の価値」が考えられるべきで
ある。同じことがシュタウプによって強調されており、同意見は他の専門
文献でも見られる。（s.60-s.61）
　価値の現在性はさらに、年次貸借対照表の別の機能から生ずる。税法で
は、このことは直接表現され、現在価値はまさに「公的」あるいは「流
通」価値と考えられている。このことは、フィスティングが特に強調して
いる。簿記の修正との関連で、また統計的資料としての貸借対照表の利用
との関連で現在価値が考慮されねばならないということは、そうでなけれ
ば、簿記や統計が多かれ少なかれ不正になるか無益なものになるという理
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由でも、明らかなことである。（s.61）
　我々は、前に、貸借対照表における真実な現在の価値の設定の必要性を
表明してきた。さらに、評価に際しては、統一的な価値測定原則の考慮が
要求されることになる。
　このことは、先見的に、評価の目的から生ずるのである。これによっ
て、ある一つの特定の財産の貨幣額が、他の財産との関連で、その財と区
別して表現されることになる。すべての価値測定は、ただ比較を通して
のみ可能である。すなわち、価値測定が、個々の場合に様々な原則のも
とに行われたならば、諸財産について夫々の方法で得られた価値は、それ
らの相対的貨幣額を不正確に表現し、評価は多かれ少なかれ無益となる。

（s.61-s.62）
　したがって、種々の企業の財産状態の正しい評価が、その貸借対照表に
関する統一的な価値測定原則の適用を前提にしていることは、明らかであ
る。貸借対照表価値は、その確定に際し、不統一の価値測定原則が適用さ
れるなら、不正確な結果を誘発する。このことは、簿記の修正としての貸
借対照表の機能についても生じ、経済的計算の正確性と確実性のために、
同じことが要求される。（s.62）
　さらに、課税の公平性と統計的資料としての貸借対照表の効果的利用
に、価値測定における統一的原則の考慮が仮定されなければならない。
この必要性は、前者についてはフィスティングによって、後者について
はシュナッパー・アルント Schnapper-Arndt によって強調されている。

（s.62）
　かくして、一般的な年次貸借対照表の評価の標準的要素として、我々
は、真実性と価値の現在性と統一的価値測定原則の考慮である、と総括す
る。（s.62）
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Ⅱ　　個別篇

A　　一般的年次貸借対照表における評価

1　種々の方法

　貸借対照表の発展史を観察すると、我々は、当初の貸借対照表価値が、
購入価値であることを知る。この価値を、我々は、パチオリによって見出
せる。続く二百年の簿記著述者も、一般に購入価値しか知らなかったので
ある。このことは、16 世紀ではマンツオーニ、ピエトラ、ゲッセンの場
合、17 世紀ではスティヴン、ボイサー、ド・ラ・ポルトの場合もそうで
ある。すでに述べてきたように、これらの著者達は、貸借対照表を単に在
高帳 Skontri にのみ基づいている。スティヴンは、「決算帳簿 Schltboucx」
の締切りにさいして、商品を「人が購入にさいして認識した、その時の価
格で記録している」という。ド・ラ・ポルトによれば、商品台帳の締切り
は、「三つの規則」にしたがって、行われている。（s.63）
　これに対し、1527 年のフッガーの財産目録では、評価らしきものが行
われていた。そこでは、不動産は偶発の価値にしたがって見積もられた。
価値が付されていない動産に関しては、「古いものはすべてそのままで、
そうでないものについては見積もる」と説かれている。不良債権と市場性
のない宝石類については、価値は見積もられない。評価の跡は、ミラノの
聖アンブロンス銀行の貸借対照表の中にも見出され、その 1601 年の定款
にしたがえば、貸借対照表の作成に際し、日々の相場にしたがって手形を
差し入れていた。（s.64）
　17 世紀の変わり目に、サヴァリーによって特別に評価規定が設定され
た。部分的に 1673 年のフランス商業条令の注解と見られる彼の著書『完
全なる商人』において、老サヴァリーは、商人に棚卸表作成の義務がある
ことを説明し、次のように述べている。「商品に価額を付ける。そのため
には、実際の価値以上にそれらの商品を評価しないように、警戒せねばな
らない。何故なら、もしそうしたなら、翌年の売上量に過大な期待をかけ
ることになるからである。しかし他方で、その後それらの商品を売るため
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に、翌年に作成される棚卸表では利益が見出されるように、商品を評価せ
ねばならない。このような評価を正しく行うためには、その商品が最近購
入されたものなのか、あるいは商店や店舗内ですでに古くなってしまった
ものなのかを考えねばならない。もしそれが最近購入されたもので、製造
所や卸し商でまったく減価されていないと判断されるならば、その時は原
価を付さねばならない。しかしそれらがすでに流行遅れで、価値を失い始
めた商品であって、製造所や卸し商に同じ商品がある時には、この原価か
ら 5% 値引きしなければならない。」　ここに見られるように、サヴァリー
によれば、購入価値は、市場価額がそれ以上に上がった場合に、新しい商
品について指標となるだけで、古い商品のために存在するだけである。商
品の価値がより低い市場性の故に下落したか、価格が低落した場合、商品
はそれ相応に、より低く見積もられねばならない。息子サヴァリーの見解
もこれに一致している。（s.64-s.65）
　なお、18 世紀においては、専門文献でも実務でも、特別な評価は単に
一部に見出されたにすぎない。このことは、棚卸しが常に行われた訳では
なかった、ということによるのである。因みに、ビアマンやハベリウス
は、貸借対照表作成に際しての棚卸しを知らなかった。（s.65）
　18 世紀の他の簿記著述者に関していえば、ヘルヴィッヒ Helwig は、
商品を購入価値で評価しているが、営業備品の価値からは「年度の減耗
として」5% の控除をしている。エベリング Ebeling とブロドハーゲン
Brodhagen によると、一部に購入価値が、一部に見積り価値が採られて
いる。ゲアハルト Gerhardt によっても、購入価値が採られている。イー
リング Ihring もまた、商品を一般に購入価格によって測定しているが、
彼によると、奇妙にも、倉庫に横たわる個々の商品の購入価格に、利子と
偶発的減耗に相当する額が付け加えられている。（s.66）
　19 世紀の前半では、ブッセ Buse の貸借対照表作成は、依然として、棚
卸しなしで行われている。ボック Bock、ワグナー Wagner そしてシュ
ミット Schmidt によると、商品は購入価格で見積もられており、ボック
は、動産の価値から減耗に関する額を控除し、不良債権については推定の
価値を採り入れている。これに対して、シュレースイング Schlosing は、
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商品を日常の価格で測定する。テオプリッツ Teoplitz によれば、購入価
格か、もしくは諸財産の現在の情報が得られる場合は市場価格が採りあげ
られる。（s.66-s.67）
　最初の法律の評価規定は、1794 年のプロシャ国家の一般普通法に含ま
れている。それによると、サヴァリーの主張と一致しているのだが、資産
は調達価格で、あるいはその時点で流通の価値がより低く存在する場合に
はその価値で評価されるべきであり、貯蔵や減耗による価値減少について
は、相当の控除がなされるべきである。さらに、回収不能の債権は控除さ
れ、不良債権は見積りによって相当の控除をして測定されるべきである、
ということが規定されている。この規定はしかし、商的会社についての
み、かつ全く契約上の規定を欠いている場合においてのみ、妥当するもの
であった。（s.67）
　商的企業に関する一般的規定は、1856 年の一般ドイツ商法典のための
プロシャ法案において、初めて見出される。ここでは、1794 年の普通法
の規定に倣って、次のように規定されている。「棚卸表と貸借対照表の記
録に際して、商品は、ただそれが調達された価格でのみ評価され、棚卸し
の時点で流通価格がより低く存在する時は、その低くなった価格でのみ評
価される。―貯蔵分の価値を減少する商品について、また使用によって消
耗する備品類については、相当の控除がなされるべきである。―失われた
と見なされる未回収の債権は、完全に控除されるべきであり、不良債権は
相当の控除のもとに見積もられねばならない。」（s.67-s.68）
　特別の評価規制を有するこの規定は、新たに次の年に公にされた法案で
は、確かに商品や備品からの価値減少に相当する控除は命令されている
が、しかしどのような原理に基づいて価格が測定されるべきで、それから
控除がなされるべきであるか、について言明はされていない。二つのオー
ストリアの草案、すなわち審議案と閣議案は、この点についてのより詳細
な規定は持っておらず、ニュールンベルグの議会は、まったく一般的な見
解を選択している。今なおオーストリアにある 1862 年の一般ドイツ商法
典は、したがって、価値測定についての特別な規定を持たないのであり、
当該箇所は、次のような内容である。「棚卸表と貸借対照表の記録に際し
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て、すべての財産諸項目と債権は、記録の時点で付すべき価値によって見
積もるべきである。―不良債権は真実に近似する価値によって見積り、回
収不能なものは控除されるべきである。」（s.68-s.69）
　1897 年の新ドイツ商法典が、本質的に同じ内容である。当該箇所は、
次のような規定である。「貸借対照表は、公的貨幣価値で設定されるべき
である。―棚卸表と貸借対照表の表示に際し、すべての資産と負債は、そ
れらの表示が行われる時点で、それらに付される価値により見積もられな
ければならない。―不良債権は、その真実に近似する価値により見積も
られ、回収不能な債権は控除されるべきである。」　ここに見られるよう
に、評価に関しては、そのために標準となる時間の言明が新しく明確にな
されている。その目的は、立法草案の覚書に現われているように、貸借対
照表日の現在価値を当てはめるべきことを表現しようとすることにある。

（s.69）
　ドイツとオーストリアで通用したような一般的な内容をもつ規定は、同
様にハンガリー、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、ブルガリアの法律が持っ
ている。ハンガリーの商法は、次のように命じている。「棚卸表と貸借対
照表の表示に際し、諸財産項目と債権は、それが記録される時点で持つ価
値によって見積もられるべきである。―不良債権は、その真実に近似する
価値で見積もられ、回収不能のものは控除されるべきである。」　ボスニ
ア・ヘルツェゴヴィナとブルガリアの商法規定は、次のような本文を持っ
ている。「棚卸表と貸借対照表の記録に際しては、すべての財産項目と債
権は、それらに記録の時点で付される価値で見積もられるべきである。―
不良債権はその真実に近似する価値で見積もられ、回収不能な債権は控除
されるべきである。」（s.69-s.70）
　スペインの商法もまた、ほとんど一般的内容をもつものであり、それ
は、とりわけ棚卸表が「積極財産を意味づける真実の価値によって見積
もった債権、取得公債、動産と不動産、商品そしてあらゆる種類の財産の
貨幣額と価値の詳細な報告」を含むべきである、ということを規定して
いる。これに対し、ルーマニアの商法典は、特別の規定を含んでおり、そ
の中で次のように命ぜられている。「すべての資産と債権は、棚卸表と貸
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借対照表において、棚卸しの時点で妥当する市場価格によって見積もられ
る。―回収されにくいあるいは不良な債権は、推測しうる価値によって見
積もられるべきであり、回収されない債権は、単に備忘記録にのみ採りあ
げられる。」　その他の諸国の法律では、一般的な評価規定が欠けている。

（s.70）
　前記の一般的内容を持つ 1862 年のドイツ商法典の規定および 1897 年の
規定には、特に法律家の側から、その問題についてさまざまな解釈と批評
が生じている。
　因みに、ドイツ帝国裁判所は、判決において、その内容を次のような方
法で説明している。「貸借対照表の標準として確定される現在の価値とし
ては、しかし、単に恣意的な主観的判断や急激な投機に起因する価値見積
りに対抗する一般的交換価値が理解されるべきであり、その場合、市場
価格や取引所価格（相場）を有する財産構成要素（積極財産と消極財産）
は、その与えられる価値で貸借対照表に表示される一方、他の財産構成要
素については現在の客観的価値を別の方法で決定しなければならないが、
客観的真実の貸借対照表は、実際の財産状態に一致しなければならない。」　
帝国裁判所は、さらに次のように説明する。「したがって、貸借対照表は、
実際には、すべての積極財産と消極財産を仮定して現在の一般的実現の概
念に基づくものとするが、その際、現実には、清算ではなくほとんど営業
の継続が意図されているということから、またしたがって、個々の価値の
確定と表示に際しては、清算はそれを実行することによる影響を考慮に入
れないということから出発せねばならない。」　この意見は、ドイツ大審院
の判決でも賛成された。それによると、価値は「多かれ少なかれ一連の交
換循環で、有償で物が手を放れることの完了した状況をもって実現したと
見なすように」考慮されなければならない。（s.71-s.72）
　帝国裁判所の意見に関連して、ガレイスとフックスベルガーは、諸財産
が一般的な仮定の実現に基づく客観的価値で考慮されるべきである、とい
うことを説いている。したがって、調達価格ではなくて、貸借対照表作成
の時点における市場ないし取引所価格が考慮されるべきことになる。ク
ナッペもこの立場である。（s.72）
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　リングス Rings の説明が本質的に同意見であり、それは、貸借対照表
が、諸資産と諸負債の関係を表示した締切りであるというその特徴におい
て、「財の見積りに際し、主観的、個別的価値が決定される場合、すなわ
ち評価者の必要や要求の標準によって財と貨幣との間の比較が決定される
場合は、不正確な表示を受け入れることになる」と説明している。これに
対して、評価に際しては、すべての利害関係者の意見、特に債権者のそれ
が考慮されるべきである。確かに、価値は、物を保存の状態で持っている
ことからも問題になりうるが、しかし貸借対照表では、物が人に対する売
却に際して持つそのことだけが考慮されるのである。何故なら、それだけ
が負債の償還にとって重要だからである。したがって、貸借対照表は、客
観的な取引価値、一般的交換価値をもって測定される。財に対して、個々
の所有者が、生産者として、卸売商としてあるいは小売商としての資格で
目指す特別な関係が考慮される時でも、価格が考慮される場合はこの原則
と矛盾するものではない。「個別的価値の考慮からは何も出てこないので
あって、相応の評価の範囲を抽出しなければならないことになるだけであ
る。」（s.73）
　エンデマン Endemann によれば、実際の棚卸表作成の時点での真実の
現在価値を標準とする。したがって一般的には、瞬時の売却価値が考えら
れている。しかし彼は、商品に関して、それは期待する販売価格によって
ではなくて、調達価格によって評価されるべきであり、そのさい貯蔵等を
通じての価値減少については控除されなければならない、ということを強
調する。（s.73）
　これとまさに相反する意見は、まずシェフラー Scheffler によって述べ
られている。彼は、法律には評価原則についての規定は含まれていない、
と説明する。このことは、諸財産自体が、様々な状態のもとで様々な価値
を持つ故に、まったく当然のことである。諸財産の価値決定については、
その目的やそれぞれの所有者の観点に基づいて、使用価値が決定されるの
である。この理由から、諸財産は、「価値決定の際に、継続的に所有者の
みが関係しているものと、継続的にか一時的にか他者も関係しているも
の」との二組に区分されるべきであるとする。前者の組には、「完全に作
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動している装備、いわゆる設備、現在の不動産と拘束された類の器具、補
助機械等々、要するに企業の目的の遂行のための手段として存在し、した
がって継続して存在するであろうもののすべて」が属し、後者の組には、

「本質的に、全所有者から諸状況のもとに引き離たれたり、売却されうる
かされるべきもの」が属する。評価の際に、前者に関しては調達ないし生
産価格が、対して、後者に関しては売却ないし販売価格が標準となる。前
者は、使用された場合、相等の額が減少されなければならないが、他の価
格変動（景気等による）は考慮されるべきではない。（s.73-s.74）
　シェフラーと同様に、ジモンは、法律は特定の評価規定を含まず、売却
価値を標準とする場合は見られない、と主張する。たいてい、評価に関し
ては、現実の商慣習を維持しようとして、当該法律条項について不確かな
意見が選ばれるとする。ジモンは続けて説明している。「したがって、一
般的な交換価値を原理として、あるいは単なる貸借対照表評価の原則とし
て見ることが正しくないとすれば、そこで他の側面に基づき、そこから評
価が説明されうる共通の視点を見出そうとすることが必要なことである。
その場合、貸借対照表を通して財産の現在価値が見出されるべきであり、
価値見積りについての統一的な原則が存在しなくてはならない。さもなく
ば、貸借対照表は、比較尺度を欠く孤立の地位に陥るであろう。その統一
原則はしかし、ただ貸借対照表の性質からのみ説明されて然るべきもので
ある。それは、特定の個人の財産の表示をなすべきである。個人から離れ
たならば、一つの財産対象は他の性格を得る。多くのものは、二手に流通
できないし、ましてやその価値を変えない。ある人にとって使用資産とし
てのみ考えられるものが、他者にとっては売却資産としてのみ意味を持ち
うる。ある人には実業界での関係や状況の考慮のもとに高い価格で売却し
ようという状態にあるものが、他者にはかなり低い価格で販売されるもの
であるかもしれない。そのように、物財は、様々な人にとって様々な使用
価値を持ちうる。彼らが物財をどのように用いようとする状態にあるかと
いう手段次第で、また彼らがどのように追求するかという目的次第で。―
このことは、たとえば商人の場合、彼らの財産を形成する株式組織につい
て、彼が所有している物財が他者の手に渡ってどのような価値を持つか、
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彼が物財を商業経営上継続的に設定する場合にどのような販売価値を持つ
か、あるいは彼が買い求めた財は売却を想定してどのような使用価値を持
つかということに、まさに妥当する。商人が諸資産の決定を変えれば、そ
れによってそれに関する価値原理が変わるのである。たとえば彼が、ある
根拠から、大量生産の経営をしてきた工業的経営を売却しようとすれば、
ここでは彼が決定する時点の、もはや使用価値ではなくて、ただ実現価値
のみが考慮される。―ここにおいて、我々は、貸借対照表にとって標準で
あるべき価値を、個別価値として示しうる。それは、特別の使用価値ある
いは取引価値である。使用価値や交換価値が標準的であるかどうかは実際
問題であり、諸資産の決定に依存する。」　ジモンは、これに続けて、個別
価値は決して任意のものではなくて、各々個々の場合に、「貸借対照表項
目に基づく熟慮をもって考察すべし」という視点の追求を通して決定され
るべきであるとする。諸資産は、売却資産であるか経営資産であるかのい
ずれかである。前者には個別売却価値が、後者には個別使用価値が考慮さ
れる。かくして、前者に関しては一般売却価値が考慮されるべきではなく
て、当該経営者が目的とする価格が考慮されるべきである。しかし、個別
使用価値は、いかに測定されるのか、ジモンは指示していない。その代わ
り、彼は、一貸借対照表項目の価値見積りの論議に際し、次のように説明
している。「経営資産の個別価値は、経営価値の減少を控除した取得価格
である。」　しかし、経営価値が使用価値そのものであるということを、ジ
モンはそのまま指示してはいない。（s.74-s.77）
　評価に関係して、諸資産が、その目的にしたがい売却資産と使用資産と
に区分され、前者は売却価格で、後者は経営価値の減少を控除した取得価
格で評価されるべきであるというシェフラーとジモンの学説の意味ある内
容は、法律家達の間で大好評であった。一般的には、「個別価値」の名称
は度外視され、ほとんどが使用価値の概念に固執していたのだが。（s.77）
　因みに、シュタウプは、次のように説明している。「法律が注目してい
る価値概念についていえば、財産諸項目が営業の際に持つ客観的価値が考
慮されており、一般に、一時的強制的売却に際して存在するような価値は
考慮されておらず、また純粋な主観的思慮や営業主の純粋な主観的特性に
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基づくものでもない。企業の利得も考慮される必要はなく、財産諸項目
は、うまくいっている企業の中で利用されているのであれば、上記の価値
よりもより高く見積もられてはならない。」　シュタウプは、帝国商事裁
判所の判決では、まさに客観的価値が考慮されていることを強調し、それ
は、「ある場合に個別価値、他の場合に一般売却価値、そして都合により
財産構成部分の営業価値として示されるよう」種々に行ってよいというこ
とを付言する。彼はさらに、営業価値について述べ、経営資産項目に関し
ては、改良による偶発的な価値上昇や減少のための控除を考慮して取得価
格が、また販売資産項目に関しては現在の市場ないし取引所価格、あるい
はそれがない場合は他の方法で決定された客観的販売価格が了解されるべ
きである、と説明する。（s.77）
　レームが、本質的にこれと同じ説明をしており、それによれば、彼はま
ず、売却資産項目はその売却価値で、経営資産項目はその使用価値で評価
されるべきことを説明している。「付される取引価値や使用価値は、個別
的につまり現在の営業主の財産に直接帰属するものでもなく、また一般的
に財産の属する営業についての考慮なしに、あるいはそれが供される使用
についての考慮なしに帰属するものではなくて、営業価値つまり財産諸項
目が営業に属しそして営業に供されることによって有する価値であり、そ
れが営業に際して有する売却価値または使用価値である。かくして、財産
が直接営業主のために持つ売却価値や使用価値が付されるのではなく、ま
た財産が、営業の解散の際のように、個別の財産諸項目として持つ売却価
値や使用価値が付されるのでもなくて、営業が順次現在の営業主によって
継続されていく、その時の財産が持つ売却価値や使用価値が量られるべき
である。諸資産が、継続する営業の財産構成部分として、すなわち営業
の継続のもとで、その売却に際して持つ価値が標準であり、また経営設備
は、第三者のためにも、営業の継続ないし利用により持つ利用価値が標準
である。換言すると、測定原則として、財産が個別の営業で、それぞれ思
慮ある所有者のために有する売却価値および使用価値が役立つことにな
る。」（s.78-s.79）
　レーマンは、以下のように説明している。「価値については、個々の資
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産が営業年度の締切りの際に有する一般価値の一つが理解されるべきであ
る。つまり、個々の資産が直接その所有者のためにそして他に譲渡できな
い固有の諸条件のために持つ特別な（個別の）価値ではなく、また、ある
時点で一般的な精算や強制売却が行われた場合に・・持つ価値でもなく、
さらにまた、営業に際し主観的要素が考慮されるにしたがって持つ価値で
もなくて、個々の資産が、その時の諸条件のもとで持つ日常の客観的価値
の一つで、したがって、使用に規定されない諸資産については販売価値
が、使用に規定される設備については、それが各々の企業の思慮ある所有
主にとって有する使用価値が理解されるべきである。」　ただし、レーマン
は、これらのことは、ジモンが「個別価値」として解明していることにほ
とんど基づいて表明したことと、ただジモンは個々の場合に不確実な結論
を導いたままである、ということを付言している。（s.79）
　価値が主観的な吟味の結果であること、したがって、評価に際しては経
済的主体の個別的な諸関係が測定される結果になるとの観点から、ライッ
シュとクライビッヒは、評価されるべき経済的財を二つの部門に区分し
ており、それにしたがえば、それは対象が使用することにより規定される
か、他の財と交換されるか、ということである。前者については使用価値
が、後者については売却価値が妥当することになる。ジモンと同様に、前
者は経営資産、後者は売却資産と称される（その際、原材料や補助材料な
らびに半製品も前者に分類される）。経営資産は価値減少の考慮をしつつ、
取得価格にしたがって評価されるべきである。しかしその際、財が、それ
に予測される売却価格を形成するよりも、継続的により高く評価されるの
でない限り、実現価格も忘れられるべきではない。売却資産については、
一般に販売価格が標準として説明されている。（s.79-s.80）
　マーツ Maatz もまた、諸資産を売却資産と経営資産とに区分する。前
者については、現時点の価値つまり客観性をもった卸し取引に標準的な交
換価値、市場ないし取引所価格と理解されるものが見積もられる。後者に
ついては、使用価値が考慮されている。これをマーツは、ジモンと同様
に、調達価格から価値減少等に相当する額を控除するというように計算し
ている。（s.80）
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　フィッシャーは、真実の価値は、そもそも貨幣額つまり帳簿上では表現
されるものでないことを説明し、それ故、個別的で客観的な価値学説は、
無意味にして無益なものとして示している。これに対し、彼は、商人的な
実際に基づいて形成された、つまり商人的・経済的理念に基礎づけられた
評価方法を示すのである。それによると、一般的調達価値が考慮されてお
り、その場合に予見の観点から出発している。つまり利用ないし使用資産
の商人的な帳簿上の価値は、最初の調達価値であって、それから使用財と
してその総利用期間との関係で控除がなされるのである。また、売却資産
については、ほとんどより低い価値での調達価値が主に考慮に入れられ
る。単に調達価値がより低い場合にだけ、それは考慮されるのである。貸
借対照表価値は、投下された資本そのままで表現される。（s.81-s.82）
　資産項目の詳細な研究によって、パッソウは、ドイツ商法典の評価規定
は、一般的に売却価値を標準として説明している、との結論に至ってい
る。このことを、パッソウは、債権者の関心の考察と判断の考察が、法律
家にとって最も重要な動機であるということにしたがって論証している。
法律の発生史からして明らかなように、債権の表示に関する観点から、貸
借対照表が真実の財産状態を表すべきであるということが生じている。か
くて法律家の考えは、財産諸項目の棚卸しに際しては、その売却価値にし
たがって見積もられるべきであるということになる。真実性に合致する貸
借対照表をもって、法律はそれをその原則に基づいて表示されていると考
える。商人が、彼の帳簿において、彼の諸財産の状態を適切な簿記の原則
にしたがって明らかにすべきであるという規定は、評価規定としては当て
はまらない。何故なら、それは特別規定つまり特別法の性格を持ち、そう
でなくとも、貸借対照表は、狭い意味での商業帳簿には属さないからであ
る。その上、取得価格の使用は、株式会社の貸借対照表については、一般
規定の例外として述べられており、そこでは売却価値の使用が考えられね
ばならない。（s.82-s.83）
　パッソウはさらに、売却価値の設定はしかし、その評価が実務について
は非合目的的であるので、商人的実際と一致せず、利用されないと説明す
る。これに対して、実務では―方法が一般にかなり区々で、相互に異なっ
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て存在する時にも―たいてい「積極財産の価値としては、実際の費消原
価、調達価格、総原価が貸借対照表において見積もられる。」　その場合、

「設備資産と営業資産の財産諸項目の間の原理的な区別はなされ」ない。
「生じた価値上昇は考慮されないままであり、対して、生じた価値下落に
ついては相当の控除が行われる。」
　パッソウは結局、法律が実務の要求をもっと多く考慮すべきである、と
いうことを説くのである。彼による特別な評価原則は述べられていない。

（s.83）
　コサックは、評価に際して、「諸資産に、営業年度のつまり貸借対照表
が作成される時点の締切りにおいて真実に近似する」価値かあるいは調達
ないし生産価格が問題になりうる、と説明する。年次貸借対照表について
は、それをコサックが「締切り価値」と名付けたその価値が、もっぱら標
準となっている。しかし、何故締切り価値をもって理解しようとするのか
についての詳しい説明を、彼はしていない。フィスティングが、特に課税
に関して、客観的な価値つまり一般的な取引ないし購入価値にしたがって
の記録を要求している。（s.83-s.84）
　一般に―特に簿記固有の文献だが―実務に支配的な方法や見解に基づ
き支持されることによって説明する他の専門文献の中に、多数の種々の
手引きが見出される。因みに、「簿記辞典」では、次のように説明されて
いる。つまり、不動産に関しては改良（改築、増築等も同様）による価
値上昇と減耗による価値減少の考慮のもとに、調達価格が標準である。調
達価格がわからないならば、価値は収益の資本化を通して決定される。備
品、機械、用具に関しては、まったく同様に調達価格が、計算される利用
時点での関係におけるパーセンテージで決定され、減耗には相当の控除を
もって記録されなければならない。商品に関しては市場価格が、そしてそ
れが存在しない場合には調達ないし生産価格が計算されるべきであり、そ
の際、貯蔵、陳腐化、流行遅れ等による価値減少は考慮されねばならな
い。有価証券、外貨と外国為替に関しては日常の相場価値が、国内におけ
る手形に関しては、場合によっては割引額を控除した名目価値が、そし
て債権に関しても、場合によって割引額を控除した名目価値が標準であ
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る。不良債権は、その推定の価値にしたがって認識され、未回収債権は
控除されるべきである。本質的に、Schmidberger、Schiebe-Odermann、
Schmidt、Wende、Hertel それに Scheidler の説明がこれと一致している。

（s.84-s.85）
　商品に関して一致していないことは、原価額が市場価格よりもより低
い場合に、前者と後者のいずれが標準として計算されるかということ
についてであるが、その他については、Schatzl、Hesse と Breternitz、
Kremer、Feuerstein、Bandtel それに Back の意見が同様の内容である。
Keuchel と Pollacsek の意見も、総じて類似しているが、しかし両者は、
商品に関して、調達価格と市場価格とを、個々の場合に、それらのいず
れが考慮されるべきかを明らかにすることなく説明している。ポラクセ
クによれば、不動産は「評価機関」によって見積もられるべきである。
Schulze、Oppenheimer、Schneider、Neumann、Bender、Spohrer それ
に Pardon は、単に調達価格だけを説明している。（s.85-s.86）
　ブルッカー Brucker も、総じて調達価格を標準として説明し、その際、
しかし彼は、それが本来、最高限度額を成すべきであるということを付け
加えている。同様に、評価に関して、商業経営と販売に供する全所有物
は、それらが直ちに換金されるであろう各々の価格にしたがって見積も
られるべきであるが、「しかし、人は一時的不況を認識しなければならず、
それについては商品が投げ売り価格で売りとばされるかもしれないこと、
同様に人が商品を大量に市場に放出する時には、一時的に異常に高い価格
状態から直ちに値切りや値引きがあることに、妥当な配慮をすべきであ
る。」とする。（s.86）
　ツィグラー Ziegler の説明と、シュトラーレンドルフ Strahendorff お
よびミンク Minck の説明は、かなり一般的である。前者は、実務におい
て、市場価格と取得原価額とが考慮されていることを述べ、後者は、ただ
取得原価額だけを説明している。後者を、オデンタール Odenthal とヘッ
ケルマン Heckelmann も一般に標準的なものと考えている。シュロット
Schrott も同様な見解であるが、彼はしかし、継続的な価値変動が起こっ
ている場合に、市場価格が取得原価額より高い場合においてもまた、市場
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価格が考慮されうることを説明する。（s.87）
　シェアー Schar によれば、常に変動する市場価格を持つ諸資産は、取得
原価額で算定されるべきである。しかし、市場価格が取得原価額より低い
場合は、それにしたがって評価されねばならない。このことは、市場価格
がわからないか、あるいは一般に市場価格を持たない諸資産に、同様に当
てはまる。しかし、減耗、陳腐化、形態変化等々による価値減少は、取得
原価額から相当の控除をしなければならない。不確かな場合には、推定の
売却価格を見積もるべきである。（s.87）
　帝国商事法の見解に関連して、ベッツィンガー Bezinger は、貸借対照
表作成の時点における客観的価値を標準的なものとして説明している。こ
の見解は、本質的にライシュレ Reischle によって区分されたもので、そ
れは「販売により現金と引き換えに受取られる」価格を、評価のための最
良で有用なものとして示すのである。（s.87-s.88）
　これに対して、ベルリナー Berlier は、要するに、客観的価値は与えら
れないこと、それ故に主観的価値のみが考慮に入れられうることを説明す
る。確実な価値測定は可能ではないかもしれないが、しかしそれは、一般
的に調達価格で保持される。売却資産に関しては、評価の際、あるものが
高値で買いいれられたかどうか、その価値が収益性を考慮してより低く設
定されるべきでなかったか、などということが考慮されるべきである。ま
た、価格が下落している時は、より低い評価が行われるべきである。これ
に対して、価値上昇は、常に考慮されるべきではない。経営資産に関して
は、減耗等の理由で投下価値から必要な控除を行わねばならない。価値上
昇は、改良の理由など、何か価値増加の根拠による事情に基づいて考慮さ
れる。（s.88）
　貸借対照表作成の時点での真実の価値の設定は、ヒューグリ Hugli に
よっても要求されている。彼は、次のように説明している。「価値測定は、
棚卸表が真に手元にある財産を正確に、さもなくば出来るだけ近似値を与
えるように、そして財産目録の総額が棚卸しの時点で本当に存在する財産
以下に残ることも、少したりとも超過することもないようにあらねばなら
ない。」　それ故、諸資産の価値は、一般に真実性にしたがう見積りによっ
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て確定され、その場合、市場価格が考慮されねばならない。直接的な価値
査定のない利率による消却は、非難されるべきである。（s.88-s.89）
　最初の調達価格ではなくて、時価が見積もられるべきであるという
ことは、スターン Stern によっても強調されており、Ortlieb、Simon、
Erlach、Martens によって同様である。彼らがただ時価だけを標準的
なものとして考慮する一方、Scubitz、Hauptmann、Schiller、Salmon、
Schmitz、Beerholdt それに Schlesinger は、貸借対照表作成の時点にお
ける調達価値が見積もられるべきであることを要求している。因みにス
キュービッツは、次のように説明している。「財産記録の時点の価値とし
て、商人が商品を販売する価格のままでは了解されるべきではない。同様
に、所有物の原価額は真実性に一致せず、少なくとも多種の商品には一致
せず、かなりの価格下落にさらされる。人は、商品種別がどんな価格を持
つか確定する場合、商品が受取られる場所、棚卸しの時点で、相応しいも
のを当てる。人がその価格に仕入原価を当てたとすれば、人は棚卸しに際
して記録する価格を持ったことになる。」　ハウプトマンは、商品は、「人
がそれを棚卸し日に供しうる価値に、生じうる運賃、関税、倉庫の中に至
るまでの他の経費を加算した価値で」表されるべきである、と説明する。
本質的にシラーの説明も同様である。「商品は、その現在の購入価格か、
あるいはその真実の調達価値ないし製作価格で（ただし、それが予知でき
る価格よりもより低い時だけ、期待売却価格で）表される。」（s.89-s.90）

2　評価原則の批判

　以上のことから明らかなように、評価の領域にはかなり混乱がある。価
値測定はまったく恣意的で、何か根拠ある標準によって行われるのでもな
く、結果として様々な種類の貸借対照表価値になっている。あるいは、特
別の価値測定原則の獲得を意図して、特定の価値測定原則が打ち立てられ
たとしても、それは相互にかなり異なるものとなっている。（s.91）
　法律に関していえば、1794 年のプロシャ国家の一般大陸法に、若干の
価値測定に関する特定の規定を含んでいることが知れる。大陸法としては
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一般的な妥当性を持たなかったこの規定は、1856 年のプロシャ法律草案
で、すべての企業との関連で取り扱われたが、しかし 1857 年のプロシャ
草案からも、またオーストリア草案とニュールンベルグ議会案からも削除
された。したがって、オーストリアで適用された 1862 年の一般ドイツ商
法典も 1897 年の新商法典も、特定の評価基準を含んでいない。このこと
は、ハンガリー、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、ブルガリアそしてスペイ
ンの法律に関する事実でもある。ただルーマニアの商法典だけが、価値測
定原則に関する、若干の特定の規定を含んでいる。（s.91）
　したがって、法律の中には、特定の価値測定原則に則る一般評価原則は
見出し得ない。法的規定の展開では、せいぜいある傾向が示されているだ
けである。1856 年のプロシャ草案は、調達価格から出発しており、ただ
市場価値がそれより低い場合に、それを命じている。これに対し、多かれ
少なかれ一致はしない見解だが、たとえばドイツ、オーストリア、ハンガ
リー、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、ブルガリアそれにスペインの法律か
ら知られるところでは、新しい法律の中に、価値の現実性と現在性の認識
が、有力な思考としてある。ルーマニアの商法典は、棚卸しの時点で妥当
する市場価格を規定している。（s.91-s.92）
　すでに示してきたように、実務では、原初的な貸借対照表価値は購入価
格である。しかしこの価値の採用は、評価を行うことから導かれたのでは
なくて、ただ簿記技術的ないわばパチオリの方法、つまり棚卸しを仮定し
ない方法による貸借対照表の帳簿上の価値として、要するに考慮される唯
一の価値であるもの、ということから条件付けられている。たとえ実際に
費やされた費用を表す購入価値が、常に評価のための最も重要な出発点に
留まるとしても、実際の棚卸表の導入にしたがえば、他の価値が採用され
るに至る。二人のサヴァリーによれば、市場価格が購入価値より低く存在
する場合には、最初の購入価値は、単に部分的に標準であっただけであ
り、その後、市場価格によって見積もられる。貯蔵物等については、相当
の購入価格の切下げが行われなければならない。18 世紀と 19 世紀の初め
には、購入価格と市場価格によって、要するに現在的価格によって評価さ
れている。（s.92）
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　前述のように、今日、簿記文献に記されている実務で行われていた評価
方法を概観すれば、それがきわめて種々に存在することが分かる。ほとん
どの著者が、他者の見解と多かれ少なかれ異なった見解を持っている。そ
こには、最初のないし現在の調達価格、売却価格が、そして通常の販売価
格が採用されている。ある場合には購入価格が標準として説明され、ある
場合には市場価格が、そしてある場合には、双方のうち、その時点でより
低く存在する価格が説明されている。要するに、一定の評価原則は見出さ
れない。ただ一般的な特徴として、最初の調達価値から出発して、多かれ
少なかれ必ずや現在の価値にしたがって修正される、ということが明らか
にされているのである。（s.92-s.93）
　実際の評価方法に支配的な任意性と、事実を確実に捉える標準を示し得
ないという法的規定の不確実性を理由に、とりわけ法律の著者から、主と
して法律の解釈上、特定の価値測定原理として特別な評価原則を立てるこ
とに反対がある。（s.93）
　上述の法律の著述者の説明の観察から、我々はまず、ドイツ帝国商事裁
判所から示された客観的価値の原則に出会う。客観的価値とは、ここでは
常に売却価値を意味しているので、このことは、売却価値の原理として示
してよいものである。さらに、ジモンによって弁護される個別価値の原則
と、シュタウプの営業価値の原則とに特徴があり、これら双方は互いにか
なり密接に関連している。他の著述者は、本質的に、それらの原則のどれ
かに賛成するか、さもなくば要は特定の原則や価値測定原則を述べないか
である。（s.93）
　因みに、基本的には、ドイツ帝国商事裁判所の見解にグレイス、フック
スベルガー、クナッペ、エンデマンそれにリングが区分される。ジモンや
シュタウプは、部分的に小さな差異はあるものの、とりわけシェフラー、
レーム、レーマン、ライシュとクライビッヒそしてマアツに賛成されてい
る。フィシャー、パッソウそれにコサックは、特定の価値測定原則を述べ
ていない。前二者は、ただ法律や法律の著述者達の意見と実務のそれとが
一致しないということと、実務の多くの観察の引用を止めるべきである
ということを強調するにすぎない。一方コサックは、新しい用語「締切り
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価値」を使用している。これはしかし、まったく無意味な表現として存在
するにすぎず、コサックは、貸借対照表作成に際しては真実の価値にした
がって理解されるべきであるということ以上の、詳しい説明を与えている
のではない。（s.93-s.94）
　売却価値の原則に関して言えば、ドイツ帝国商事裁判所が、その見解に
ついて正しい観点から出発していることが認められねばならない。その根
拠としては、不可欠な真実性と価値の現在性および統一的な価値測定原則
が取り上げられていることである。それでも年次貸借対照表における評価
にとって、この原則は誤ったものとして指摘される。（s.94）
　それはまず第一に、価値測定原理の確定に際して、異常な状況が引き合
いに出されているということによる。清算の前提とその意味の価値測定の
前提は、継続経営されるべき企業の財産価値の決定にとって役立たないこ
とは、明らかである。したがって、仮定の実現の観念の適用は、企業の財
産状態をその継続経営の観点で表示しようとする年次貸借対照表にとって
は、すでに先見的に不正である。（s.94）
　条件を付加したとして、それでも評価については、企業の継続経営が考
慮されるべきことは、上述によって認められるところである。他方、財産
価値は、企業の継続経営についてというより清算の際に存在せねばならな
い。それはまさに企業の経営にとって必要であり、明らかに原価価値を有
している諸資産が、清算の際には、場合によって価値が無くなるというこ
とにもなりうる。清算の方か、継続経営の方か、双方の観点の一方は、必
然的に他方を締め出さねばならない。この制限によって、各々の原則を
不可能で役立たないとする、決定的で内在的な反論のみが生ずることにな
る。（s.94-s.95）
　原則的な不可能性は別としても、一般的な売却価値は、多くの場合に、
価値測定原則として奉仕しうるものとして確立されないこととなる。特に
このことは、設備資産の諸項目に生じ、それとの関わりで、欠点はすべて
価値計算のむしろ確定的支点で、明示的に現われることになろう。
　上述の理由から、1862 年の一般ドイツ商法の発令後の当初 10 年、ドイ
ツの判決と法律において一般に支配的なものとなった売却価値の原則は、
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ジモンやシュタウプの学説からまさに完全に排除されている。（s.95）
　前述のように、客観的価値の設定を要求する帝国商事裁判所は、正当な
視点に基づいている。ジモンもまた、価値の真実性と現在性を認識してい
た。彼の原則論の根拠によれば、彼はその上に、統一的な価値測定原則の
必要性を強調している。しかし、帝国商事裁判所が、その原則の展開を、
清算の立場に基づいて打ち立てるという逆の途を採るのに対し、ジモンは
最初から根拠のない原則を立てている。（s.96）
　すでに明らかなように、統一的価値測定原則としての個別的価値という
のは、まったく形容の矛盾である。評価が個人的な主観的価値にしたがっ
て原則とされるならば、統一的な価値測定原則の利用は度外視されよう。
　このことは、ジモンの学説の個々の点の観察によって、さらに明らかに
なる。
　所有する個人の立場から出発して、ジモンは、シェフラー同様、諸資産
を売却資産と経営資産とに区分する。前者―売却資産―には個別的売却価
値が、後者―経営資産―には個別的使用価値が、標準として説明される。

（s.96）
　個別的な売却価値について、ジモンは、これに当該企業がその個別的な
諸条件に基づいて当てうる売却価格が考えられる、との説明を与えてい
る。ここでジモンが理解しようとしたものは、まったく明らかになってい
ない。続けて、ジモンが通常の販売価格を、それで販売利益が保持され
るものと考えている、との説明は尤もであろう。これは、結局、企業家が

「その関係やその位置を考慮して」得ることができる価格と見なされる。
これには、ジモンの次のような見解が一致しているように思われる。「常
に他者にとっては任意の売却価格が得られるであろうし、ある会社にとっ
てはそこで得られるその価額のみが標準である。」　しかしこれに対して、
ジモンの見解は、要するに、市場価格が最高限を形成することと、一般に
未実現利益が考慮されるべきでない、ということに矛盾する。（s.96-s.97）
　我々が見るところ、ジモンは、個別的な売却価値の概念を詳しく規定し
てはいない。いずれにせよ、彼が実際に目指すものとして売却価格を考え
ていることは、明らかである。しかし、このことは、個別的価値の概念と
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矛盾するのである。個別的・主観的交換価値は、個人が交換に際して、あ
る財についてすでに彼の主観的価値見積りに基づいて与えられ、また彼が
財にその需要の充足のために与えている重要な尺度の財貨量ないし対価物
の量に等しくなるはずである。これに対して、交換により実際に与えられ
る財貨量は、単に個人の価値見積りにのみ依存するのではなくて、結果は
価値見積りに依るよりも、あるいはまた通例ある種の客観的要素に依るよ
りもかなり多くなることもあり、このような財貨量がまさに価格なのであ
る。そのような価格で表現された交換価値が、通例、主観的・個別的交換
価値と合致しないことは、明らかである。（s.97）
　個別的使用価値についていえば、ジモンは、要するに、いかにそれが計
算されるべきかを、まったく説明しえていない。彼は価値測定をより詳し
く説明するにあたり、特徴的にも、突然「使用価値」なる表現の使用を
まったく止め、それに替えて「個別的経営価値」が計算されるべきである
と説明する。ジモンは、個別的経営価値は、たとえば、取得価格差し引く

（減耗等による）経営価値の減少分であるという。しかし、この説明がジ
モンの原則と決定的に矛盾することは、明白である。ここでは結局、所与
の事実が、つまり交換取引において最初に生じた価格が標準として説明さ
れ、それで、個人によって評価された財の有用性がその経済諸条件に一致
するという個別的・主観的使用価値の立場は、放棄される。（s.97-s.98）
　この点で、ジモンは、彼の原則自体の不可能性を表明している。個別
的・主観的価値が、価値測定原則として役立ちえないことは、使用価値に
関して明瞭に現われている。評価のためには、したがって、個別的価値の
原則は、それ自体まったく価値がなく、価値測定原則の決定に際し、ジモ
ンは、交換取引において表現に採り入れる価値に固執するよう強いられて
いる。（s.99）
　我々は、ジモンの学説の原理的な誤謬は度外視して、ただその実質的内
容のみを求める場合でも、それが価値の真実性や現在性および統一的価値
測定原則の要求を充足しえないと見ている。一部は、設備資産に関するよ
うに、真実な現在の価値の考慮が度外視され、一部は、経営資産に関する
ように否定しがたい恣意性を招来する。価値測定は、任意なものであるべ

66　66　包括利益の示唆するもの―コフェロ説（1912）を参考にして─



きではなくて、「貸借対照表目的に基づく配慮によって決定的と思われる」
観点の吟味により規定されるべきであるというジモンの説明は、したがっ
て、少なくとも特別な内容を持つものではないとの理由で、意味あるもの
とはいえない。（s.99）
　我々がジモンの学説について上述したことは、本質的に営業価値の原則
にも妥当する。それについても、個別的立場から出発している。諸資産
は、所有者の立場から、売却資産と経営資産とに区分され、後者には使用
価値が標準であると説明された。ここでの個別的経営は、単に個別的営業
主の立場に立つというだけであり、したがって、個別的価値学説との関係
で、本質が変わるものでないことは明らかである。（s.99-s.100）
　今まで述べてきたように、売却価値の原則は、個別的価値の原則によれ
ば、ほぼ完全に排除されている。当時、このことは極めて一般的なことで
あった。それは、実務にあまり関係のない一般的実現の概念から出てくる
ことによっており、大部分を、売却価値の原則がとりわけ設備資産に関し
て明らかに異常であることによっている。しかしながら、個別的価値の学
説の拡張へと、さらに他の状況が本質的に寄与したのである。（s.100）
　この状況とは、個別的価値の原則に、理論国民経済学に関することへの
依存を通して、確実な原理を付与することが研究されたということであ
る。ライシュとクライビッヒは、彼らの評価学説の定立に際して、直接的
に国民経済学の価値理論に基づいている。クライビッヒは、次のように説
明している。「財産目録の評価の基本原則について、完全な説明は、すぐ
れて価値そのものの本質の認識から得られる。この認識は、一般経済学を
媒介とし、その中でも特に価値の研究に傾注する理論国民経済学の部分を
媒介とする。」（s.100）
　国民経済学の学説とどのような関係があるのか、ライシュとクライビッ
ヒは、さらに我々に、明瞭に告げている。クライビッヒは、続けていう。

「経済的価値について、理論国民経済学は、経済主体の財に対する必要性
を、自由になる在庫品によって知ることを理由として、財に与える意味を
理解している。経済的価値は、かくて、財に付着する特性ではなく、客観
的ではなくて、安定目的のためにする経済主体の財の意味に関する判断で
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ある。したがって、この意味において、価値は常に主観的であり、各々の
評価にある種の主観性を内在する。」　このため、各々の価値判断は、ただ
経済運営主体の個人的諸関係の考慮のもとにのみ実施され、またこの諸関
係の考慮のもとにのみ検査されねばならない。経済運営主体のために、さ
らに経済財は二つの異なる方法にしたがって意味をなしうる。つまり、そ
れは使用に役立つか、あるいは他の財と交換されるかである。前者の場合
には使用価値が、後者の場合には交換価値が考慮される。（s.101）
　ジモンも、価値は要するに実際ではなくて、意見の問題であるというこ
とから出発していた。物の価値は、個人の欲望の充足のためという意味に
基づいている。人との関係とその欲望目的を絶って、価値は詳しく説明さ
れることはない。つまり、価値概念は主観的なものであり、「客観的価値」
という表現は、形容に矛盾を含む。それでも貸借対照表のために、ただ主
観的・個別的な交換あるいは使用価値のみが標準であった。（s.101）
　評価原則としての主観的あるいは個別的価値の不可能性は、すでに上記
によって示されている。しかしながら、この原則の賛成者は、有名なオー
ストリア学派の価値学説つまり主観的価値理論あるいは限界効用理論に依
拠して研究していることは、考慮されねばならない。因みに、ライシュと
クライビッヒは、とりわけメンガー Menger、ヴィーサー Wieser、ベー
ン・バヴェルク B hn-Bawerk などの、この学派の著者達に基づいて説明
している。この理論が、個人の効用および欲望の感情を量り得るかどうか
について、また特定の数的大きさが考察され、そこで価格が単なる主観的
要素の結果として表現されているかどうかについて、ある程度まで概観を
はっきりさせうるなら、それは個人的価値の原則にどれほどの支持を与え
るものか、実際に明らかになってくる。（s.101-s.102）
　主観的価値理論が諸関係の中で持つ重要な意味のために、我々は、この
理論を次章で特に観察する。この場合に、貸借対照表に関するそれを、た
だ不当に引き合いに出すことを示すだけの検討になるであろう。（s.102）
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3　主観的価値理論と貸借対照表

　「価値の問題は、経済学全体の混乱した領域の一つである。百年来、こ
の学問は、価値問題の非常に堅いクルミを割ろうとするむなしい研究をし
てきた。」　オッペンハイマー Oppenheimer は、この言葉をもって『純粋
および政策経済の理論』という著書の中の「経済的価値」の章を始めてい
る。実際、現時点では、様々な価値と価格の学説は、決定的な意味を獲得
しえていない。たとえばオーストリアの主観的学派とのいくつかの論争、
とりわけドイツの国民経済学派との間で行われた、かなり激しい価値理論
に関する論争のような学問的論戦でも、一致には導かれなかった。正当に
も、ディール Diehl は、価値問題の最初の発展期を、折衷主義と懐疑主義
の期間として示している。そうではあるが、その問題の今日の状況につい
ては、いくつかの結論を確認しなければならない。（s.103）
　とりわけこのことは、多くの詳細な批判にさらされている主観的価値理
論のある要素について、事実であるといえる。前述の評価原則に関するこ
の理論の重要な意味のために、ここでは、その批判のいくつかに示唆を受
ける。（s.103-s.104）
　まず指摘される主観的学説の批判として、ディーツエル Dietzel のそれ
が認められる。たとえディーツエルが古典的価値理論と限界効用理論との
結合を研究して、その中で古典的学説が価値測定の要素として決して効用
を見失わなかったこと、また労働が一般的に有用で限られた経済の手段で
あることを主張しようとしても、しかし彼の詳述は、主観的価値学説に関
する直接的な論戦として観察されねばならない。ディーツエルは結局、原
価と労働量が、再生産可能な財に関する価値の尺度として決定的であるこ
とを理由に、価値見積りのために参照されるべきであること、同時に、主
観性に依拠する学説について、それが再生産可能な財の再生産不可能な財
からの分離をしないという誤りを犯していることを、はっきりと強調して
いる。限界効用や効用による価値測定は、単なる「不確実な価値感覚」に
陥り、そして「再生産原価による決定のような数的に正確な価値計算には
至らない。」（s.104）
　ディーツエルにしたがって、様々な著者達が、主観的価値理論を様々な
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立場から、部分的にだが、非常に厳しく批判している。（s.104）
　因みに、シュミットは、結局、財の生産のために不可欠の労働量が、ま
さに隔離された経済の中では価値測定のための主観的要素を与える、と主
張する。商品を生産する会社の中で、限界効用は価値原則としてまったく
表現上の矛盾である。つまりここでは、生産が市場のために行われる故
に、限界効用原則により彼の財を評価しようとする主体の欲望充足に役立
つ在庫品の保有といった前提は誤っている。限界効用による評価は在庫品
から生じているが、しかし評価は、在庫を特定の価格で購入していなけれ
ばならず、したがってこのことは、説明に価格がすでに前提となってい
る。（s.104-s.105）
　ゲメリー G m ry は、個人的価値見積りは、ただ或る隔離された経済に
おいて私的経済現象として考察される場合にのみ、その経済的機構の中で
つまり経済社会の中で、それに対する影響を一般に欠いている価値を決定
しうるだけだ、ということを取り上げている。ここでは、価格から影響を
受ける以前に、逆に価格が外見上独自の存在と個人的価値見積りを得てい
るとする。（s.105-s.106）
　詳細な批判の中で、カッセル Cassel は、限界効用理論家の研究に対し、
感情に測定単位は無いのだから、個人の感情の強弱を測ろうとしたり算
術的大きさで数字によって表現しようとすることは、無意味であるという
ことを示している。人は、確かに効用が他より大きいということは言える
が、絶対的な大きさについては議論できない。さらにカッセルは、限界効
用理論家の「主観的価値」も、客観的要因を含むということを強調する。
この主観的要因は、見積りと外的要因との間の関係の中にある。外的要因
が変われば価値も変わり、それを個人は財に付する。この価値はしたがっ
て、外的要因の作用であり、そこでただこの機能的結合においてのみ主観
的要因は表現される。しかし、外的要因が規定される場合に、人は、見積
りの結果のどれが主観的要因でどれが客観的要因かについて、ほとんど明
確にしえず、価値は存在している。（s.106）
　カッセルと同様、エクスタイン Eckstein も、欲望についての客観的尺
度は無く、また主観的な一時的感情に左右される見積りは漠然として信頼
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できない故に、欲望充足の評価は、数字をもっては不可能であるというこ
とに注意を払っている。（s.106）
　ショアー Schor は、限界効用理論は不安定な仮定に基づいている、との
結論に至っている。主観的価値見積りから財の所与の欲望と量によって交
換価値の一定の大きさが生ずるという主張は、財の価値がただその効用と
量によってのみ規定されることを前提とし、価値の客観的側面を充分に観
察しない故に、正しくない。（s.107）
　限界効用理論に関する論文の中で、シャーリング Scharling は、限界効
用の論者達は、連続的に消費し生産する会社の諸関係を考慮に入れること
なしに、常に二人の人間の間の孤立した交換から出発している、というこ
とを指摘する。限界効用の原則はしたがって、それ以外の多くの場合があ
る故に、一般的規範としては妥当しない。卸売市場での全取引は、財に
支払われるよりもより高い価格を得ようとする仮定のもとに行われるとい
う、前提的性格を持っている。購入者が商品に与えたい価格を、彼らはそ
の効用や重要性の彼ら自身の見積りによって決定するのではなく、新しい
購入者によってつまり後者の手に消費されることで得られることを仮定す
る価格によって決定する。生産手段が生産によって評価されるということ
は、実際には不可能である。（s.107）
　レクシス Lexis は、経済的欲望の測定の不可能性だけでなく、経済学に
とっての個人的要因の詳しい分析の不必要性も強調している。個人的効用
の見積りを基礎に検討しようとする主観的価値理論の努力は、確かにその
研究が価格形成のための詳しい質的な標準を提供することになった場合に
は、国民経済のために意味はありうるが、しかし、国民経済的な流通過程
の状況と理論がそこから独立して存在することはない。（s.108）
　主観的価値理論の批判に際して、ヒルファーディング Hilferding は、使
用価値に基づく価値理論は、人相互の社会的諸関係に替えて、財と人との
間の個別的関係から出発している、と主張する。しかし、そのような個別
的諸関係からは、客観的社会的尺度は導かれない。したがって、客観的価
値理論は、経済的諸現象の社会的結合を観察しえないという誤りを犯す。
社会的な特定の価値は、経済的観察方法のもとに生ずる以外にはない。
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（s.108）
　リフシッツ Lifschitz は、主観的理論を特に心理学的立場から批判する。
それによると、彼は、明らかに主観的価値見積りは客観的になっていくに
したがい、風俗、慣例、習慣的欲望等の社会的要素によって規定される、
との結論に至っている。価値理論がもっぱら個人的心理に基づくというの
は、基本的に誤りである。すでに先見的に、個人心理学は社会心理学に従
属するか、少なくとも後者によって充足される。社会学のために、集団な
いし社会心理学が標準であるべきである。直接的には、心理学の立場から
は、主観的理論は少なくとも有効である。したがって、限界効用理論は、

「社会学や心理学の全体の結果を無視するかなり聡明な謬説」であること
になる。（s.108-s.109）
　オッペンハイマーからも、主観的学説は、詳細な批判にさらされる。限
界価値は、客観的な所与の事実である調達原価が観察されないところでの
み、財の相対的価値を決定しうることを、彼は強調する。これはしかし、
特に財に相応しい調達原価が生じない場合とか偶然の場合である。限界効
用理論は、それがどこに由来するか説明することなしに、常に「所与の在
庫品」を仮定する。個人心理学の事実に関係して概念的に把握された使用
価値に関していえば、それは社会・心理的学問である社会学や経済学に完
全に属する訳ではない。「経済学的価値」は客観的調達価値であり、その
動機と尺度は原価である。また、独立した個人経営においても、調達価値
は標準として妥当する。（s.109）
　我々が見るところ、主観的価値の教義の全面的正当性に対しては、根拠
ある反証があげられてきた。実際に、主観的価値理論が、少なくとも若
干の制限を必要としていることは、確かであると認められねばならない。

（s.109）
　すなわち、主観的価値理論が主観的要素の意味を追い払ってしまったこ
とは、疑いないように思われる。また、価格形成に、製造原価のような客
観的要素が―しかも任意の再生産財に関して決定的に―作用しうること
は、決して否定されるものではない。（s.109）
　このことは、ドイツの国民経済学者の圧倒的多数によって強調されてい
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る。すなわち、前に引用したドイツの著作者以外でも、たとえばラウ Rau
やマルクス Marx だけではなくて、とりわけロッシャー Roscher、シャッ
フレ Schaffle、ワグナー Wagner やコンラッド Conrad それにシュモラー
Schmoller も、たとえば、原価のような客観的要素の意味を、価値決定要
因として認めているのである。（s.109-s.110）
　さらにいえば、要するに個人の効用や要求感情がある程度まで測定可能
であることを明らかにしようとした主観的価値理論家の観点は、その特定
の大きさに目が向けられた時、貸借対照表を誤りに導くことになる。確か
にある程度は個人間で互いに比較され、効用、必要度は、与えられた動機
次第で、他の人や人達より大きくもなる。何ほどかある効用や必要度が
大きいとしても、しかし確定的な報告はなされない。正当にもシュモラー
は、次のように説明している。「使用価値や利用価値の発生は、人の感情
の世界で存在する。快感と不快感の軍隊は、幾千もの動揺の中で、また
しばしば困難な比較可能性の中で、それを統制するのである。人は、彼
の根底にある感情の測定という抽象的な試験を通して、それを把握し明
瞭にするべく研究してきた。その成果は多くない。曖昧で時に中途半端
な、快感や不快感の本能的感情は、まさに直接的には測定可能ではない。」

（s.110-s.111）
　我々が見るところ、評価原則を主観主義的な価値理論によって、たとえ
ばジモンのように「個別価値」や「使用価値」に基づこうとする著者達
は、まったく誤った仮定から出発している。個別的利用の、つまり個別的
使用価値の確定は、特定の、現実的な基礎を欠くことになる。この仮定の
支持しえないことをもって、ジモンならびに「使用価値」の支持者達のす
べての評価原則はまた、一般に救われないこととなるのである。（s.111）
　したがってまた、主観主義的な価値理論家は、確かに個人の主観的な価
値見積りを利用効果や必要度に、また価格形成を主観的な価値見積りに帰
そうとするが、それに反して、財が社会経済生活の中で妥当性をもつ個人
的利用価値見積りにしたがって評価されるという主張を決して組み立てる
ことはできない、ということが観察されるべきである。ツッカーカンドル
Zuckerkandl は、人が所有し交換されうる財を、各人が再取得の価格にし
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たがって見積もることは明らかなことである、と説明する。「無用である
か有用であるかによったり、より高い利用度とかより低い利用度にした
がってではなく、仮定の価格にしたがって、人は交換取引において取得し
た財を評価する。」　ヒリポヴィッヒ Philippovich もまた、交換取引におい
て財の妥当な事実を示す客観的取引価値が、国民経済の交換経済機構にお
いて、すべての経済人の目標と原則を決定する、ということを強調してい
る。（s.111-s.112）

4　現在の客観的調達価値

　前述したように、貸借対照表における諸資産の評価に際しては、主観的
価値は考えられない。評価の目的は、企業の財産の妥当性を、他の財産と
の比較において社会的な大きさとして示すことである。かくて価値測定に
際しては、社会的な特定の価値の大きさを単位として利用するよう、努力
されねばならない。このことはまた、交換取引において、とりわけ市場な
いし取引所価格で表現されることになる。財産評価はしたがって、客観的
取引価値を基礎に決定されねばならない。（s.113）
　しかし、個別企業の立場から、二種類の客観的な取引価値が存在する。
一つは、財が得られる場合の価格としての調達価格、他の一つは、財が譲
渡される場合の価格としての売却価格である。狭い意味での生産企業にお
いては、前者の代わりに生産価格が妥当する。企業の性質によるが、これ
ら双方の価格は、通常異なっている。（s.114）
　選ばれた二つの価格、調達ないし生産価格かあるいは売却価格か、どれ
が評価のために標準であるべきであろうか ?
　このことを明確にせんがために、価格が生ずるその時の、交換経済生活
において行われる財運動の性質を観察しなければならない。ここでは、主
観的であれ客観的であれ、いずれの要素を通して時々の価格の大きさを決
定するかの説明との関係づけつまり価格形成の分析と関係づけようとする
のではなく、価格をただ所与の大きさとして考察する。（s.114）
　消費される財が、特定の経済体において生産される場合、それについて
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原材料および補助材料等々の獲得および加工から成り立つ一定の製造原価
が生ずる。これに対して、財が他の経済体で生産されて消費経済により交
換されたならば、後者により、自己の生産活動に代わり支払われた価格
が、財の製造原価として存在する。しかし、展開する交換経済の機構に
よって、材料の獲得と加工、消費者等に対する供給は、通常多くの企業に
割り当てられ、それによって生ずる財貨移動は、生産過程として、消費者
への財の引渡しをもって完了する段階状態になったと見られるべきであ
る。消費経済により財に支払われた価格は、財の最終の製造原価と同等で
ある。（s.114-s.115）
　したがって、個々の企業における財産評価は、当該企業が、前述した生
産過程のどの段階で見出されるかに依存することになるのは、明らかであ
る。それらの過程の各々の段階で価格は区々であり、通常段階的により高
く、財が過程の最終段階つまり消費の段階に近づけば近づくほど、それに
ともない製造原価が、各段階で行われる広い意味での新しい生産活動を通
して、増加する。（s.115）
　今、それら生産過程の最終段階に見られる消費者に到達した財を考える
と、我々は、それについてのみ客観的取引価値が妥当すること、つまりそ
れを調達価格で表示することになるということを知る。それの評価につい
ては、かくて、ただ調達価格のみが標準である。前の段階にある財につい
て、同じく調達価格が妥当するという結果になる。このことから、消費者
に到達した財の調達価格と一致する売却価格というのは、前の価値が当該
段階で行われた活動による製造原価より低く存在し、したがって二つの
場合の同一評価は不正である故に、結局、考えられない。同様の方式で、
各々の財貨移動の、より前の段階に基づく調達価格が標準である。狭い意
味での生産企業に関しては、結局、その製造原価つまり生産価格が標準で
ある。（s.116）
　我々が見るところ、様々な企業における財産評価の基礎としては、調達
価格が考慮されるだけである。このことは、しかし、財に関して相当の生
産能力が生じた場合に、財の販売によって売却価格による価値増加が現わ
れる、ということが説明される。にもかかわらず、個別の企業の立場か
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ら、調達価格は、多くの場合に、唯一正しく決定された価格として存在す
ることになる。すなわち、売却価格が、たとえば市場価格を基礎として計
算され得ないような場合、その決定はたいてい不正であるが、対して、財
の調達に際し決定された価格は、いかなる場合もより正しく確かな大きさ
である。あるいはまた、一般的な現在の市場状況との関係で、そこで財が
調達される場合の価格の計算は、一般に予測する売却価格の計算よりもよ
り正しい。（s.116）
　上述で、我々は、経済的な財貨移動の自然な動きにより生ずるものとし
て、売却価格を扱ってきた。我々が売却価値の原則の論議によって説明し
てきたように、他の者はさらに、異常な状態のもとで生ずる売却価格、実
現価格あるいは販売価格を問題にしようとしている。しかしながら、評価
原理として、これらのものの使用は誤っている。（s.116-s.117）
　まず、異常な売却価値の決定は、かなりの程度に不正である。それは異
常な状態つまり財貨移動の自然な動きの妨害を前提にしており、したがっ
て企業の機構を否定するので、予測できる大きさの見積りとさらに通常の
売却価値の計算にとって日常の企業経営のもとで生ずる価格に基づき示し
うる支点が欠けることになる。因みに、小売商の在庫品の売却に際し、い
かなる価格が得られるかを計算することは、小売業が卸し商販売のために
あるいはその販売方法のために組織されているのではないのであるから、
非常に困難である。小売人が卸し商に依頼するとしても、価格はいかなる
場合も小売商の調達価格をもとに設定されるが、しかし、いくらであるか
は、商品の市場性によって、卸し商の利益によって、諸経費によって等々
だけではなくて、様々な偶然性によっても左右される。この原理による評
価は、したがって、ほとんど任意にならねばならない。（s.117）
　売却価値に関しては、たびたび市場ないし取引所価格が引き合いに出さ
れる。その際、しかし、この価格は、生産から消費へという通常の方向の
中で、財貨移動過程の様々な段階にあっても妥当すること、そして移動の
自然の動きを妨げる異常な状態のもとでは、評価のための原理として役立
ちえないということが、考えられるべきである。すなわち、述べてきた移
動過程における特別な市場価格は、ただ販売者としての生産者と購入者と
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しての卸し商との間で、同じく販売者としての卸し商と購入者としての小
売商との間でのみ妥当する。また、販売者としての小売商と購入者として
の消費者との間では、特に「市場開示価格」として論じられる。我々が、
たとえば、狭い意味での製造原価を a で、生産者の販売原価と利益（ある
いは総成果）を b で、卸し商のそれを c で、そして小売商のそれを d で
示すとすれば、市場価格は、財貨移動の通常の動きに基づいて、次のよう
な様式になる。（s.117-s.118）

　　　　　　　　　生産者　:　 販売価格
      　　a+b
     調達価格
　　　　　　　　　卸し商　:
     販売価格
      　　a+b+c
     調達価格
　　　　　　　　　小売商　:
     販売価格
      　　a+b+c+d
　　　　　　　　　消費者　: 調達価格

　これに対して、たとえば販売者としての小売商と購入者としての卸し商
や生産者との間に価格が成立するということは、たいてい正しくない。か
くて、各企業の財産に関して、市場価格は、一般に、調達価格の決定のた
めにのみ標準となる。（s.118）
　次に、企業の通常の経営の前提のもとで、異常な売却価格を財産の評価
のための原理として使用することは、すでに先見的に不正である。異常な
状態のもとであれば、それは、企業の解散に関する財産価値の仮定的計算
の原理として、つまり清算貸借対照表について役立つことはありうる。売
却価値の原則の説明においては、異常な売却価格の通常の状態との不一致
を通して、評価の際には確かに一時的な精算も仮定されるが、その場合で
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もなお企業の継続経営が仮定されているという、公然たる矛盾をきたすこ
とになる。（s.118）
　広い意味での段階状の生産過程と見られるべき自然な財貨移動の立場か
らと、そして企業の機構様式と市場価格の成立及び性質の結果としてそれ
が一般に正しく確定されるべきであるという理由からも、ただ客観的調達
価値のみが、価値測定のための原理として役立ちうる。（s.118-s.119）
　前述したように、評価に際してはまた、価値の現在性が考察されなけれ
ばならない。かくて、現在の客観的調達価値が標準である。価格状態が変
化した場合は、新しい価格が考慮されなければならない。このことは、た
だ時々の現在価値のみが社会的な大きさとして妥当性を持ちうるというこ
とから生ずる。（s.119）
　価値測定原則としての客観的調達価値の使用に関しては、さらに様々な
財産諸項目の価値について、それぞれの特性が取り上げられなければなら
ない。
　すなわち、たとえば生産企業は、ただ狭い意味での生産的な活動だけを
営むのではなくて、一部はそれと同時に一部はその代わりに、通常他の経
済的活動も含んでいることを考えるべきである。それは、小売商人の活動
や消費者のそれ（再生産的な消費）をも含む。商人つまり卸し商と小売商
もまた、とりわけ彼の動産に関して消費者である。個々の資産は、様々な
企業において様々な価格の原理に基づいて調達されることになる。財が、
企業によって生産されるか、あるいは再販売のためまたは消費のために獲
得されるかといった事情次第で、ある物には生産価格があてられ、他の物
には卸しの調達価格が、さらに他の物には小売りの調達価格が当てられ
る。（s.119）
　たとえば、商品の生産価格を a で示し、その原価プラス生産者の利益
を b で、原価プラス卸し商の利益を c で、消費者のそのことを d で示す
とすれば、我々は、様々な企業について財貨移動の各段階で見出される個
別の資産の価格を具体化した次のような表を得る（単純化のために、各々
の場合に、ただ財の一種類のみを例とする。生産者に関しては、彼が大
きな必要性をもっている原材料を、直接原材料生産によっていること、で
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なければ補助材料を卸し商から受け入れていることを、仮定している）。
（s.119-s.120）

　様々な企業における各種の資産が、上記の方法のように、様々な調達価
格にしたがって評価されうることから、しかし、価値測定原則の統一性が
取り消されるものではない。調達価格についてのこの多様性は、結局、移
動過程の自然な動きに基づいている。移動の各々個別の段階のもとで、そ
の時までに生じた生産原価が財の価値を決定する。消費者の手もとでは、
商人や生産者の倉庫にあるよりも、相応のより大きい価値が存在する。つ
まり、評価において、この関係でも恣意性が支配することはない。そうで
はなくて、それは財貨移動過程の正規の動きに基づいていることである。

（s.120-s.121）
　かくて我々は、要するに年次貸借対照表の統一的評価原則として、現在
の客観的調達価値の正当性が証明されるに至ったと、信じうるのである。

（s.121）
　この原則の実行に関していえば、まず、商品、有価証券等のように、市
場価格や取引所価格を持っている諸資産すべてについて、貸借対照表価値
は、それに基づいて決定されるべきであるということが、考えられなけれ
ばならない。この場合、小売商については、そのために市場で与えられた
調達価格が、卸し商については、そのために市場で与えられた調達価格が
考慮される。生産者に関しては、原材料や補助材料の調達のための市場価
格が考慮されるべきである。固定資産のように本来の市場価格を持たない
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ような資産に関しては、現在通常の一般に最終的に支払われた価格に基づ
いて決定された調達価値が、評価のための標準である。一方、新しい現在
の調達価格が、どうしても決定できないという場合には、最初の価格が、
現在妥当するものとして見積もられなければならない。（s.121-s.122）
　さらに評価のための確たる原理的な意味には、運送費、販売費、租税経
費等のような特別な調達原価以外の、あるいは材料、賃金、控除経費、技
術職員の給与等のような特別な生産原価以外のものの調達ないし生産原価
の見積りに際して、管理費、広告費、旅費等のような一般的なつまり共通
経費も考慮されるべきかどうか、という問題がある。とりわけ製造企業に
おける生産原価について、見解は分かれる。（s.122）
　因みに、コサックは、生産価格の決定に際しては、単に消費された材
料、賃金等のみではなく、相応の管理費、役員の給与、事務用消耗品費な
どが見積もられるべきであることを要求している。クナッペによれば、工
場の原価額は、材料、賃金、一般経費（工場経費、経営費、製造経費、販
売費あるいは管理費）から成り立つ。スターンによれば、生産原価には、
材料と賃金ならびに比例的経営費や配分商的管理費が属する。シュマーレ
ンバッハも同意見である。パッソウによれば、実際に生産に費やされた一
般的経費は考慮されるべきで、バウアーが同意見である。（s.122-s.123）
　これに対してジモンは、本来、原材料、賃金だけが見積もられるべきで
あると主張し、さらに、機械等の減価償却は考慮されるべきではないとす
る。レームの主張もまったく同じである。ベッツィンガーによっても、一
般管理費は考慮されるべきではない。（s.123）
　カルメス Calmes によると、考慮されるべき製造原価には、それらが
製造に関係する限り、技術的部門の事務所経費や賃金等、販売費、旅費、
減価償却費等も属する。この見解には、グレイスル Greissl も区分され
る。ショッテ Schotte は、生産原価が、原材料のための加工や改造のた
めの原価から、それに販売面で生じる運送費から成り立つ、と説明する。

（s.123）
　最後に、法律に関して言えば、それに関する一般的規定は見出せない。
これに対し、株式会社に関しては、新ドイツ商法典とスイス債権法とにお
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いて、管理の経費は貸借対照表に表示される必要はない、ということが規
定されている。前者に関する意見書からみると、そこではしかし、生産価
格の見積りの際の一般費用のなにか一部を考慮することに、特別の禁止は
ないようであり、それよりも、まず貸借対照表における積極項目として、
すべての一般費用を設定することへの予防が目的とされている。（s.124）
　我々が、上述に基づいて問題を考える時、商的企業において、共通費用
は一般に調達原価の見積りについて考慮されないことは、明らかである。
このことは、個々の財に関して、その次への移動によって価値増大の事実
を生むという広い意味での生産活動、つまり商的活動の本質的部分であ
る。財が倉庫に寝ている限り、それは財の価値に影響しえない。狭い意味
での生産企業において、生産がうまくいっている時に価値が生まれると全
く同様に、広い意味での生産企業に関してもまた、ただ個々の財に関する
活動がうまくいっている限り、価値増加が生じるのである。（s.124-s.125）
　かくて、財の保管と販売を目的とする商的企業においては、単なる原価
ではなく、調達のために実際に費やされた原価が、調達価格の測定に際し
て考慮されうるのである。いわゆる共通費用については、したがって、何
か上述の中の特定の性質のものだけか、そのものの一部が見積もられる。

（s.125）
　このことは、狭い意味での生産企業における生産価格についても妥当す
る。その測定に際しても、ただ生産のために実際に費やされた費用のみが
考慮され、その企業が生産物を自ら販売するとしても、生産物の保管や販
売のために当てられた原価は、考慮されないのである。（s.125）

5　経済的安全性の視点

　我々は、すでに、評価原則としての現在の客観的調達価値の正当性を述
べてきた。我々はさらに、この原則の使用に際して、より以前に示した特
別な視点が考慮されるべきかどうか、考えなければならない。（s.126）
　何よりも、我々には、経済的安全性の視点が考慮されよう。
　すでに説明してきたように、この視点は未実現利益との関わりで、価値
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の現在性と矛盾している。このことは、要するに、諸資産の見積りが真実
なものより低い価値となる積極財産の過小評価と、企業の経済的安全性の
要求とを採用することに、理由がある。（s.126）
　因みに、レームは次のように説明する。「貸借対照表真実性の原則より
も、経済的堅実性のそれが経済上より重要である。企業はより堅実に存続
しようとするために、積極財産を常により低く評価し、消極財産をますま
す高く評価する。積極財産の過小評価、消極財産の過大評価は、債権者に
対する商人の支払能力と信用能力を強くする。」（s.126）
　全く同様に、シュタウプは、諸資産がその価値以下に見積もられる場
合、企業自体と債権者の有利となり、このことが財産の強化へと通ずる、
ということを強調する。ジモンとフィッシャーによっても、過小評価が、
とりわけ先慮の観点から是認されている。（s.127）
　さらにクラッセルは、諸資産の過小評価は称賛すべきものであると主張
する。「積極財産の過小評価と消極財産の過大評価は、確かに貸借対照表
真実性の原則から逸脱するかもしれないが、しかし現在に至るまで、健
全な貸借対照表のための安全性の保証を、かなりの程度に成している。」
バウアーもこの見解であり、次のように説明する。「企業が積極財産を低
く評価すればするほど、ますます内部資金が、つまり企業の堅実性が強
くなる。このような財務的強化は・・度重なるにつれ、要するに堅実な
経営よりも全く異常な過小評価が行われ、そこで高価な設備や諸資産は、
しばしばたった 1 マルクで評価されることにもなる。」　ダンネンバウム
Dannenbaum は、過小評価を、特に企業の堅実性に役立つ、いわゆる秘
密積立金の利用によって様々な営業年度における結果を等しくできる、と
いう観点で弁護する。株式会社の場合は、その方法に基づいて均等配当
の分配と株式相場の安定が引き起こされる、と言う。ヒューバー Huber
は、過小評価は「企業の財政状態の健全性に役立つ」と説明する。スタ
イナー Steiner、シェーンバント Sch nwandt それにグロックメイヤー
Glockemeyer も同意見である。（s.127-s.128）
　すなわち、我々が見るところ、これらの立場によれば、諸資産の過小評
価は、企業それ自身と企業の債権者に関して、経済状態についての大きな

82　82　包括利益の示唆するもの―コフェロ説（1912）を参考にして─



安全性を招来する、ということが主張される。このことはしかし、経済状
態の安全性は経済活動の正当性と合目的性によって制約されなければなら
ないので、その双方を通じて正当な取引に導かれた場合においてのみ可能
となる。それ故、ここに、一般的な前提として、低くされた貸借対照表価
値によって、一方で企業家自身に関して正当で合目的的な企業活動が、他
方で債権者に関して正当で合目的的な債務保証が導かれる、ということが
妥当しなければならない。（s.128）
　この一般的前提が履行しえないことは、すでに先見的に明らかである。
　不正な支点の使用によって、企業活動が合目的的に正しく導かれえない
ことは、明らかである。我々がすでに強調してきたように、経済活動の成
功のためにこそ、出来るだけ正確な計算が必要である。しかしまた、正当
な取引で、出来るだけ用心深い取引が考えられるべきであるというなら、
事実はそうである。（s.128）
　その場合、ある人と比較して過小評価を行っている企業家は―彼の経済
的存立の強化のために―その積立金の高について知らせようとしないの
で、金銭を除いておくかまたはそれを基本的に測定しないことになる。彼
らは、取引に際して、積立金を持っていることを忘れていないことは明ら
かであり、それについての意識は、いかなる場合も彼の活動に影響を及ぼ
す。彼がほとんど積立金の正しい高を知らないという状況であれば、彼に
不利になる。彼がそれを過大評価していれば、用心ではなく不注意に取引
を導くということも起こりうる。全く同様に、「秘密積立金」をもってい
る企業家は、どれだけの高か知らないとすれば、時にはそれの過大評価に
よって、不正なそして不注意な取引に誘惑される。また、用心深い取引に
も、真実の状況の認識は、不可欠の前提であらねばならない。（s.129）
　企業家が、過小評価によって、すなわち自己欺瞞の試みによって、正当
な貸借対照表価値に基づくよりも、より正しいより合目的的な活動に導か
れるという観念の不合理は、これ以上明らかにする必要はない。（s.129）
　このことは、債権者に関して、過小評価によって正当な債権者保護を招
来するという仮定についても、また妥当する。この点においても、公正な
貸借対照表価値のみが正しい合目的的な取引の原則である。（s.129）
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　確かに一般的に、信用供与者の判断能力は、過小評価の着手と個々の企
業家の任意によるその時々の高さに依存することによって、妨害されてい
る。企業の財政状態についてのより安全な判断は、そこでは不可能であ
る。判断は、どこで過小評価があってどこでないか、またそのことが仮定
されたとして、どこでそれが行われないかが知りえない故に、ただ不利に
だけでなく、あるいは有利にも導かれうるのである。それはしたがって、
不時の清算に際し取り上げられるのではなくとも、債権者にとっては不愉
快にも不意に起こりうるのである。あるいは価値が正当であり、したがっ
て過小評価によると不利になるという仮定のもとで、貸借対照表にした
がって判断が行われる場合においても、それに基づく決定と処理が、常に
債権者を保護する利益に合致するかは、確実ではない。（s.129-s.130）
　かくて我々が見るところ、過小評価によれば企業の経済的安全性に寄与
するという一般的仮定は、維持できない。これに対して、過小評価が、あ
る場合において、企業の利益と債権者のそれとに有利になりうることは、
認められなければならない。このことは、ほとんど株式会社に関して、時
に企業の財産を増加させる秘密積立金の設定によって、株式相場の安定を
目指す配当政策を行うか、一般に利益の分配が防止される場合である。し
かし、この場合においても、過小評価は正しい手段ではない。結局、そ
れは、株主や他の利益分配者に対して欺瞞になり、彼らの経済的利益を著
しく傷つけることになる、ということが考慮されねばならない。したがっ
て、上述の目的には、ほかの手段が用いられるべきである。（s.130）
　一部は上記の視点に基づき、一部は過小評価の他の短所に基づいて、ま
た多くの著者達が論述している。（s.131）
　因みに、パッソウは、生産価格の測定の際の過小評価によって、工業生
産物は全く不正な成果を導くことになることを強調する。計算上、過小評
価された生産手段が投下された場合、製造物の価格は、それが実際に存在
するよりもより低くなり、そのような計算は、したがって、企業の活動に
ほとんど破壊的な影響を及ぼす。ひどく極端な減価償却によると、真実な
利益とそれに応じて測定された販売価格では全くなくて、実際に当該の状
況のもとではただ損失であるかもしれない、単なる計算上の利益が追求さ
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れることにもなる。これはただ粗末な私企業の業務執行を意味するだけで
はなく、資本の浪費をも意味し、これに対しては、国民経済的な立場から
の強い考察が行われなければならない。また、販売価格は、確かに過小評
価のそれを超えて設定されるが、しかし真実の価格以下に設定されるので
あるから、過小評価された諸資産の販売によって得られる結果の開示は、
不可能であるか誤りになる。たとえ実際に損失が生じていても、時には帳
簿上の利益が生まれることになる。それによって簿記も不正になるのであ
るから、この方法は結局、単に現在にだけではなくて、将来の活動にもか
なり混乱した作用をもたらすであろう。「かくて、過度の減価償却の原則
は、会計制度内部における混乱以上に混乱に陥り、それによって精密性と
正確性を奪われることになる。」（s.131-s.132）
　同じ短所は、シュマーレンバッハも取り上げている。過小評価は、状況
次第でかなりの程度に貸借対照表を偽装し、不正で有害な結果に導く。つ
まり、商品に関する秘密積立金の一般的結果は、利益が、好況（在庫品は
少なくなる）の際は不正に増大し、不況（在庫品は多くなる）の際は不正
に減少するということである。（s.132）
　さらにシュマーレンバッハは、過小評価が用心深い貸借対照表の徴候で
あるという見解は、正しくないことを強調する。しかし、全く別のこと
で、人が先慮と名づけようとするものは、時に充分に存在する。「株式会
社にとって、商人的な貸借対照表を作成する組合にとっても、そして近年
の有限会社にとっても、諸資産の過小評価はしばしば欺瞞になるが、だか
らといって先慮は、その後遅れてありうることを心配して、管理者がその
欺瞞について適時の予防を行うこと以上になされるべきではない。過小
評価によって生ずる秘密積立金は、後の貸借対照表に直ちに有利になるよ
うな毛繕いのために、低生産の年度の悪い結果を隠すために、不幸な措置
を補うためになど、各々の場合に単なる方法としてのみ供すべきである。」

（s.132）
　ライシュとクライビッヒは、公然たる過小評価は、過大評価と同様の誤
りに陥り、また非常に著しい資産利益の損害になるという。因みに、株主
は、彼の配当や株式の流通価値に関して損害を受け、企業の相続人、譲
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渡人、経営者は、相続、譲渡あるいは企業の解散等に際しての譲渡価格
に関して損害を受ける。ベッツインガーも、このことを強調している。

（s.133）
　上述から明らかなように、過小評価によって、企業の財政状態の判断と
簿記は、誤りに陥り、利益分配は不正になる。全く同様に、過小評価は、
上述の年次貸借対照表の機能に関して短所となる。（s.133）
　課税に関していえば、諸資産の過小評価が行われた年次貸借対照表が、
企業の担税力のために正しい基礎を決定できないことは明らかである。そ
の上、過小評価によって、それに関する直接的な欺瞞を招じうる。課税に
関するより大きな控除額の非正当性は、とりわけフィスティングによって
強調されており、彼は、控除は実際に起こる価値減少の考慮に基づき、諸
資産に本当に生ずる価値を表現にもたらすべきである、と説明する。シェ
フレも、本当の価値下落を超える大きな控除に反対を表明している。これ
と全く同様のことが、特にバーデンの財産課税法の実施規定に取り上げら
れている。（s.133）
　結局、過小評価によれば、統計的資料としての年次貸借対照表の利用
は、かなりの程度に困難になる。このことは、とりわけモル Moll が述べ
ている。（s.134）
　これまでに説明したその短所のために、過小評価は、排斥すべきものと
して示されなければならない。のみならず、一般に経済的安全性にまで貢
献できないということは、明白であろう。さらにより詳しい観察によって
明らかになるが、過小評価については、たいてい経済的安全性の留意では
なくて、何か全く別のことが目的とされている、ということが取り上げら
れるべきである。（s.134）
　ここでの一つの根拠は、多くの場合に、過小評価の着手により、正しい
財産状態の公開を妨害する試みになっていることに求められる。この方法
に基づけば、結局、良い結果が課税や他の目的のために秘され、企業の信
用や地位を公開することに影響を及ぼす他の年度の悪い結果が隠される。
さらに競争相手に関しては、企業の好機と財産状態を詳しく知らされなけ
れば、営業がうまく実行できないだろう、という見解が加わる。つまり、
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財産状態の正しい報告は、いわば営業秘密に属するものと観察されること
になる。（s.134-s.135）
　正しい財産状態が、秘密のままにされるこの傾向は、企業家の取引にお
いては、いつの時点でも認められる。因みに―若干の例をひけば―1527
年のフッガー家の財産目録では、過小評価を行っていた。シュトリーダー
は、それはまさに相当の課税を避けんがために行われた、ということを
指摘する。マンツオーニは、業務日誌としての当初の財産目録の採用は、

「たくさんの原因と理由を添えて」おり、それをもって財産状態がより容
易に知ることができたので、推奨されなかったと説明する。ミラノの聖ア
ムブロシウム銀行の貸借対照表については、同じ根拠から、ただ銀行記録
室のための写本のみが作成されたという。1773 年の半期配当の決定に際
して、英 - 蘭会社の取締役は、それは「守秘」により、その提案の理由を
出せないと説明しており、オランダの株式会社の取締役は、時々、要は特
別な処理として計算していた。これを証拠に、実務ではまさに大いに利用
されている「秘密簿記」があった。（s.135）

6　実現純利益の表示

　価値測定原則としての現在の調達価値の使用については、貸借対照表
における純利益が、実現しているかいないか、またそれがどの範囲の企
業経営を通じて生じているかについて、考慮も無く表示されることが起
こっている。しかしながら、我々が前述したとおり、実現した純利益ある
いは経営純利益が、貸借対照表の表示にまで導かれることが問題になる。

（s.136）
　因みに、一般的に、企業の財産状態の判断の立場から、実現した純利益
の表示が要求される。すでに述べたように、実現した利益と損失は、ある
程度、景気に基づく価値増加や減少という性格の外にある。前者は、行わ
れた取引行為を通じてそのまま事実となり、一方、後者は引き続き変化に
さらされる。それが実現したという測定の結果の認識は、したがって、財
産状態の正しい判断のために意味をもちうる。（s.136）
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　この立場から、経営利益の明瞭性もまた望ましいものとして表れる。経
営利益に関して、無関係の、企業経営の外にある原因によって、とりわけ
単なる景気や幸運によって引き起こされる結果が必ず除かれるとするなら
ば、その認識を通して、行われた経済活動に関する財産状態の姿は、より
良く判断されるであろう。（s.136）
　さらに貸借対照表の機能について、課税との関係で、実現した純利益
や経営純利益が貸借対照表に表示されることが問題になる。前述したよ
うに、とりわけ最も新しい法律において、貸借対照表が収益課税や所得
課税との関わりで加えられる意味のために、この視点は特に重要である。

（s.137）
　この立場から問題を明らかにせんがために、我々は、収益と所得に関し
て、より詳しい観察を引き受けなければならない。すでに示してきたよう
に、経済学においてと法律においてとでは、とりわけ所得概念に関して大
きな見解の相違がある。（s.137）
　まず経済学との関わりで言えば、本来、収益については経済的成果が、
対象、資源、経済的財などとの関係で理解され、所得については成果が、
主体、個人との関係で理解されるべきであるという、その限りだけで一致
が見出される。（s.137）
　ヘルマンによれば、所得は、主体がある期間に、彼の財産を縮小するこ
となく、彼の欲望の充足のため使用しうる経済的財の総計、と定義され
る。したがって、個人の立場に基づくと、所得のみがあって、粗および純
所得はない。この見解は、本質的に、シュモラーによって共有され、彼
は次のように説明している。「所得について、我々は、個々人がその財産
を減ずることなく、自身と彼の家族のために、彼の精神的肉体的欲望のた
めに、彼の楽しみと目的のために、究極的には彼個人の向上のために、経
済的期間において使用しうる手段の総計、と理解する。」　しかしながら、
シュモラーは、この理解を後に明確化して、その手段は個人の「労働と財
産の定期的成果」と考えるべきである、としている。（s.138）
　シャンツもヘルマンの立場に立っている。彼にしたがえば、所得につい
ては、第三者の利用や貨幣価値給付を含む特定の期間の純財産増加、と理
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解されるべきである。所得には「一期間に、彼がそれまでの自分の財産を
減らすことがないように処理して、その人に流れ込むもの」すべてが該当
する。したがって、贈与、遺産、くじ利益、景気利益等々、同様に債務
利子、景気損失、財産損失は所得の計算に際して考慮され、未実現の景気
利益や損失も所得確定の要素として考慮されるべきものとなる。本質的
には、所得の概念は、商人的貸借対照表による純利益の概念と一致する。

（s.138-s.139）
　シャンツはまた、収益の概念を明白には限定していないのである。それ
は、物財に関する成果であるので、物財との関係で生じた価値増減、未実
現のそれも考慮されるべきである。粗収益から、物財や用役に関係する経
費を引くと、人は商人的純利益を手に入れる、とする。（s.139）
　マンゴルト Mangoldt とミットホフ Mithoff は、所得について、資本の
補償もなく、また財産の減少なく、その人に使われ特定の期間にその人に
流れ込んだ経済的財や上昇価値の総体ないし総計、と把握している。しか
しながら、それは、経常的に繰り返し生ずる収入と、贈与、遺産、くじ利
益、臨時の営業利益や景気利益等のような非経常的に流れ込むものとの間
で区別されるべきである。前者は正規の所得を形成し、後者は臨時の所得
を形成する。（s.139）
　ワグナー Wagner によれば、人の所得は次のことを包含する。「（1）あ
る期間において（慣習的に年間で測定される）経常的な、その場合に経常
的に繰り返す能力をもって、利益源泉として新たに財産として生じる経済
的財の総計。所得のこの部分は、要するに経済性につまり個々の経済的活
動（労働、企業）に起因し、あるいはとりわけ所有権や債権（使用権、土
地所有権、資本所有権、信用会社の債権）に、そして経常的な無償の収入

（慈善、贈与）に起因する。（2）人の使用財産に、時に起こる減損や取引
減少を除いて、期間的に永続的に与えられる利用（使用権）ないしその単
なる利用可能性。」　経常性の動機は、少なくとも所得の国民経済的な観察
のためには重要であるので、時々の贈与や遺産等のような偶発的収入は、
一般に所得に計算されるべきではない。しかし、何か非経常的にもたらさ
れたものでも、財産増加に現われた財貨額や価値額は、所得の第三の部分
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として考慮されるであろう。（s.140）
　経常性の要因に、コーン Cohn は特別の重きを置いている。彼は、所得
を、経常的に繰り返し家計に役立てられる財の総計、として示す。「所得
でないものは、遺産やくじ利益のような非経常的な収入である。いずれの
家計にとっても個別の場合は、繰り返して測定されるのではない故に、そ
れは別途に取り扱われるべきである。」　本質的にノイマン Neumann の意
見が一致し、それは次のように説明している。「所得は‥財すなわち貨幣
価値給付と利用の総体であり、それは、経常的な成果として、ある者があ
る時点で、彼が自分の利益を処分するに際して、継続的な取引先に分配す
るものである。」　したがって、贈与、遺産、くじ利益等は、所得に数えら
れない。シェフレによれば、所得は特定の人の財産についての価値増加の
総計、と把握されている。それは、単に労働や財産獲得の成果から成り立
つのではなくて、他の方法の財産増加によっても成り立つ。したがって、
所得には次のものが属する。（1）生産および他の資本や労働利得による
経済的な収入。（2）「その他の源泉の期間的収入ないし純財産価値増加で、
所得を受取る主体の経済的な利得状況においてではなく、特別な関係（法
的関係）において他の経済事情にその根拠を見出されるもの（租税、10
分の 1 税、扶養料等）あるいは継続的に保証されるもの。」（s.140-s.141）
　フィリポヴィッヒは、所得を「継続的な取引先に起因する限りで、ある
経済単位に特定の期間においてもたらされた純収益とその他同種の財貨総
計ないしその価値」として示す。したがって、贈与、遺産、くじ利益、上
昇価値等は、所得の概念には入らない。フィスティングは、所得は人間の
欲望の支弁のために、財貨生産の継続的な源泉を獲得することから生ず
る、と説明する。それ故、景気変動の損益、幸運等は、所得に計算される
べきではない。商業と工業の観点において、経営の直接の問題としては現
われない価値変動は、所得に関係しない。したがって、所得の概念と商人
的貸借対照表で算出される純利益は、一致しないのである。（s.141-s.142）
　経常性の要素の箇所で、ロッシャーは、経済的活動のそれを定めてい
る。彼は、収入、所得それに収益の概念を次のように限定する。「収入の
概念は、ある期間内に新しく財産になったすべての財貨を包含する。これ

90　90　包括利益の示唆するもの―コフェロ説（1912）を参考にして─



に対して、所得は経済的活動に起因するという、単にそれだけの収入であ
る。収益は、経済主体のではなく、経済そのものあるいは管理対象の立場
からして所得と見られる。」　粗所得と純所得とが考慮されることになる。
粗所得は、経済上、特定の期間の経過につれて、新たに生産された総財貨
から成り立ち、純所得は、総財産を小さくすることなく、消費されるに従
い生産原価の控除後に余剰が残る、その部分から成り立つ。（s.142）
　ヴォッケ Vocke によれば、収益は「欲望の充足のために、特定の財貨
源泉から得られた手段」の総括であり、「特定の種類あるいは特定の項目
の制限のもとでの労働の成果」である。労働の成果として、収益は繰り
返しを前提とし、それは常に新たに獲得されねばならない。贈与や遺産等
は、この根拠からして利益に属さないが、これに対して景気利益と損耗に
よる財産価値減少とは属する。収益が利得源泉に基づき限定される所得で
あるように、所得は人に集約される収益である。所得は、すべて意のまま
になる利益源泉から流れ込むものの総計である。「所得は、かくて、手段
の総計であり、それは、彼と彼の家族の欲望の充足に、すなわち自由な処
分に向かわせるものであり、あるいは、収益と同様に収入との諸関係にお
いて（人の総収益までに拡張して）、使われた財産部分の補充と彼の経済
運営と結び付いた請求権の返済の後に、また個々の使用に対する純然たる
財産変化による財産増分からの控除の後に、どれだけ経済人に余剰がある
か、ということである。」所得は収益から成り立つので、したがって、そ
れには確かに景気利益や償却等は考慮されるが、しかし贈与や遺産等は考
慮されない。（s.142-s.143）
　コンラッド Conrad によれば、所得は価値の総計であり、それはある期
間の経過にしたがって、自然人あるいは法人の所有物について、財産状態
を損なうことなく、純収益として、その経済体に転化し消費され得たもの
と把握されている。経済と関係のない収入、たとえば遺産、贈与、くじ利
益等は所得に属さない。本質的に、レクスィス Lexis もこの意見であり、
エーベルク Eheberg も同様である。（s.143-s.144）
　ゲルトナー G rtner は、「その期間の個別の生産行為の中で表現される
に至った個人の個々の労働力の経済的結果のプラスの総額」が彼の所得を
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形成する、と説明している。つまり、個別の生産行為の成果であり経済活
動に際して考慮される価値増大と価値減少は所得に属するが、対して財
産増と損失は所得に属さない。「個別の生産行為」の概念については、意
図が標準となる。したがって、景気変動損益は、投機的意図が存在する
場合にのみ所得に属する。贈与や遺産等は所得の概念には入れられない。

（s.144）
　フォーゲル Vogel によれば、景気変動による利益と損失は、投機的意
図が存在する場合でも所得源泉ではなく、この場合、それは遺産や贈与等
による一度きりの財産増加が所得に属さないと全く同様に、別の実務的事
象として取り扱われる。この価値上昇と価値減少は、たいてい経済主体の
財産運営と関係する。これに対して、繰り返しあるいは営業上売却に際し
生じた景気変動損益は、考慮されなければならない。（s.144-s.145）
　経済学で支配的なさまざまな見解は、法律においても表現されている。
　すなわち、バッセラーの法律によれば、総所得には、次のようなものが
属する。「資産諸項目、とりわけ不動産と有価証券による資本利益および
資本増加で、販売や値上がりによって得られるもの。」　さらに次のように
規定している。「総所得の算出に際しては、営業原価、製造ないし製作原
価、使用人および労働者の賃金と厚生費、返済する資本の利子、不動産の
維持費用、課税年度の経過にしたがい発生する資本損失ならびに営業上の
資産諸項目についての償却が、控除されるものとして考慮される。」　かく
して、所得の計算に際しては、未実現の利益と損失も考慮される。遺産は
特別な課税の対象となる。（s.145）
　ブレーメン、リューベックそれにハンブルクの法律は、多くの点で同じ
である。これらのいずれに依っても、投機的意図が存在しない場合でも景
気利益は所得に属する。たとえばそれが、くじ等による個別の利益でも、
すべて同様に属する。これに対して、遺産や贈与等は考慮されないのであ
る。（s.145）
　因みに、ブレーメン所得税法では、とりわけ所得には次のことが計算さ
れるべきであると規定されている。「営業性はなく、投機目的に限られた
場合であれ、個々の利益があがる事業の収益、つまり販売用の土地によ
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る、有価証券による、またくじによる資本利益、そして特別に名前をあげ
ないが要するに相当の控除をされる収入のすべて。―したがって、資本利
益としては、納税義務者の特別な活動なしに、ただ獲得後に生じた販売諸
資産の価値上昇によって得られたような利益も勘定に入れられなければな
らない。―遺産、遺贈、贈与そして無償出資は、それらが獲得の時期に持
つ資本価値に関係しても、課税所得にはとりあげない。」　さらにこの法律
では、納税義務者は、彼が計算の基礎にしている暦年中に被る偶発の資本
損失は所得から控除されてよいという権利が与えられることを、規定して
いる。リューベッカーの所得税法の規定が細部まで一致する。（s.146）
　ハンブルグの所得税法によれば、所得には次のようなものが属する。

「個別の営利会社の利益には、くじ利益も属し、これに対して遺産、遺贈、
贈与、結婚に際しての持参金、生命保険の収入は、所得にではなくて、そ
の利益から税が支払われることになる受取人の資本財産に算入されるもの
とする。」（s.147）
　前述のように、説明した三つの法律によれば、商法典の規定に一致する
帳簿を導く商業および工業経営者に関しては、納税義務ある所得は、貸借
対照表によるか決算締切りによって計算されることになる。このような企
業に関しては、したがって、未実現の利益と損失も所得に計算されるので
あり、その点で、それらは財産諸項目の評価によって考慮されるのであ
る。（s.147）
　これに対して、プロシャの法律は、所得を経済活動との厳密な関連の中
に位置づけており、景気利益は投機的意図が存在する場合にのみ考慮さ
れ、特別で非経常的な収入は、要するに考慮されない。所得税法では、次
のように規定されている。「遺産、贈与、生命保険による非経常的な収入、
また営業目的でないかあるいは投機的目的で行われた土地の売却やそれに
類する利得による非経常的収入は、納税義務ある所得として妥当するので
はなくて、基本財産の増加として、その減少も全く同様に、利益がそれ
によって増大したか減少したかという点でのみ考慮されるのである。」　純
利益から「利益の獲得、保全、維持についての（広告宣伝費）」費用が差
し引かれてよく、そのようなものとして、とりわけ「建物、機械ならびに
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以前不用になった棚卸資産の減耗についての経常的年次的控除で、その調
達原価が経営費用として計算されない場合」、そして支払利子が妥当する。
すでに述べてきたように、商業、工業および鉱業の所得としては、商法典
の規定に則り取引帳簿を導く納税義務者については、その規定の考慮のも
とに「棚卸しと貸借対照表について商法典により規定されているか、さも
なくば正当な商人の慣習に一致するような」原則にしたがって計算される
営業利益が妥当する。このことは、特に「一方では投下資本の増大につい
て、そして他方では価値減少の適切な考慮に相当する経常的年次的な償却
について」妥当する。（s.148-s.149）
　リッペ－デトモルト、ザクセン－アルテンブルク、シャウムブルグ－
リップ、シュワルツブルグ－ルドルシュタットそれにブラウンシュヴァイ
クの所得税法の規定が、プロシャの法律と一致する。シュワルツブルグ－
ルドルシュタットの法律では、非経常的収入として「遺産、贈与それに生
活保険、災害保険、生命保険、資本保険による資本への収入、またくじ利
益に関する収入、さらに営業ではなく投機目的を意図した土地の売却なら
びに購入によるそれ」が引証されている。商業と工業の所得に関して、ブ
ラウンシュヴァイクの法律の施行規則の中では、次のように説明されてい
る。「商法典第 28 条の規定により商業帳簿をつける納税義務者について
は、棚卸しの際の財産諸項目と債権の評価について、また一般に認められ
た減価償却の標準について、商法典 31 条の規定、商人的方法、またそれ
らによって導かれる範囲内での納税義務者自身の判断が、規制する。この
ような関係から、簿記について得られる原則は、個々の場合の減価償却の
不法な高が、一般的方法として慣習的にあるいは特別な実際の諸条件に適
切に準備された標準を明らかに超えるものでないか、あるいはまた実際の
純利益の人為的な下落の意図が認められないかぎり、結局、納税義務者の
所得の計算のためにも標準となるのである。」（s.149-s.150）
　オーストリアの法律によっても、遺産、生命保険、贈与そして同様に無
償の給付による非経常的な収入は、納税義務ある所得として妥当しない。
これに対して、諸財産の売却に際しての投機的利益や景気利益は、営利企
業の経営上あるいは投機業務の遂行上、売却がなされた場合に考慮され
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る。（s.150）
　同じ内容だが、バイエルンの事業税法では、商業帳簿の作成に義務のあ
る営業主に関して、棚卸しと貸借対照表のために商法典により命ぜられ
た、さもなくば正常な商人の方法に合致する原則によって求められるこ
とになる利益には「投機的目的ではない営業による、またそのような営業
への資本参加による利益が、同じ動機から生じた損失であるものを差引い
て」加算されるべきであるとする。（s.150-s.151）
　ザクセン・ゴータイの所得税法によれば、「遺産、贈与、生命保険とそ
れに類する利得による非経常的収入」は、納税義務ある所得としては妥当
しない。しかし、立法草案への理由付けでは、投機的業務が存在している
場合でも、諸資産の売却によって得られる利益は、ともかく考慮されるべ
きとしている。当該箇所では、次のように述べている。「支出することな
く、ある人に第三者の側の財産や所得から流れ込む非経常的な給付、さら
には―特に強調されるべきことであるが―継続的な欲望の充足の目的のた
めに行われるのではない非経常的給付もまた、経済的原則によって、財産
への増加とみられるべきであることは、疑いもなく明らかである。このこ
とは、財産実在部分の売却によって得られる額に関わり、その売却が純粋
な投機活動として現れるのではなく、別の法的なあるいは経済的な動機に
よって条件づけられるかぎり、妥当する。」（s.151）
　プロシャの法律と相異するものが、ヴェルテムベルグの所得税法におい
て命ぜられている。「課税すべき所得としてではなくて、基本財産の増加
として、遺産、贈与、生命保険による、土地、有価証券その他の諸資産の
獲得と売却による、そして株式の放出の際に申込額より高額のため得られ
る打歩とこれに類する利得による非経常的収入が、妥当する。これは基本
財産の減少も全く同じで、ただ利益がそれによって増加したり減少したり
する時にのみ考慮される。」　しかし「投機的目的で行われる業務上の利益
は、当該年度でその業務で被る万一の損失を差引いて」、「その業務の締切
りやそれに関する資本参加が、納税義務者によって慣習的に行われている
場合」あるいは定期取引である場合には、所得に計算されるべきである、
ということが付言されている。工業等の経営の所得に関しては、特に次の
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ように規定されている。「年次所得の計算に際しては、営業年度の初めの
状態に対し、変化した営業年度の終りの設備資本および経営資本の状態が
勘定に入れられなければならない。その際に生ずる増加は、それが営業そ
のものから発生するかぎり収入に加算され、これに対し減少は、それが営
業財産の財産価値の流出によって生ずるものでないかぎり、収入から差し
引かれなければならない。」　これに関しては、次のように説明されてい
る。「慣習的に投機目的で行われている事業による、またそのような事業
への資本参加による利益は、工業経営に属さない納税義務者と同様に、工
業経営の所得の標準的な原則によって計算されねばならない。個々の裁定
取引による利益については、受取ったあるいは受取る純利益が計算されね
ばならない。慣習的に投機目的で行われる事業あるいは裁定取引による損
失は、当該年度でその事業から得られる利益についてのみ控除されねばな
らない。」　減損等の控除に関して、また利益追求の基礎としての貸借対照
表の利用に関して、この規定は、プロシャ法のそれと本質的に一致してい
る。（s.151-s.153）
　営業上着手される投機と単なる投機的意図とは、オルデンブルグの所得
税法の規定によれば、要するに景気利益や投機利益の考慮のための仮定と
して存する。その中では、次のように命ぜられている。「納税義務ある所
得には、特に次のものは属さない。遺産、贈与、くじ利益、生命保険によ
る、あるいは営業上着手されたのではない投機による非経常的な収入。こ
のような収入は、基本財産の増加として、資本財産の減少もまったく同様
に、ただそれにより収益が増加したり減少したりするときに限ってのみ考
慮される。」（s.153）
　すべての収入と損失に関して、ザクセンの所得税法の中では、所得の計
算に際しては、経営経済に起因するそれらのみが考慮されるべきことと
なっている。その中では次のように命ぜられている。「遺産やこの類の利
得による非経常的収入は、納税義務ある所得としてではなく、基本財産の
増加として妥当し、したがってその減少についても同様に―第 21 条の規
定を条件として―それによって財産の収益が増加したり減少したりすると
きに限ってのみ考慮される。」　商業と工業およびその他の営利事業の所得
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に関しては、特に次のように規定されている（21 条）。「年次所得の計算
に際しては、その期首の状態と比較した当該営業年度の締切りにおける投
下ないし経営資本の状態が勘定に入れられねばならない。それによって生
ずる増加は、それが営業それ自体から生ずる限り営業利益に加算され、こ
れに対して減少は、それが営業財産の財産価値流出によって生ずるので
ない限り、営業利益から差し引かれねばならない。」　我々がすでに前述し
たように、まして商業帳簿の記録の義務ある商業および工業経営に関し
ては、純利益は、商法典に規定されているか、さもなくば公正な商人の
慣習に合致する原則にしたがって計算されるべきである、ということが命
ぜられている。アンハルト州の所得税法の規定が、まったく同様である。

（s.154）
　バーデンの所得税法においても、課税すべき所得は、経済活動の結果と
して考察されている。課税すべきものとして「商業、工業にかかわらない
が、工業経営では」納税義務者に流入した所得のみが相当する。法律の施
行規則の中では、次のように説明されている。「遺産、贈与それに生命保
険による収入ならびにくじ利益や不動産販売による利益は、くじや土地
の購入と売却が営業上行われるものでない場合には、課税すべき所得とし
てではなく財産増加に相当する。」　同様にオランダの所得税法では、「有
価証券、商品あるいは不動産に資本を投下することに起因する利益や損
失は、工業、商業、手工業あるいは専門業を通して要求されるものを問
わず」計算に採り入れられるべきではない、ということを規定している。

（s.154-s.155）
　前述してきたような様々な見解を考察する時、我々はまず第一に、シャ
ンツによって説明された所得概念が、完全でより確かな概念であるという
ことに気づく。「ある期間中に、そこでの財産そのものが減少することな
く、それが処理されるままに人に流れ込むもの」すべてが所得に属すると
説明される場合、所得概念の内容に関して、それ以上疑う余地はない。こ
の概念は、本質的に貸借対照表上の純利益の概念と一致する。とりわけ
バーゼル州の法律において、あるいは重要な点でブレーメン、ハンブルグ
およびリューベックの税法においても、それは標準的である。（s.156）
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　シャンツが、とりわけ所得概念の解明に関して認められている一方、ド
イツ国民経済学者のかなり多数は、別の立場から出発している。彼らは、
まず所得概念を、経済政策的考慮に関係させていると限定することが重要
である。このために収入に関しては、財産増加と所得との間が区別されな
ければならない。境界としては、とりわけコーン、ノイマン、シェフレ、
フィリポヴィッヒによるように、経常性、継続的源泉の要因に重きを置く
か、あるいはとりわけロッシャー、ヴォッケ、コンラッドによるように、
経済活動へのあるいは経営経済への属性の要因に重きを置くかである。特
に貸借対照表に関していくつかの相異する規定があるにもかかわらず、そ
れぞれ所得概念がより詳細に明示されている多くの法律もまた、これらの
見解に従っているのである。しかし、所得概念の内容を曖昧にしたままで
は、上述の要因についてかなり不正確な境界が引かれることは、明らかで
ある。（s.157）
　とりわけ、このことは、企業家所得に関する場合である。まさにこのこ
とについて、今日、完全に継続的な収益源泉からあるいは収入の経常性か
ら述べられているわけではない。企業活動が源泉として完全なものと考え
られる場合でも、それは継続するあるいは継続して確保される源泉として
妥当しえない。明らかに企業活動の特別な性格に依存して、たいてい事実
は逆である。すなわち企業活動は、単に定期的なのではなくて、要するに
損失の場合でもそれはそれで済まされるのである。（s.157-s.158）
　同様に、経営経済への属性の要因は、境界として曖昧である。このこと
もまた、企業家所得に関して明白に現われてくる。成果が営業の産物であ
るか、景気変動の産物であるかは、しばしば確定不可能である。景気変動
の投機的関係は、企業活動において常に先見的に仮定されている訳ではな
い。このことは、たとえ経営資産に関して当然と思われても、設備資産に
ついては事情は異なる。たとえば企業主は、投機をねらうことなしに、商
店や工場のために必要ならば土地を購入しようとする。後に新たに何か予
想外の事態が起こった場合の販売による偶発的利益は、投機的利益である
という必要はない。しかし、一般的には、いま述べた種類の全ての経済的
取引について、ある程度は投機的意図が仮定されうる。ここに「意図」を
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もって標準的な原則となしえないことは、シャンツが明らかにしたところ
である。さらに、実現項目の「偶発的」と「経常的」との間を区別する視
点が、不確かな原則であるに違いないことは明らかである。（s.158）
　かくして、我々が見るところ、所得概念については、シャンツによって
のみ正しい境界が引かれており、これに対して、前述の他の著者達の定義
によるそれは、とりわけ企業に関して多かれ少なかれ不確実のままである
といえる。しかしながら、後者の立場からは、シャンツの概念は、要する
に所得概念ではないと主張される。因みに、フィリポヴィッヒは次のよう
に言っている。「つまり、シャンツは新しい所得概念を得たのでも、ある
いは古いものを完全にしたのでもなくて、要するに所得の概念を人的な経
済から取り除いたのである。」（s.158-s.159）
　確かに、フィリポヴィッヒの意味の所得概念は、ある価値を持ってい
る。経済的立場からは、主として継続性、確実性あるいは営業との関係が
所得について考えられるべきは、疑いもなく重要である。全経済におい
て、経済的措置の対応に際しては、とりわけ経常的需要の支出に関して
注目されるべきである。また、継続的に流入する経常的収入に基づく所得
は、特に課税されるということが税務政策上重要である。（s.159）
　しかしながら、企業に関しては、前述の経済的視点は一般に排除され
る。企業の性格から、一方では、継続性や確実性の根本がほとんど存在し
ないこと―企業所得については、その意味で、要するに全く語られない―
そして他方では、実際に、どれほどの成果が営業に、またどれほどが他の
原因に帰されるかということを確定することは不可能である、ということ
が起こる。遺産や贈与等のような収入の流入は、一般に除外されることに
なるのである。企業に関しては、かくして、フィリポヴィッヒの所得概念
は、それとの関わりではかなり小さな価値を持つことになる。（s.159）
　さらに、税務政策的な視点も、ほとんどシャンツの示す所得概念に沿っ
て論じられているように思われる。所得税の一つの目的が、納税義務者
に、彼の給付能力にできるだけ釣り合った条件で負荷しようとすることに
ある場合、課税が総給付能力にしたがって純財産増加総額に行われること
は、当然であるように思われる。特に純粋な景気利益に関して言えば、何
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よりも課税の公平性の立場から、納税義務者の営業によって生ずるのでは
ない、つまり当事者の努力なしで彼に流入する利益に課税しないことは
誤っており、一方で特別な労働を通して生ずる利益は課税に従っているの
である。特に企業に関しては、純粋な景気ないし投機利益の特別な確定
は、要するに実行されないと同時に、特別な課税によっていくらかでも適
切に負荷されうる遺産等は、前述したように、考慮に入れない程良いとい
うことになる。（s.159-s.160）
　これまでのことから、経営純利益は、経済政策的に特別な価値をもつも
のでもなく、充分な安全性をもって吟味されたり、あるいは要するに貸借
対照表価値によって確定されるものでもないことになる。したがって、貸
借対照表のためには、現在価値と実現純利益に基づくそれが残る。企業の
財産状態の評価の立場と課税との関係から、実現純利益のみが表示されな
ければならないので、その事情から、実現純利益の報告および表示が問題
になっているのである。（s.160）

7　未実現損益

　我々の成果を総合すると、現在の客観的調達価値が、前述の特別な視点
に関しても使用されるべきだ、ということになる。それ故、結局、未実現
利益が評価に際して考慮されるべきことになる。すでに述べてきたよう
に、現在の調達価格が存在しない場合には、最初の調達価格が―当然、減
損等による不時の価値減少を差引いて―現在にも妥当するものとして考慮
されねばならない。また現在の価値の決定が実際に大きな困難と結び付く
場合には、最初の価格に固執しなければならない。とりわけこのことは、
たとえばある営業財産のある部分との関係で、それに関する未実現利益が
すぐ実現されるというようなことによって、単に一時的で無意味な貸借対
照表不真実が起こる場合、考慮されることになるであろう。いずれにせ
よ、継続的でない貸借対照表不真実は―とりわけ著しくないものは―起こ
りうるということが注意されるべきである。（s.161-s.162）
　しかし、すでに説明してきたように、状況によって、企業の財産状態の
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判断の立場からあるいは課税との関わりで要求されることからすれば、実
現純利益の表示と確認が問題になってくる。その場合に、貸借対照表で
は、現在の価値に基づくそれと実現純利益とが表示され、明らかにされな
ければならない。（s.162）
　これら二つの追求が、実務においても可能であろうか ?
　この問題に、実務はすでにはっきりと答えている。前述してきたよう
に、実務においては、一部で、最初の調達価格が現在価格と、特に市場価
格に基づくそれと比較され、より低い価格が見積もられている。その比較
を通して、棚卸しに際し、未実現利益が追求され特別に計算されている。
このことは確かに、実務では通常ただ営業資産に関してのみ起こっている
が、しかしこの方法は設備資産に関しても、とりわけ現在的価値が、たと
えば土地について一般共通価値に基づくなど、充分な確実性をもって決定
される場合に、利用されている。（s.162-s.163）
　貸借対照表における実現純利益の表示方法について言えば、最も簡単な
のは、それをただ一欄で記入することである。それが一欄で表示されるの
でなければ、未実現利益の個々の額の特別な設定によって借方に表示され
る。このことが貸借対照表に技術的にどのように実行されうるか、我々は
以下に示す。（s.163）
　会社の年次貸借対照表を、それについて多かれ少なかれ重要な基本資本
の拘束の視点から取り上げる場合、我々としては、まず年次貸借対照表の
一般的立場から、ただ個別企業の貸借対照表のみを考慮する。（s.163）
　その中には、特定の基本資本の高が存在するのではない。というのは、
利益（あるいは損失）は貸借対照表上の純資産の総額の中に含まれ、した
がって常に貸借対照表の中に表れる訳ではない。成果表示のためには、二
つの異なった方法が用いられる。単に純資産のみが貸借対照表に表され、
成果はより前の純資産と現在の純資産とを比較した総額によって測定され
るか、あるいはまた、より前の純資産である成果の額とより後の純資産へ
の加減対象としての成果の額とが、同じ欄の中に設定されることにより貸
借対照表そのものの中で表されるかである。（s.163）
　前者の方法にしたがえば、貸借対照表は、たとえば次のような結果になる。
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積極財産 : 消極財産 :
種々の積極財産・・・・・20,000 種々の消極財産・・・・・40,000
商　　品・・・・・・・・40,000 純資産・・・・・・・・・60,000
土　　地・・・・・・・・40,000　 　　　　　　              
　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　  

　この場合、成果の報告のために、次の比較が不可欠である。
　　　　営業年度の締切における純資産・・・・・・・・・・

 

60,000
　　　　営業年度の開始における純資産・・・・・・・・・・50,000
　　　　利　　益・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　あるいは
　　　　営業年度の開始における純資産・・・・・・・・・・70,000
　　　　営業年度の締切における純資産・・・・・・・・・・60,000
　　　　損　　失・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　後者の方法にしたがえば、貸借対照表は、たとえば次のように表示される。

積極財産 : 消極財産 :
種々の積極財産・・・・・20,000 種々の消極財産・・・・・40,000
商　　品・・・・・・・・40,000  純資産　
土　　地・・・・・・・・40,000　　営業年度の開始・50,000
　　　　　　　　　　　          　利益・・・・・・10,000 60,000
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 

　あるいは

積極財産 : 消極財産 :
種々の積極財産・・・・・20,000 種々の消極財産・・・・・40,000
商　　品・・・・・・・・40,000 純資産
土　　地・・・・・・・・40,000　　営業年度の開始・ 70,000
　　　　　　　　　　　          　損失・・・・・・ 10,000 60,000
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 

　

　前に考慮した未実現損益の残高が、2,000 マルクの利益額であることを
取り上げるとすれば、第一の方法にしたがって、成果表示は次のようにな

（s.163-s.164）
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される。
　　　営業年度の開始における純資産・・・・・・・・・・・50,000
　　　未実現利益・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000
　　　利　　　益・・・・・・・・・・・・・・・・・8,000　10,000
　　　営業年度の締切における純資産・・・・・・・・・・・
　あるいは
　　　営業年度の開始における純資産・・・・・・・・・・・70,000
　　　損　　失・・・・・・・・・・・・・・・・・12,000
　　　未実現利益・・・・・・・・・・・・・・・・・  2,000　10,000
　　　営業年度の締切における純資産・・・・・・・・・・・
　逆に、2,000 マルクの未実現損失が生じた場合を取り上げると、諸勘定
は次のようになる。
　　　営業年度の開始における純資産・・・・・・・・・・・50,000
　　　利　　益・・・・・・・・・・・・・・・・・12,000
　　　未実現損失・・・・・・・・・・・・・・・・・  2,000　10,000
　　　営業年度の締切における純資産・・・・・・・・・・・
　　あるいは
　　　営業年度の開始における純資産・・・・・・・・・・・70,000
　　　未実現損失・・・・・・・・・・・・・・・・・2,000
　　　損　　　失・・・・・・・・・・・・・・・・・8,000　10,000
　　　営業年度の締切における純資産・・・・・・・・・・・
　未実現利益が 12,000 マルクの額であるとすれば、諸勘定は次のように
なる。
　　　営業年度の開始における純資産・・・・・・・・・・・50,000
　　　未実現利益・・・・・・・・・・・・・・・・12,000
　　　損　　失・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2,000　10,000
　　　営業年度の締切における純資産・・・・・・・・・・・
　あるいは
　　　営業年度の開始における純資産・・・・・・・・・・・70,000
　　　損　　失・・・・・・・・・・・・・・・・・・22,000

　103103



　　　未実現利益・・・・・・・・・・・・・・・・・12,000　10,000
　　　営業年度の締切における純資産・・・・・・・・・・・
　逆に、12,000 マルクの未実現損失が取り上げられるとすれば、諸勘定は
次のようになる。
　　　営業年度の開始における純資産・・・・・・・・・・・50,000
　　　利　　益・・・・・・・・・・・・・・・・・22,000
　　　未実現損失・・・・・・・・・・・・・・・・・12,000　10,000
　　　営業年度の締切における純資産・・・・・・・・・・・
　あるいは
　　　営業年度の開始における純資産・・・・・・・・・・・70,000
　　　未実現損失・・・・・・・・・・・・・・・・12,000
　　　利　　益・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2,000　10,000
　　　営業年度の締切における純資産・・・・・・・・・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          （s.165-s.170）
　貸借対照表上で成果表示をする場合、第二の方法によれば、これらは
各々の場合に次のような様式になる。

積極財産 : 消極財産 :
種々の積極財産・・・・・20,000 種々の消極財産・・・・・・・40,000
商　　品・・・・・・・・40,000 純資産
土　　地・・・・・・・・40,000 　営業年度の開始・・・50,000

　未現実利益・・・2,000
　利益・・・・・・8,000 10,000 60,000

　　　　　   　　　　　 　　　　　　　　　　　　 

積極財産 : 消極財産 :
種々の積極財産・・・・・20,000 種々の消極財産・・・・・・・40,000
商　　品・・・・・・・・40,000 純資産
土　　地・・・・・・・・40,000 　営業年度の開始・・・70,000

　損失・・・・・12,000
　未実現利益・・ 2,000 10,000 60,000
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積極財産 : 消極財産 :
種々の積極財産・・・・・20,000 種々の消極財産・・・・・・・40,000
商　　品・・・・・・・・40,000 純資産
土　　地・・・・・・・・40,000　　営業年度の開始・・50,000
　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　 　　　

　利益・・・・12,000
　未実現損失・ 2,000  10,000  60,000

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 

積極財産 : 消極財産 :
種々の積極財産・・・・・20,000 種々の消極財産・・・・・・40,000
商　　品・・・・・・・・40,000 純資産
土　　地・・・・・・・・40,000　　営業年度の開始・・70,000
　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　 　　　

　未実現損失・2,000
　損失・・・・8,000　10,000　60,000

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 

積極財産 : 消極財産 :
種々の積極財産・・・・・20,000 種々の消極財産・・・・・・40,000
商　　品・・・・・・・・40,000 純資産
土　　地・・・・・・・・40,000　　営業年度の開始・・50,000
　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　 　　　

　未実現利益・12,000
　損失・・・・  2,000  10,000  60,000

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 

積極財産 : 消極財産 :
種々の積極財産・・・・・20,000 種々の消極財産・・・・・・40,000
商　　品・・・・・・・・40,000 純資産
土　　地・・・・・・・・40,000　　営業年度の開始・・70,000
　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　 　　　

　損失・・・・22,000
　未実現利益・12,000 10,000  60,000

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 
（s.172）

（s.171）
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積極財産 : 消極財産 :
種々の積極財産・・・・・20,000 種々の消極財産・・・・・・・40,000
商　　品・・・・・・・・40,000 純資産
土　　地・・・・・・・・40,000　　営業年度の開始・・・50,000
　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　 　　　

　利益・・・・・22,000
　未実現損失・12,000  10,000  60,000

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　   

積極財産 : 消極財産 :
種々の積極財産・・・・・20,000 種々の消極財産・・・・・・40,000
商　　品・・・・・・・・40,000 純資産　
土　　地・・・・・・・・40,000　　営業年度の開始・・・70,000
　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　 　　　

　未実現損失・12,000
　利益・・・・    2,000  10,000  60,000

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 

　さらに、前に説明したように、貸借対照表では、その財産諸項目に未実
現損益の戻し入れをすることが表せる。我々は、最初の例で用いた未実現
利益の残高が、商品（その総額は 40,000 マルクである）についての 3,000
マルクの未実現損失と土地（その総額は 40,000 マルクである）について
の 5,000 マルクの未実現利益とによって生じていることを取り上げるとす
れば、貸借対照表は次のようになる。（s.173）

積極財産 : 消極財産 :
種々の積極財産・・・・・20,000 種々の消極財産・・・・・・40,000
商　　品 純資産
　調達価格・・・  43,000　 　営業年度の開始・・50,000
　価格下落・・・・  3,000  40,000
土　　地　　　　　　　　 

　未実現利益・・2,000
　利益・・・・・ 8,000  10,000   60,000

　調達価格・・・  35,000
　価値上昇・・・・ 5,000  40,000 　　　　　　　　　                      
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　 

（s.174）
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B　　会社貸借対照表と基本資本の拘束

1　法的規定

　我々は、営利会社に関する評価の最初の足跡を、ミラノの聖アンブロシ
ス銀行の貸借対照表によって出会い、それは、1601 年の法規にしたがい、
主要簿に基づく貸借対照表において、日常相場による変化を見積もってい
た。17 世紀における商事会社について言えば、一般に、商品の購入価格
と販売価格との差額が中央郵便局で決済される損益計算に基づいている場
合にのみ、配当金が分配されていた。貸借対照表は、希な場合に作成され
ていただけで、その場合に限れば、通常すべて帳簿に基づいて作成されて
いた。このことは、一部は簿記の本源性によるが、一部は会社が彼らの営
業秘密の保持のために、実際の財政状態を具体的に示す貸借対照表を作成
しようとする傾向にはなかったことによるのである。前述のような年次貸
借対照表に関する一般的評価方法のみならず、その後の時代の中で、会社
のための特別な原則は 1794 年のプロシャ国家の一般大陸法の出現に至る
まで見出されない。その中では、以前説明したように、会社に関するいく
つかの貸借対照表規定が含まれており、しかしながらそれは、契約上の取
り決めが行われていない場合にのみ有効であった。それによれば、「取引
財の一部をなす材料および商品などの在庫品は、それが調達された時の価
格でのみ見積もられ、そして流通している価値が棚卸しの時点でより低け
れば、そのより低い価格でのみ見積もられる」べきである。さらに材料、
商品それに機械に関して、貯蔵等による価値減少についての減損や控除が
行われる。不良債権は相等の控除をもって考慮され、回収不能な債権は完
全に控除されなければならない。実際には、ごく最近になって初めて、会
社機構の充分な発展と法的規定と並行して、営利会社の貸借対照表に関す
る特別な方法と規定が表れてきた。（s.175-s.176）
　オーストリアにおいてもいまだに部分的には妥当する 1862 年の一般ド
イツ商法典は、株式会社に関して「それによって貸借対照表が作成され利
益が計算される原則」があれば、定款に定められるべきである、という特
別な規定だけが含まれている。また 1870 年のドイツ株式修正法は、評価
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に関して、次のように規定するだけである。「上場有価証券は、それが貸
借対照表作成の時点で得る取引所価値を最高限度に見積もられねばならな
い。」　これに対して、1884 年の新たな修正法では、詳しい規定が含まれ
ている。それは次のように指示している。「貸借対照表について、第 31 条
の一般規定は、次のような標準によって適用される。取引所ないし市場価
格をもつ有価証券や商品は、貸借対照表作成の時点での取引所ないし市場
価格を最高限度として、しかし、それらが調達ないし製作価格を超えるか
ぎりは、後者を最高限に見積もられねばならない。他の財産諸項目は、調
達ないし製作価格を最高限に見積もられるべきである。」（s.176-s.177）
　1897 年の新ドイツ商法典で、この評価規定は補充されている。それは、
株式会社に関して、貸借対照表作成のために、第 40 条の規定が次のよう
な標準をもって適用されるべきである、と規定している。「取引所ないし
市場価格をもっている有価証券や商品は、貸借対照表が作成される時点の
取引所ないし市場価格を最高限に、しかしながら、その価格が調達ない
し製作価格を超えるかぎり後者を限度に見積もられなければならない―他
の財産諸項目は、調達ないし製作価格を最高限度に見積もられるべきであ
る。―再販売にではなく、ほとんど継続的に会社の営利経営に予定されて
いる設備やその他の諸財産は、減損に相当する額が控除されたりあるいは
それに相当する更新資金が見積もられているかぎり、調達ないし製作価格
のより低い価値への考慮なしに見積もられるべきである。―創立および管
理の費用は、貸借対照表の中に、積極財産として見積もられるべきではな
い。」　株式合資会社に関しては、その法律によって、同様に上述の規定が
適用されている。これに対して、有限責任会社は、第 40 条の一般的規定
を除いて、次の規定のみが妥当する。「再販売にではなく、継続的に企業
の経営に予定されている設備その他の財産諸項目は、調達ないし製作価格
を最高限に見積もられねばならない。それらは、減損に相当する額が控除
されたりあるいはそれに相当する更新資金が見積もられているかぎり、そ
れらの価格のより低い価値への考慮なしに見積もられるべきである。―創
立および管理の費用は、貸借対照表の中に、積極財産として見積もられる
べきではない。」（s.177-s.178）
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　公的な商的会社ならびに有限会社と営利的ないし経済的組合について
は、ドイツでは、特別な評価規定は置いていない。（s.178）
　オーストリアでは、前に説明した 1862 年の一般ドイツ商法典の規定以
外で、それはすべての株式会社に妥当する訳ではないが、株式規定の中に
次のような規定を含んでいる。「状況に応じ、減耗ないし価値減少にある
財産諸項目について、適切な見積りに相当する控除は、その帳簿価値に
対して行われ、また決算において適切に表示されるべきである。不可欠
な控除の実施は定款によって規定すべきであり、必要な場合には、それ
によって行われることになる手続きをも定款の中に定めるべきである。」

（s.178-s.179）
　有限会社に関する評価規定が、さらに詳しい。それは次のように述べて
いる。「相場があるか市場性のある諸資産は、決算が行われる時点の取引
所ないし市場価格を最高限に、しかし、この価格が調達ないし製作価格を
超える場合は、後者を最高限に見積もられるべきである。―他の諸項目は、
調達ないし製作価格を最高限に見積もられるべきである。―再販売にでは
なく、企業の営利経営に継続的に予定されているような財産諸項目は、調
達ないし製作価格を最高限に見積もられねばならない。それは、価値減少
に相当する額が消極財産のもとに入れられるか、あるいは価値減少に相当
する基金が消極財産項目として見積もられるかぎり、その価格の現在のよ
り低い価値への考慮なしに見積もることができる。」（s.179-s.180）
　保険業に関する規定である次のものもまた、かなり詳細である。「土地
は設定されている流通価値よりも高い価値で設定すべきではなく、生命保
険準備金に関しては、その純収益が、少なくとも、利子率表をもとに導か
れた利率に一致する利子発生を示すような価値を最高限に、帳簿に記載す
るべきである。土地の帳簿価値がこの原則に一致しないかぎり、土地の適
切な評価としては、経常的な償却によってあらかじめ配慮されるべきであ
る。―有価証券は、貸借対照表の中に、計算年度の締切のさいの取引所価
値をもって評価すべきである。―配分価値を超えて相場の付いている配分
可能な動産の評価は、配分計画にしたがい、手数料は差し引いて決定さ
れる最小額をもって許される。―帳簿上、有価証券に関する未実現の相場
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利益は、相場差額の積立金に記入すべきである。相場損失の補てんの目的
以外の、他の目的へのこの積立金の引き出しは、監督官庁の同意をもって
のみ許される。―外国通貨は、決算において、計算年度の締切の際の相
場によって評価されねばならない。外国通貨は、1892 年 8 月 2 日の法律
によって定められている通達にしたがって評価されるべきであり、その場
合、計算年度の締切りにおける相場に対する差額は、為替差額勘定によっ
て差し引きされるべきことが、承認される。」（s.180）
　株式有限会社に関しては、特別な評価規定は置かれていない。また、営
利ないし経済組合は、組合規約が「それによって貸借対照表が作成され、
利益が計算される原則」を含まねばならない、ということのみが命ぜられ
ている。（s.180-s.181）
　ボスニア‐ヘルツェゴヴィナでは、株式会社に関して、次のような評価
規定が標準である。「会社財産は、個々の諸項目が営業年度の最終日に一
致する価値にしたがって取り上げられるべきである。―上場証券は、通常、
それが営業年度の最終日のもつ相場で、貸借対照表の中に記載されるべき
である。しかし、配当をする証券は、目の前に迫っている配当のために、
当該証券の最小の受払額で設定される額を最高限に、それ以外の上場証券
は購入相場を最高限に、貸借対照表の中に記載されねばならない。―最初
の創立の費用については、その費用の一様な割り当てによって、その完全
な償却が、長くて営業年度の開始から 5 年満期として行われる限りでの
み、借方に取り上げられてよい。―不良債権は、その経済的価値によって
のみ計算に入れられ、しかし、回収不能の債権は控除されるべきである。」　
営利ないし経済組合は、ただ「それによって貸借対照表が作成されるべき
である原則」が定款に定められなければならない、ということが命ぜられ
ている。他の会社について、特別な評価規定はない。（s.181）
　ハンガリーの商法は、株式会社についての次のような評価規定を含んで
いる。「会社諸財産は、営業年度の最終日での個々の諸項目の価値に一致
する価値で取り上げられるべきである。―取引所相場をもつ証券は、それ
が営業年度の最終日にもつ相場を最高限に取り上げられる。最初の創立の
費用については、その配分について、当該営業年度から最高 5 年までの限
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りで、資産として取り上げられてよい。―不良債権は、その経済的価値に
よって計算に取り入れられ、しかし回収不能の債権は控除されなければな
らない。」（s.181-s.182）
　さらに株式会社の貸借対照表に関して、「それによって貸借対照表が作
成されるべきである原則」が、定款に定められなければならない、という
ことが命ぜられている。この規定は、組合についても妥当する。他の会社
について、特別な評価規定はない。（s.182）
　スイスの債権法においては、株式会社に関して、次のような評価規定が
含まれている。「創立費、開業費および管理費は、年次計算の中で充分費
用に取り入れられるべきである。特に、定款においてあるいは株主総会の
決定において、最初の設立のために存在するかその後に付加される営業部
分ないし営業拡張のために予見される開業費は、少なくとも、その年度の
中で均等の割り当てが支出として計算されるべきであるという意味で、最
高 5 年の期間に配分されねばならない。―土地、建物、機械は、必要な控
除と状態に応じた償却を伴うが、調達原価によることを最高限に見積もら
れるべきである。さらにそれらに保険がかけられている場合は、保険総額
が記入されるべきである。―上場証券は、通常、それが貸借対照表日の最
後の日にもつ取引所価値を最高限に見積もられなければならない。―商品
在庫は、原価額を最高限に、またそれが市場価格よりもより高く存在する
にちがいない場合には、それを最高限に見積もられねばならない。―会社
から支払われる債務は、それが返済を要する金額で見積もられるべきであ
る。これに対して、毎年の償却を通して満期日に至って消却されるであろ
う給付額と返済額との間の差額は、借方に取り上げられる。」　また、貸借
対照表作成のための原則は、定款の中に規定されねばならない。この規
定は、合資会社について、また鉄道業についても妥当する。後者に関して
は、さらに若干の追加的規定が命ぜられている。他の会社については、評
価規定はない。（s.182-s.183）
　ブルガリアの商法は、株式会社に関して次のように規定している。「上
場されている証券は、それが営業年度の最後の日にもつ取引所価値によっ
て取り扱われるべきである。創立費は、最初の営業年度に割り当てられね
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ばならない。―不良債権は、その経済的価値によって見積もられ、しかし
回収不能な債権は控除されるべきである。」　株式会社と組合とに関して、
定款が貸借対照表作成のための原則を含むべきである、ということが命ぜ
られている。（s.183-s.184）
　セルビアでは、株式会社に関して、次のような評価規定がある。「個々
の動産対象と個々の会社債権は、貸借対照表の中に、それが営業年度の
最後の日にもつ価値で取り上げられるべきであり、不動産は調達価値に
よって取り上げられるべきである。しかしながら、不動産の価値が、何
らかの理由で確実に下落する場合には、監査委員会は、株主ではない三人
の専門家を不動産の評価のために任命し、それで調査された価値を貸借対
照表に記入すべきである。―有価証券は、営業年度の最後の日の相場で記
入される。―不良債権は、その時々の諸条件による真実な価値で記入さ
れ、回収不能な債権は、要するに貸借対照表には取り上げない。―すべて
の管理費は、費用として年度計算の中に取り入れられ、そして最初の設立
の費用は、償却によって、定款に決められた期間の範囲内で消却される。」

（s.184）
　他の諸国の法律に関して言えば、会社に関する特別な評価規定は欠けて
いる。イタリアの商法典では、株式会社に関してだけ、貸借対照表の中に

「実際に手もとにある会社の資本」が明白に記録されるべきこと、貸借対
照表が「事実得た利益と失った損失を明瞭に真実に」表示すべきことが、
規定されている。ルーマニアの商法典でも同様で、株式会社に関して、

「実際に手もとにある会社資本」と「実際に得た利益と失った損失」とが
貸借対照表に記録されるべきであるということが、命ぜられている。ベル
ギーでは、株式会社に関して、貸借対照表が会社の「実際の状態」を表示
しないならば、取締役の免責は正当性をもたない、ということが規定され
ている。フィンランドの株式法によれば、確実とみられる積極財産のみが
計上されるべきであり、それは当該時期で正当に付されるべき価値による
よりも、より高く評価されるべきではない。（s.184-s.186）
　法律の規定は、とりわけドイツ諸州において、法律上およびその他の専
門文献の中で、相異する解釈と批判にさらされた。（s.187）
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　法律の立場には、本質的に、とりわけジモン、レーム、シュタウプ、そ
れにフィッシャーが立っている。ジモンは、株式企業の貸借対照表に関す
る法律がもっている特別な規定は、本質的な点で貸借対照表それ自体の性
質から出ており、そして一般的な商人的貸借対照表に関する商法的規定と
対立的に位置してはいない、ということを説明している。レームは、利
益分配貸借対照表に関しては、とりわけ基本財産の充実と強化が重要であ
る、ということを強調している。法律の主旨は、積極財産の過小評価と消
極財産の過大評価の一般的な推奨とならんで、とりわけ未実現の価値上昇
の考慮の予防のため、ということにある。「禁止は、次のようなものであ
る。（a）使用資産で、その現在の使用価値がその獲得あるいは製作価格よ
りもより高い場合、それにもかかわらず後者でのみ評価を行うこと、（b）
原料および補助材そして半製品に関する在庫は、その調達ないし製作価
格を超えて見積もることは禁じられる、（c）製造され販売が予定されてい
て、しかしまだ販売されていない物が、より高くなっている場合でも、現
在の売却価値にではなくて、ただその（低い）原価額に評価すること。」　
シュタウプも、法的規定は、「全ての利害関係者、特に株主と債権者の健
全性にまで」及んでいることを主張している。フィッシャーは、評価に
際して指導的な原則は、要するに予見のそれであるべきことを説明して
いる。「しかし、人が販売資産の評価に際して、予見によって導かれると
すれば、商法典第 261 条 Z‐1 と 2 の規定は、そのために生まれている。」

（s.187-s.188）
　これと異なることを、パッソウが述べている。彼は、確かに法律の志向
がとりわけ基本資本の拘束の立場から、出来るだけ慎重な利益追求を導く
ということを認め、それにしたがって利用の途もまた広汎に完全に是認さ
れることになることを認めようとするが、しかし、その規定によって財産
一覧としての貸借対照表の価値はかなり侵害され、そして法的規定は個々
の場合にかなりの抵抗を伴うことになることを、強調している。このこと
についていえば、企業はしばしば意図的に、たとえばその価値を時に何
倍にも上げうる街中の工場敷地に関して「秘密積立金」を形成しようとす
る。そうなれば、貸借対照表は、多くは財産状態の適切な姿を表し得な
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い。（s.188）
　ライシュとクライビッヒも、貸借対照表の法律の意味における評価が、
そのさい純粋に物的な視点ではなくて付随的判断が勢力を得ている故に、
手もとの財産諸項目の価値を表示しようというその本務に反する、と説明
する。明らかな過小評価は、明らかな過大評価と同様に誤った方向に作用
し、また第三者の財産利益に、特に株主と社員のそれにかなり重大な損害
を与えることになろう。強制的な評価規則は、それ故、縮小されるべきで
ある。（s.188-s.189）
　このことはさらに、ゲミュンド Gemund とクネーゲン Knodgen によっ
て述べられている。貸借対照表によって、人は会社の財産状態について少
なくとも何がしかの明示的な姿を知るであろう。しかし、事実はそうでな
いかもしれない。「まず貸借対照表は、明示的に企業の財産関係を説明す
る可能性を示してはいない。このことは、主な理由を次のことに、つまり
評価した価値が実際の価値を示さず、それはあるいは上方へあるいは下方
へとたびたび全く著しく外れる、ということによっている。」すなわち、
人は、たとえばある価値が貸借対照表の中に記入される不動産項目を観察
して、実際の価値が「半分であるいは二倍で、あるいはどんな総額で」価
額付けされるかを言い得ない。（s.189）
　コサックは、法的規定は、状況によっては直接貸借対照表の偽造を強要
している、ということを強調する。彼は次のように説明する。「積極財産
の締切価値が取得価値よりもより高い場合に、貸借対照表について後者
の価値が標準であるという規則は、何としても明瞭ではない。それは、強
いて会社が、調達以来およそ 100% で取引所に取り上げられていた有価証
券を、その後より低い調達規準で、つまりそれを真実の価値として貸借対
照表に記録しようとし、すなわち貸借対照表を偽りに導こうとするのであ
る。その時、貸借対照表はまた、より低くなった価値報告をもって、偽ら
れた貸借対照表である。」　また彼は、法律の規定は、おそらく逆行してい
るものとしうるであろう、と説明している。（s.190）
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2　法的規定の批判

　我々が前述してきたように、営利会社に関しては、近年の時代に至るま
で、特別な評価方法は適用されていなかった。ただ一部分のみで妥当性を
持っていた 1794 年のプロシャ国家の一般州法を除くと、会社に関しては
19 世紀の終わり頃に初めて、若干の国で特別な法律の規定が命令を発し
た。（s.191）
　今日の法律の中で部分的に認められる営利会社、特に株式会社の特別な
地位は、それについて考慮に入れられる基本資本の拘束の視点から生じて
いる。すでに説明してきたように、この視点の考慮は、充分に資格を与え
られる。会社企業では、利益は分配され、したがって会社財産から引き去
られ、その場合、債権者の時々の請求権は、純財産の分配される部分につ
いて会社側の保証があるかどうかそしてどの程度あるかという事情に応じ
て、多かれ少なかれ失うか無効になるのであるから、企業の信用基礎とし
て従属する基本資本が利益として分配されることは、予防されるべきであ
る。とりわけ、このことは株式会社に妥当するが、しかし部分的には有限
会社や組合のような、他の営利会社についても妥当する。（s.191）
　各々の国の法律に関して言えば、この視点が、ドイツでは、株式会社に
関して充分に実行されていることが分かる。本質的に、この規定は、オー
ストリアにおいては、有限会社に妥当し、一方株式会社に関しては、重要
な点について、実際の現在価値を付すことを指示する一般的規定が標準で
ある。また、ドイツで妥当するものと本質的に一致するスイスの債権法の
規定は、動産に関して現在の価値を付すことを承認している。ボスニア‐
ヘルツェゴヴィナでは、動産について、部分的にドイツの商法典の規定が
妥当するが、他の部分では、現在価値が標準である。ハンガリーでは、す
べての財産諸項目が実際の現在価値で表示されるものとされているが、し
かし、動産に関しては、この価値は、株式会社の貸借対照表の中に最高限
度として報告されるものとしている。ブルガリアとセルビアでは、現在価
値は、やはり動産に関して考慮されるべきものである。しかし、不動産
については、後者の国では、株式会社に関して調達価値が最高限度として
妥当している。他の諸国では、まさにスペインとルーマニアのそれのよう
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に、部分的に実際の現在価値の考慮を指示するか、部分的に要は評価を経
由しないことを承認するか、そのような貸借対照表規定が、一般的に標準
である。（s.192-s.193）
　我々がすでに説明しているように、基本資本拘束の視点は、ドイツ商法
典の評価規定の中で、株式会社と株式合資会社について充分に実行されて
おり、そして、その中で適用されている原則は、その目的によって他の諸
国の法律の中にも適用されているので、我々は、次に、法的規定の検討に
際し、特にこのことに注目する。我々がここから言いうることは、他の諸
国の規定についても一致した標準になる。（s.193）
　説明した目的、基本資本の拘束は、ドイツ商法典の中で、まず第一に直
接的で積極的な規定を通して求められている。それは、一方で、未実現利
益の考慮を除外し、その時それは、経営資産と設備資産に関して、現在価
値、市場価格ないし取引所価格が調達価格よりも高い場合には、後者によ
る評価を規定している。他方、経営資産に関して、それは未実現損失の考
慮を指示し、その時それは、現在価値、市場ないし取引所価格による評価
を、それが調達ないし製作価格よりもより低い場合に標準として説明して
いる。規定は、創立費および管理費が積極財産として設定されねばならな
い、ということになっている。さらにまた、基本資本の拘束は、規則や総
則が存在することによって直接的に求められており、したがって他方で、
貸借対照表上の純利益が減少し、より小さな利益が分配されることになり
うる積極財産の過小評価が、助長されている。（s.194）
　まず直接的な規定に関して言えば、我々は、それが我々によって示され
た評価原則とは、決定的に反対に位置するということを知る。それによれ
ば、要するに実際的な現在価値ならびに統一的価値測定原則の考慮は、不
可能になる。それによって生ずる短所は、我々がその規定を年次貸借対照
表の一般的機能の立場から観察する時、とりわけ明らかとなる。（s.194）
　因みに、企業の財産状態の評価は、法的規定の適用次第で極端に難しく
なり、事情によってはほとんど誤りに導かれる。このことを説明するため
に、我々は今、たとえば二つの企業を考える必要がある。その二つは、同
規模で同等に好調であり、また同価値の土地を持ち、それについて、一方
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が遅く買入れて価格がかなり高くなっていたとする。その上で、その前の
財産構成部分の額が、消極財産を超える積極財産のもとに余剰の大きさが
等しくなっているということを、取り上げる。法的規定に従って作成され
た貸借対照表が相互に比較された場合、それらは企業の財産状態を全く不
正に説明することになる。つまり、双方の企業が、仮に実際に同じ財産が
あるとしても、たまたま土地をより早くより低い価格で買った企業は相等
の貸借対照表能力上の損失を持ち、一方そうでない企業はいくらかの貸借
対照表能力上の利益を示すことになろう。あるいはまた、二つの企業が以
前に同等の価格で買入れたそれぞれの土地を、貸借対照表の中で同等に評
価しえたとしても、にもかかわらず、一方の土地は価値においてかなり上
昇し、他方の土地は下落する。貸借対照表にしたがって判断をして、上述
のように、前の財産構成部分について、双方の場合に、消極財産を超える
より大きな積極財産の余剰において等しいという仮定のもとに、二つの企
業が同等額になったとしても、その間、一方は実際にかなりの利益を、そ
して他方はかなりの損失を持つのである。（s.194-s.196）
　同様に、法的規定の効果は、簿記の修正としての貸借対照表の機能の支
点に害をもたらす。我々がすでに強調したように、価値の真実性と現在性
は、経済的計算および経済的活動のために最も重要である。法的規定にし
たがって決定された貸借対照表価値が、この観点の簿記を、事情によって
全く混乱に導くにちがいないことは、明らかである。（s.196）
　このことはさらに、貸借対照表の機能に関して、課税の点について妥当
する。未実現利益は考慮されないままである一方、未実現損失は経営財産
に関して考慮されなければならないので、貸借対照表は現在の価値に基づ
くものでもなく、実現純利益を正しく表示するものでもない。説明した事
情から、利益表示は、全面的にあるいはその個々の財産構成部分に関し
て、それが貸借対照表価値に依存する限り、非論理的であり、統一的原則
は持ち得ないことになる。収益および所得課税に関してと同様に、財産課
税にとっての貸借対照表の意味は、不正な貸借対照表によって害されるの
である。（s.197）
　最後に、統計的資料としての貸借対照表の機能に関して言えば、法的規
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定の害をもたらす効果は、このことに関しても同様に明らかである。統計
にとっての、利益と企業資本の確定に関しては、それ以前に、貸借対照表
の利用が、法律により命ぜられる「秘密積立金」によってかなり困難にな
る。貸借対照表価値が法的規定によって確定されたり影響を受けたりする
ことから、様々な個々の財産構成部分の効果的な統計的編集は、事情に
よっては完全に不可能となる。（s.197）
　我々が見るところ、商法典の規定は、年次貸借対照表の一般的機能の立
場から是認され得ないのである。あるいはまた、営利会社の貸借対照表
の、利益分配の基礎としての特別な機能に関して、それは、前述に表して
いるように、それが正しい利益表示を不可能とすることから、不適当であ
る。さらに、このことから、基本資本の拘束がまた、適確に実施も達成も
されないこととなるのである。（s.198-s.199）
　最終的に表示される財産状態は、設備資産に関して、減耗は確かに考慮
されるが、これに対して実現した損失は考慮されるべきではない、という
ことから生まれている。これに属する財産諸項目、たとえば土地、設備に
投下された有価証券等のようなものは、継続的な価値下落が生じている場
合においても、最初の価格によって評価される。それの過大評価は、実務
でも予防されている。これがまさに危険になりうることは、それについて
事情によりかなりのそして継続的な貸借対照表不真実が生じ、その間、設
備資産の諸項目は通常長きにわたって企業の財産に属しているのであるか
ら、明らかである。結局、清算や不可欠になされる売却に際して、未実現
損失が実現してしまえば、いかなる場合にも基本資本が分配されてしまう
ことになることが、容易に示される。（s.199）
　結局、基本資本の拘束が、法的規定により間接的に得られること、また
これが同時に最高規定であるという事情に関して言えば、過小評価の奨励
は、この点において、かなりの非効率的な手段であるにちがいないという
ことが、まず注目されねばならない。積極的に規定されていない過小評価
は、当然、信用のおけない企業や基本資本の拘束を重要視しない企業では
なされない。前述したように、過小評価それ自体は、それが貸借対照表と
簿記とをかなり混乱する影響をもち、そして他者の財産利益の損傷のた
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めの手段として、あるいは欺瞞のための手段として役立ちうる理由で、排
除されるべきものとして示されねばならないこととなる。説明した方法の
濫用が、評価規定について、その法的支持を見出しうることは、疑いもな
く、かなり危険なものと考えられねばならない。（s.199-s.201）
　かくて、ドイツ商法典のような規定が是認されるべきでないとすれば、
他の途が生まれなければならない。評価に際しては、基本資本の拘束を害
することなく分配されうる利益の算定および真実の利益の算定が考慮され
るべきである。そこで、未実現損益の額が、特に確定されねばならない。
それがいかに実行されうるかについて、我々は前述した。貸借対照表の中
には、未実現損益のそのような確定額の上に、分配可能なそして真実の、
現在の価値に基づいた、あるいはすでに実現した純利益が、表示ないし報
告されることになるのである。（s.202）
　基本資本の拘束の視点の考慮に基づく真実の価値の設定はまた、二・三
の著者達から要求されている。すなわちシュターンは、株式会社につい
て、真実の現在価値が標準であるべきだ、ということを強調している。未
実現利益の額については、特別な準備金が形成されうるとする。リアウ
ティも同様に、準備金の形成に言及している。ゲミュンドとクネーゲン
は、帳簿価値と並んで真実の価値の設定を要求している。（s.202）
　我々はかくして、現在の客観的調達価値の原則が、営利会社について標
準であるべきだ、という結論に至る。その際、しかしながら、未実現損益
がまた、評価によって算定されるべきであり、そして現在の価値に基づい
た、あるいは事情により―たとえば個別企業の貸借対照表の中では―実現
した純利益と分配可能利益も特に表されるように、表示されるべきであ
る。当然、この方法は、基本資本の拘束の視点の限定において現実的意味
を持ち、同時に、前に個別企業に関する問題の議論の際に述べた、時々の
修正という状況のもとで、適用されるべきである。（s.202-s.203）
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3　未実現損益

　棚卸しによって求められる分配可能なものの明確化と貸借対照表におけ
る実現利益の明確化のための一つの方法は、疑いなく―後者に関してはす
でに個別企業の年次貸借対照表によって述べてきたように―それらに一線
を画すことである。貸借対照表はまた、この点において棚卸表に基礎づけ
られるので、分配される利益の詳細な見積りが後者に属することは、充分
に認められる。貸借対照表におけるそれの不正な報告は、まさに貸借対照
表偽装として観察されるべきである。以下に、我々は、表示がどのように
一覧上に行われるかを述べる。（s.204）
　個別企業の年次貸借対照表において、その分配についての考慮なしに利
益が表示される場合には、それに関する未実現損益の差引残高のみが、貸
借対照表に計上されることで充分である。これに対して、商事会社の年次
貸借対照表では、前に説明しているように、それだけではなくて、分配可
能利益も表示されることになる。未実現損失の額は分配可能利益を減少さ
せ、未実現利益の額はそれを増加させることはしないのであるから、その
双方が特に表示されなければならない。（s.204-s.205）
　先に示した例を利用しながら、同時に 50,000 マルクないし 70,000 マル
クの株式資本をもつ株式会社について取り扱うことを仮定すると、貸借対
照表は以下のようになる。

消極財産
種々の消極財産・・・・・・40,000
株式資本・・・・・・・・・50,000
未実現利益・・・・・・・・・・・2,000
分配可能利益 :
　　実現利益・・・・・・・・・・8,000

（s.205）

消極財産
種々の積極財産・・・・・・20,000
商　　品・・・・・・・・・40,000
土　　地・・・・・・・・・40,000

　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

　3,000 マルクの未実現利益と 1,000 マルクの未実現損失が生じていると
すれば :
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　2,000 マルクの未実現利益があるとすれば :

消極財産
種々の消極財産・・・・・・40,000
株式資本・・・・・・・・・70,000
未実現利益・・・・・・・・・・・2,000

（s.207）

積極財産
種々の積極財産・・・・・・20,000
商　　品・・・・・・・・・40,000
土　　地・・・・・・・・・40,000
損　　失：
　　未実現損失・・・・・・・12,000　　　　　　　　　　　　　　　　

　3,000 マルクの未実現利益と 1,000 マルクの未実現損失が生じていると
すれば :

消極財産
種々の消極財産・・・・・・40,000
株式資本・・・・・・・・・70,000
未実現利益・・・・・・・・・・・3,000

　　　　　                  　　 

（s.208）

積極財産
種々の積極財産・・・・・・20,000
商　　品・・・・・・・・・40,000
土　　地・・・・・・・・・40,000
損　　失：
　　実現損失・・・・12,000
　　未実現損失・・ ・・  1,000  13,000

　　　

　
第二の場合で、2,000 マルクの未実現損失が生じているとすれば :

消極財産
種々の消極財産・・・・・・40,000
株式資本・・・・・・・・・50,000
未実現利益・・・・・・・・・・・3,000
分配可能利益 :
　実現利益・・・・・・8,000 
　未実現損失・・・・・1,000 　7,000

（s.206）

積極財産
種々の積極財産・・・・・・20,000
商　　品・・・・・・・・・40,000
土　　地・・・・・・・・・40,000

　　　　　　　　　　　　　　　　

　121121



　1,000 マルクの未実現利益と 3,000 マルクの未実現損失があるとすれば
（二番目の貸借対照表形式と同様）:

消極財産
種々の消極財産・・・・・・40,000
株式資本・・・・・・・・・50,000
未実現利益・・・・・・・・・・・1,000
分配可能利益：
　実現利益・・・・ ・ 12,000
　未実現損失  ・・・・3,000 　9,000

積極財産
種々の積極財産・・・・・・20,000
商　　品・・・・・・・・・40,000
土　　地・・・・・・・・・40,000

　

　　　　　　　　　　　     
　2000 マルクの未実現損失があるとすれば：

消極財産
種々の消極財産・・・・・・40,000
株式資本・・・・・・・・・70,000
 

110,000

積極財産
種々の積極財産・・・・・・20,000
商　　 品・・・・・・・・・40,000
土　　 地・・・・・・・・・40,000
損　　失：
　　実現損失・・・・8,000
　　未実現損失・・・2,000  10,000

110,000
　　

　1,000 マルクの未実現利益と 3,000 マルクの未実現損失が生じていると

すれば（四番目の形式におけると同様）:

消極財産
種々の消極財産・・・・・・40,000
株式資本・・・・・・・・・50,000
分配可能利益 :
　実現利益・・・・・12,000　 
　未実現損失・・・・2,000  10,000

（s.209）

積極財産
種々の積極財産・・・・・・20,000
商　　品・・・・・・・・・40,000
土　　地・・・・・・・・・40,000

　　                                        

（s.210）
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消極財産
種々の消極財産・・・・・・40,000
株式資本・・・・・・・・・70,000
未実現利益・・・・・・・・・  1,000

積極財産
種々の積極財産・・・・・・20,000
商　　品・・・・・・・・・40,000
土　　地・・・・・・・・・40,000
損　　失：
　　実現損失・・・・8,000
　　未実現損失・・・3,000   11,000
　　　　　　　　　　　　  

　　　

　第三の場合で、12,000 マルクの未実現利益が生じているとすれば（三番
目の形式におけると同様）:

消極財産
種々の消極財産・・・・・・40,000
株式資本・・・・・・・・・50,000
未実現利益・・・・・・・・12,000

　　　　　                  　　 

積極財産
種々の積極財産・・・・・・20,000
商　　 品・・・・・・・・・40,000
土　　 地・・・・・・・・・40,000
損　　失：　　　
　実現損失・・・・・・・・・2,000

　　　　　　　　　　　

　13,000 マルクの未実現利益と 1,000 マルクの未実現損失があるとすれば
（四番目の形式におけると同様）:（s.211）

消極財産
種々の消極財産・・・・・・40,000
株式資本・・・・・・・・・50,000
未実現利益・・・・・・・・13,000

　　　　　                  　　  

積極財産
種々の積極財産・・・・・・20,000
商　　 品・・・・・・・・・40,000
土　　 地・・・・・・・・・40,000
損　 　失：
　実現損失・・・・・  2,000
　未実現損失・ ・・・    1,000    3,000

　

　12,000 マルクの未実現利益が生じているとすれば（三番目の形式におけ
ると同様）:
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　13,000 マルクの未実現利益と 1,000 マルクの未実現損失があるとすれば
（第四番目の形式におけると同様）:

　　
　

　第四の場合で、12,000 マルクの未実現損失が生じているとすれば（五番
目の形式におけると同様）:

消極財産
種々の消極財産・・・・・・40,000
株式資本・・・・・・・・・50,000
分配可能利益：
　実現利益・・・・・22,000
　未実現損失・・・・12,000  10,000

積極財産
種々の積極財産・・・・・・20,000
商　　 品・・・・・・・・・40,000
土　　 地・・・・・・・・・40,000

　

　13,000 マルクの未実現損失と 1,000 マルクの未実現利益があるとすれば
（二番目の形式におけると同様）:

消極財産
種々の消極財産・・・・・・40,000
株式資本・・・・・・・・・70,000
未実現利益・・・・・・・・12,000

　　　　                 　 　　  

積極財産
種々の積極財産・・・・・・20,000
商　　 品・・・・・・・・・40,000
土　　 地・・・・・・・・・40,000
損　　 失：                                    
　実現損失・・・・・・・・  22,000

株式資本・・・・・・・・・・70,000
未実現利益・・・・・・・・13,000

　　
　　                

（s.212）

消極財産
種々の消極財産・・・・・・40,000

積極財産
種々の積極財産・・・・・・20,000

商　　 品・・・・・・・・・40,000
土　　 地・・・・・・・・・40,000
損　　失：
　実現損失・・・・・  22,000
　未実現損失・・・ ・   1,000   23,000
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消極財産
種々の消極財産・・・・・・40,000
株式資本・・・・・・・・・50,000
未実現利益・・・・・・・・・1,000
分配可能利益：
　実現利益・・・・・ 22,000
　未実現損失・・・・ 13,000    9,000

積極財産
種々の積極財産・・・・・・20,000
商　　 品・・・・・・・・・40,000
土　　 地・・・・・・・・・40,000

　

　12,000 マルクの未実現損失が生じているとすれば :
  　　 積極財産  　　　　　　　 消極財産
種々の積極財産・・・・・・20,000   種々の消極財産・・・・・・40,000
商　　品・・・・・・・・・40,000   株式資本・・・・・・・・・70,000
土　　地・・・・・・・・・40,000 
損　　失 :
　未実現損失・・・・ 12,000
　実現利益・・・・・・  2,000   10,000　　

　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　     
　　　　　　　　　　（s.213）

　13,000 マルクの未実現損失と 1,000 マルクの未実現利益があるとすれば :
  　　　積極財産　　　　　　　　　　　　　消極財産
種々の積極財産・・・・・・・20,000   種々の消極財産・・・・・・  40,000
商　　品・・・・・・・・・・40,000   株式資本・・・・・・・・・  70,000
土　　地・・・・・・・・・・・40,000   未実現利益・・・・・・・ ・・・ 1,000
損　　失 :
　未実現損失・ ・ ・ 13,000
　実現利益・・・・・  2,000    11,000　　　　　　　　　　　　　　　　　
　 　　　　　　　　　　　　  　　  　　　　　　     
　未実現損益を、どの資産項目に原因を帰するかについて報告しようとす
るために、借方側にも表示されるべきであるとするならば、貸借対照表は
たとえば次の様式で示される。
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  　　　積極財産　　　　　　　　　　　　　消極財産
種々の積極財産・・・・・・・ 20,000   種々の消極財産・・・・・・40,000
商　　品　　　　　　　　　　　      株式資本・・・・・・・・・50,000
　調達価格・・・・・ 43,000　　　　  未実現利益・・・・・・・・ ・5,000
　評価損・・・・・・・   3,000   40,000    分配可能利益
土　　地  　　　　　　　　　　　　 　実現利益・・・・・ 8,000
　調達価格・・・・・ 35,000　　　　　  未実現損失・・・・3,000 　 5,000
　増価・・・・・・・  5,000    40,000　　
　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　      
　我々が、商品に関しての未実現損失が 5,000 マルクであることと、さら
にそれに関して 2,000 マルクの未実現利益があることを取り上げるとすれ
ば、貸借対照表は、次のような形をもつであろう。（s.214-s.215）
  　　   積極財産  　　　　　　　　 消極財産
種々の積極財産・・・・・・ 20,000    種々の消極財産・・・・・・40,000
商　　品　　　　　　　　　　　　　株式資本・・・・・・・・・50,000
　調達価格 ・ 43,000　　　　  　　　   未実現利益・・・・・・・・・・7,000
   評価益・・・  2,000  45,000　　　     分配可能利益
　評価損・・・・・・  5,000　40,000 　　実現利益・・・・・8,000
土　　地　　　　　　　　　　　　　　未実現損失・・・・5,000     3,000
　調達価格・・・・・35,000　    　　  
　増価・・・・・・    5,000   40,000　　　　　　　　　    　　　  　　　
　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　    　  
　以上において、我々は、貸借対照表における、分配可能なものと純利益
との明瞭化を述べてきた。この原則は、部分的には他の営利企業の貸借対
照表にも適用されうるし、状況によっては、たとえば公的な商的企業に関
して、以前に個別企業との関係で既述した方法の考慮のもとに、同様に適
用されうるのである。（s.215）
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